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(57)【要約】
【課題】タバコ成分を含む電子タバコカートリッジと相
互に交換して使用可能な（互換性有の）カートリッジで
ある芳香カートリッジ用に、タバコの成分を含まない素
材（非タバコ材）を用いた芳香カートリッジ用充填物で
あって、成形性に優れると共に、非タバコ材の天然の芳
香や味わいを楽しむことができる芳香カートリッジ用充
填物を提供する。
【解決手段】非タバコ材と、エアロゾルフォーマと、グ
ルコマンナン、グアーガム、ペクチン、カラギーナン、
ローカストビーンガムおよび寒天からなる群から選択さ
れる少なくとも一種の多糖類を含有し、長さ１０～７０
ｍｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍ
の形状、または、長さ１０～７０ｍｍ、外径０．２～３
．０ｍｍの形状を有し、前記非タバコ材１００質量部に
対して、０．１～５質量部の前記多糖類を含有する、芳
香カートリッジ用充填物。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非タバコ材と、エアロゾルフォーマと、を含有し、
　長さ１０～７０ｍｍの短冊状または棒状であり、
　前記エアロゾルフォーマの含有量が１０～４０質量％である芳香カートリッジ用充填物
。
【請求項２】
　前記非タバコ材が、紅茶または茶類である、請求項１に記載の芳香カートリッジ用充填
物。
【請求項３】
　メントールと、ポリビニルポリピロリドンと、をさらに含有し、
　前記メントールの含有量が０．１～１０質量％であり、
　前記ポリビニルポリピロリドンの含有量が１０質量％以下であり、且つ前記メントール
の含有量に対して０．５～６倍である、請求項１または２に記載の芳香カートリッジ用充
填物。
【請求項４】
　前記ポリビニルポリピロリドンの含有量が２質量％以上である、請求項３に記載の芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項５】
　微結晶セルロースをさらに含有し、
　前記微結晶セルロースの含有量が１～１５質量％である、請求項１～４のいずれかに記
載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項６】
　グルコマンナン、グアーガム、ペクチン、カラギーナン、ローカストビーンガムおよび
寒天からなる群から選択される少なくとも一種の多糖類をさらに含有し、
　前記非タバコ材１００質量部に対して、０．１～５質量部の前記多糖類を含有する、請
求項１～５のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項７】
　メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチ
ルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロ
キシプロピルセルロース並びにこれらのナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩
からなる群から選択される少なくとも一種のセルロース類をさらに含有し、
　前記非タバコ材１００質量部に対して、１～３０質量部の前記セルロース類を含有する
、請求項６に記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項８】
　前記多糖類が、グルコマンナンである、請求項６または７に記載の芳香カートリッジ用
充填物。
【請求項９】
　前記セルロース類が、カルボキシメチルセルロースのナトリウム塩、カリウム塩および
カルシウム塩からなる群から選択される少なくとも一種を含有する、請求項６～８のいず
れかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１０】
　形状が長さ５４ｍｍ以下である、請求項１～９のいずれかに記載の芳香カートリッジ用
充填物。
【請求項１１】
　前記非タバコ材を３０～９０質量％含有し、
　前記非タバコ材を０.１２ｇ以上と、
　前記エアロゾルフォーマを０.０２ｇ以上と、
を含む、請求項１～１０のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１２】
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　請求項１～１１のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物を有する芳香カートリッ
ジ用エアロゾル形成基材。
【請求項１３】
　一端に請求項１２に記載の芳香カートリッジ用エアロゾル形成基材を有し、他端にマウ
スピースまたはマウスピース領域を有する、芳香カートリッジ。
【請求項１４】
　前記エアロゾル形成基材と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に配置され
、前記エアロゾル形成基材で発生したエアロゾルを冷却する冷却領域を有し、
　前記芳香カートリッジ用充填物の長手方向と、当該芳香カートリッジの長手方向と、が
平行である、請求項１３に記載の芳香カートリッジ。
【請求項１５】
　前記冷却領域と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に、表面に孔を備える
フィルタ部材を有する、請求項１３または１４に記載の芳香カートリッジ。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芳香カートリッジ用充填物、それを有する芳香カートリッジ用エアロゾル形
成基材およびそれを有する芳香カートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タバコの禁煙の傾向に合わせるために、火炎を用いることなく、タバコ成分ある
いは非タバコ植物成分を含むカートリッジを加熱して、気化したこれらの成分を吸引する
ことで、喫煙を楽しむ製品が普及し始めている。このような加熱式の芳香カートリッジに
充填するタバコ充填物の例として、均質化タバコの連続シートを用いた例が開示されてい
る（特許文献１）。
【０００３】
　また、喫煙物品にメントール等の香料等を加え、風味を変えることも行われており、例
えば、メントールをカプセル化してフィルター内に存在させる技術が公開されている（特
許文献２）。
【０００４】
　また、芳香カートリッジ用充填物を端部に有する芳香カートリッジを差し込んで加熱す
ることにより喫煙をする物品が開示されている（特許文献３）。
【０００５】
　さらに、加熱式エアロゾル発生物品に関する様々な発明が知られており、例えば複数の
気流経路を備える加熱式エアロゾル発生物品に係る発明が開示されている（特許文献４）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第６０１７５４６号公報
【特許文献２】特表２０１７－５０６８９１号公報
【特許文献３】特表２０１７－５１９９１５号公報
【特許文献４】特表２０１６－５３８８４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　芳香カートリッジ用充填物の製造方法において、充填物にメントールを添加すると、確
かにメントールの風味を追加することができる。しかしながら、そのような充填物を放置
しておくとメントールの風味が抜けてしまうという問題点がある。このため、メントール
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をカプセル化してフィルター内に存在させるなどの工夫がされているがコストが高くなる
、製造方法が複雑となる等の問題点がある。
【０００８】
　また、従来の技術には、非タバコ材を用いた芳香カートリッジ用充填物についての製造
方法は開示されていない。そして、非タバコ材を用いて芳香カートリッジ用充填物を製造
する際、成形が難しく、十分な強度を有するものを得ることが難しいという問題があった
。
【０００９】
　さらに、芳香カートリッジを喫煙具本体に挿入する際や、喫煙を終了して芳香カートリ
ッジを喫煙具本体から取り出すときなどのユーザーのハンドリング時に、充填物が芳香カ
ートリッジから脱落したり、充填物の一部が落下したりすることがある。これによって、
喫煙具本体の内部が汚れたり、ひいては喫煙具本体が不具合になったりすることがあると
いう問題点があった。
【００１０】
　本発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであって、その目的
は、充填物の芳香や味わいに加え、メントールの清涼感を楽しむことができる芳香カート
リッジ用充填物において、長期間に亘る保存をした後でも、メントールの風味を保つこと
ができる手段を提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、ユーザーのハンドリングの際に、使用前および使用後の芳
香カートリッジから充填物が脱落したり、落下したりすることを防止する手段を提供する
ことにある。
【００１２】
　また、本発明のさらに他の目的は、成形性に優れると共に、充填物の天然の芳香や味わ
いを楽しむことができる芳香カートリッジ用充填物およびそれを有する芳香カートリッジ
用エアロゾル形成基材を提供することにある。
【００１３】
　また、本発明のさらに他の目的は、高品質、且つ非タバコ材の天然の芳香や味わいを楽
しむことのできる芳香カートリッジを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、非タバコ材と、エアロゾルフ
ォーマと、を含有し、長さ１０～７０ｍｍの短冊状または棒状であり、前記エアロゾルフ
ォーマの含有量が１０～４０質量％である。
【００１５】
　なお、ここでは、「芳香カートリッジ」とするが、「喫煙カートリッジ」や「電子タバ
コ互換カートリッジ」と呼んでも良い。
香りの元になるものとしては、タバコ成分の無い非タバコ材を使用するものにも適用され
る。
「芳香」は「良い香り」の意味であり、素材そのものから漂う香り（フレグランス）、加
熱されたときに空間に漂う香り（アロマ）、吸引したときに口に漂う香り（フレーバー）
、などを含む。
「喫煙」は、一般にはタバコを吸うことを意味することが多いが、ここでは、単に「煙を
楽しむ」「煙を味わう」「煙を堪能する」の意味であり、煙の元になるものはタバコに限
定されず、非タバコ材を使用するものにも適用される。また、ここでの「煙」には、例え
ばエアロゾルなどの空気中に分散した液滴のように、「煙に見えるもの」「煙状のもの」
も含まれる。
【００１６】
　「電子タバコ互換カートリッジ」も、タバコ成分を含むか否かに関わらず、単に「タバ
コ成分を含む電子タバコカートリッジと相互に交換して使用可能な（互換性有の）カート
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リッジ」と定義される。
【００１７】
　本発明の第２の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第１の態様において、前
記非タバコ材が、紅茶または茶類であってもよい。
【００１８】
　本発明の第３の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第１または２の態様にお
いて、メントールと、ポリビニルポリピロリドンと、をさらに含有し、前記メントールの
含有量が０．１～１０質量％であり、前記ポリビニルポリピロリドンの含有量が１０質量
％以下であり、且つ前記メントールの含有量に対して０．５～６倍であってもよい。
【００１９】
　本発明の第４の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第３の態様において、前
記ポリビニルポリピロリドンの含有量が２質量％以上であってもよい。
【００２０】
　本発明の第５の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第１～第４のいずれかの
態様において、微結晶セルロースをさらに含有し、前記微結晶セルロースの含有量が１～
１５質量％であってもよい。
【００２１】
　本発明の第６の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第１～第５のいずれかの
態様において、グルコマンナン、グアーガム、ペクチン、カラギーナン、ローカストビー
ンガムおよび寒天からなる群から選択される少なくとも一種の多糖類をさらに含有し、前
記非タバコ材１００質量部に対して、０．１～５質量部の前記多糖類を含有してもよい。
【００２２】
　本発明の第７の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第６の態様において、メ
チルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセ
ルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロキシ
プロピルセルロース並びにこれらのナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩から
なる群から選択される少なくとも一種のセルロース類をさらに含有し、前記非タバコ材１
００質量部に対して、１～３０質量部の前記セルロース類を含有してもよい。
【００２３】
　本発明の第８の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第６または第７の態様に
おいて、前記多糖類が、グルコマンナンであってもよい。
【００２４】
　本発明の第９の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第６～第８のいずれかの
態様において、前記セルロース類が、カルボキシメチルセルロースのナトリウム塩、カリ
ウム塩およびカルシウム塩からなる群から選択される少なくとも一種を含有してもよい。
【００２５】
　本発明の第１０の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第１～第９のいずれか
の態様において、形状が長さ５４ｍｍ以下であってもよい。
【００２６】
　本発明の第１１の態様に係る芳香カートリッジ用充填物は、前記第１～第１０のいずれ
かの態様において、前記非タバコ材を３０～９０質量％含有し、前記非タバコ材を０.１
２ｇ以上と、前記エアロゾルフォーマを０.０２ｇ以上と、を含んでもよい。
【００２７】
　本発明の第１２の態様に係る芳香カートリッジ用エアロゾル形成基材は、前記第１～第
１１のいずれかの態様の芳香カートリッジ用充填物を有してもよい。
【００２８】
　本発明の第１３の態様に係る芳香カートリッジは、一端に前記第１２の態様の芳香カー
トリッジ用エアロゾル形成基材を有し、他端にマウスピースまたはマウスピース領域を有
してもよい。
【００２９】
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　本発明の第１４の態様に係る芳香カートリッジは、前記第１３の態様において、前記エ
アロゾル形成基材と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に配置され、前記エ
アロゾル形成基材で発生したエアロゾルを冷却する冷却領域を有し、前記芳香カートリッ
ジ用充填物の長手方向と、当該芳香カートリッジの長手方向と、が平行である。
【００３０】
　本発明の第１５の態様に係る芳香カートリッジは、前記第１３または第１４の態様にお
いて、前記冷却領域と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に、表面に孔を備
えるフィルタ部材を有してもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の一態様によれば、充填物の芳香や味わいに加え、メントールの清涼感を楽しむ
ことができる芳香カートリッジ用充填物において、長期間に亘る保存をした後でも、メン
トールの風味を保つことができる手段が提供される。
【００３２】
　また、本発明の他の態様によれば、ユーザーのハンドリングの際に、使用前および使用
後の芳香カートリッジから充填物が脱落したり、落下したりすることを防止する手段が提
供される。
【００３３】
　また、本発明のさらに他の態様によれば、成形性に優れると共に、充填物の天然の芳香
や味わいを楽しむことができる芳香カートリッジ用充填物およびそれを有する芳香カート
リッジ用エアロゾル形成基材が提供される。
【００３４】
　また、本発明のさらに他の態様によれば、高品質、且つ非タバコ材の天然の芳香や味わ
いを楽しむことのできる芳香カートリッジが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】芳香カートリッジの使用の形態の一例を示す図である。
【図２】芳香カートリッジの構造の一例を示す図である。
【図３】芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材の一例を示す図である。
【図４】芳香カートリッジの作製方法の一例を示す図である。
【図５】芳香カートリッジの変形例を示す図である。
【図６】芳香カートリッジの他の使用の形態を示す図である。
【図７】芳香カートリッジの構造の他の一例を示す図である。
【図８】非タバコ材組成物および芳香カートリッジ用充填物の製造方法［装置］の工程［
手段］を示す流れ［接続］図である。
【図９】エアロゾル形成基材および芳香カートリッジ用充填物の一例を示す図である。
【図１０】芳香カートリッジの構造のさらに他の一例を示す図である。
【図１１】芳香カートリッジの使用形態を示す概略的な断面図である。
【図１２】第１変形例による芳香カートリッジを示す概略的な斜視図である。
【図１３】第２変形例による芳香カートリッジを示す概略的な斜視図である。
【図１４】第３変形例による芳香カートリッジを示す概略的な斜視図である。
【図１５】第４変形例による芳香カートリッジを示す概略的な斜視図である。
【図１６】第５変形例による芳香カートリッジを示す概略的な斜視図である。
【図１７】芳香カートリッジの他の製造方法を示す概略的な斜視図である。
【図１８】シートの強度試験を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、図面を参照しながら本発明の好ましい実施形態について説明する。なお、以下で
は本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し、本発明の該当部分の
説明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所については公知技術によ
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るものとする。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説
明を省略する。また、図面の寸法比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは
異なる場合がある。
【００３７】
　図８は、本発明の一実施形態による、非タバコ材組成物および芳香カートリッジ用充填
物の製造方法［装置］の工程［手段］を示す流れ［接続］図である。なお、以下では、主
に各工程を備えた製造方法に沿って説明するが、各工程を実行する手段を備えることで、
全体としてその製造方法を実施できる製造装置が存在することは明らかである。このため
、製造方法と製造装置の説明を重複することなく、「工程［手段］」、「方法［装置］」
として、同時に（重ねて）説明するものとする。また、以下に説明する製造方法［装置］
は好ましい一例を示したものであり、本発明に係る非タバコ材組成物および芳香カートリ
ッジ用充填物の製造方法［装置］は、以下の形態に限定されない。
【００３８】
　この製造方法［装置］は、芳香の元になる非タバコ材等を乾燥・粉砕して乾燥粉砕物を
得る乾燥・粉砕工程［手段］（Ａ）を有する。なお、原材料をそのまま使用できるような
場合は、このような工程［手段］を省略することができる。また、非タバコ材組成物およ
び芳香カートリッジ用充填物を製造する際の他の材料については、必要に応じて、前処理
および秤量等を行う準備工程［手段］（Ｂ）を有する。
【００３９】
　上記乾燥・粉砕工程［手段］（Ａ）および準備工程［手段］（Ｂ）を経た後、これらの
材料は、混合工程［手段］（Ｍ）により所定の条件で混合され、芳香カートリッジ用充填
物となる。
【００４０】
　芳香カートリッジ用充填物は、充填物成形工程［手段］（Ｆ）を経て所望の形状とする
ことができる。所望の形状とされた芳香カートリッジ用充填物は、芳香カートリッジ製造
工程［手段］（Ｇ）に供され、芳香カートリッジとなる。
【００４１】
　以下、非タバコ材組成物の製造方法［装置］、芳香カートリッジ用充填物の製造方法［
装置］、および芳香カートリッジの製造方法［装置］の各工程［手段］について説明する
。なお、原料となる非タバコ材の詳細については後述する。
【００４２】
　まず、乾燥・粉砕工程［手段］（Ａ）は、原料となる非タバコ材の使用部位（例えば、
葉、種子、乾燥果実、茎、樹皮、根など）を非タバコ材組成物とするために所望の粉砕物
に加工する。その際、後に添加するエアロゾルフォーマ、水、その他の成分を吸収または
担持したりするのに都合のよいような水分量に調整するのも好ましい。
【００４３】
　なお、乾燥温度は、６０℃以上８０℃以下が好ましい。この範囲であると、必要とする
香味成分の散逸を避けながら、所望の水分量へ到達させやすくなる。さらに、６５℃以上
であるとさらに所望の水分量へ到達させやすくなり、７５℃以下であると必要とする香味
成分の散逸をさらに防止することができる。
【００４４】
　乾燥・粉砕後の乾燥粉砕物の水分量は５質量％以下とするのが好ましい。このようにす
ると、後の工程［手段］でのスラリー化が容易となる。該水分量は、３質量％以下である
とさらに好ましい。また、上記水分量は、０．１質量％以上であると、水等とのなじみが
よい状態を保つことができるため、好ましい。
【００４５】
　さらに、乾燥・粉砕工程［手段］（Ａ）は、前記乾燥粉砕物を篩分けする篩工程［手段
］を含んでいてもよく、これにより、非タバコ材組成物等を所望の粒度として混合工程［
手段］（Ｍ）に供することができる。
【００４６】
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　準備工程［手段］（Ｂ）においては、非タバコ材組成物および芳香カートリッジ用充填
物を作製するにあたり、必要な材料を準備して秤量する。準備工程［手段］は、工程［手
段］（Ｂ１）、工程［手段］（Ｂ２）および工程［手段］（Ｃ）を含む。工程［手段］（
Ｂ１）は、必要に応じて用いられるセルロース類（第１の結合剤）を準備する工程［手段
］であり、任意に行われる工程［手段］である。工程［手段］（Ｂ２）は、後述の第２の
混合工程（Ｍ２）に先立って、多糖類（第２の結合剤）を準備する工程［手段］である。
工程［手段］（Ｃ）は、エアロゾルフォーマを準備する工程［手段］である。これらの他
、工程［手段］（Ｅ）は、非タバコ材組成物の作製にあたり、必要に応じて用いられる風
味添加剤、保存料等を準備する工程［手段］であり、任意に行われる工程［手段］である
。
【００４７】
　混合工程［手段］（Ｍ）は、第１の混合工程［手段］（Ｍ１）、養生工程［手段］（Ｙ
）および第２の混合工程［手段］（Ｍ２）を含む。第１の混合工程［手段］（Ｍ１）では
、上述の乾燥・粉砕工程［手段］（Ａ）、工程［手段］（Ｂ１）、工程［手段］（Ｃ）お
よび工程［手段］（Ｅ）で準備されたものを混合して第１の混合物を得る。第１の混合物
を養生工程［手段］（Ｙ）により養生させ、第２の混合工程［手段］（Ｍ２）では、上記
第１の混合物に多糖類（第２の結合剤）を添加して混合し、第２の混合物（非タバコ材組
成物）を得る。第２の混合工程［手段］（Ｍ２）においては、多糖類（第２の結合剤）の
他に、風味添加剤、保存料等を添加してもよい。
【００４８】
　第２の混合物（非タバコ材組成物）は、充填物成形工程（Ｆ）を経て所望の形状とする
ことができ、芳香カートリッジ用充填物として、芳香カートリッジ製造工程［手段］（Ｇ
）に供され、芳香カートリッジとなる。なお、説明において、複数に分けた工程［手段］
で説明した工程［手段］は、必要に応じて、同時にあるいは平行に行っても良い。例えば
上述では、第１の混合工程［手段］（Ｍ１）の前に、工程［手段］（Ｂ１）および工程［
手段］（Ｃ）にてそれぞれ準備した材料を予め混合する形態を示しているが、これに限定
されず、工程［手段］（Ａ）、工程［手段］（Ｂ１）、工程［手段］（Ｃ）、工程［手段
］（Ｅ）にてそれぞれ準備した材料を、第１の混合工程（Ｍ１）で同時に混合してもよい
。
【００４９】
　本発明に係る芳香カートリッジ用充填物は、エアロゾルフォーマを含む。エアロゾルフ
ォーマとしては、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、トリエチレングリ
コール、乳酸、ジアセチン（グリセリンジアセタート）、トリアセチン（グリセリントリ
アセタート）、トリエチレングリコールジアセタート、クエン酸トリエチル、ミリスチン
酸イソプロピル、ステアリン酸メチル、ドデカンジオン酸ジメチル、テトラデカンサンジ
オン酸ジメチルなどが使用できるが、特に、グリセリン、プロピレングリコールが好まし
く用いられる。これらエアロゾルフォーマは、単独でもまたは２種以上混合しても用いる
ことができる。
【００５０】
　芳香カートリッジ用充填物中のエアロゾルフォーマの含有量は、芳香カートリッジ用充
填物の総量に対して、１質量％以上８０質量％以下であることが好ましく、１０質量％以
上４０質量％以下であることがより好ましく、２０質量％以上３５質量％以下であること
が最も好ましい。
【００５１】
　また、芳香カートリッジ用充填物中のエアロゾルフォーマの含有量は、非タバコ材１０
０質量部に対して、３０質量部以上１００質量部以下であることが好ましく、５０質量部
以上８０質量部以下であると特に好ましい。
【００５２】
　さらに、必要に応じ風味を追加する風味添加剤も好ましく用いられる。風味添加剤とし
ては、はっか、ココア、コーヒー、紅茶のエキス、キシリトール等が挙げられる。また、
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必要に応じて食品の保存料、例えば、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、安息香酸、安息
香酸ナトリウム等を添加してもよい。これらの成分は、単独でもまたは２種以上混合して
も用いることができる。
【００５３】
　本発明における一つの実施形態として、芳香カートリッジ用充填物には微結晶セルロー
スが含まれる。
【００５４】
　微結晶セルロースとは、例えば、繊維性植物のパルプから得られたα－セルロースを、
酸で部分的に解重合した後、可溶性部分を取り除き、適宜、不溶性部分を結晶化して得ら
れるものであり、後述の結着剤または増粘剤として用いられるセルロース類とは区別され
る。
【００５５】
　様々な検討の末、非タバコ材、エアロゾルフォーマ、および微結晶セルロースを含有す
る芳香カートリッジ用充填物について、以下のことがわかった。すなわち、芳香カートリ
ッジ用充填物を乾燥条件下におくと、芳香カートリッジ用充填物が失水した場合であって
も、セルロースの微結晶が芳香カートリッジ用充填物の構造を維持し、体積収縮などの構
造変化を抑制することがわかった。このような作用は、微結晶セルロースを用いたことに
より得られるものであると考えられる。
【００５６】
　本発明における一つの実施形態として、微結晶セルロースは、準備工程［手段］（Ｂ）
で秤量された後、混合工程［手段］（Ｍ）に供される。微結晶セルロースは、粉体のまま
でもよいし、水などの溶媒に分散させて懸濁液として混合工程［手段］（Ｍ）に供されて
もよい。この場合、溶媒への微結晶セルロースの分散は、高速攪拌機や高圧ホモジナイザ
ーなどを使用して行うことができる。
【００５７】
　芳香カートリッジ用充填物中の微結晶セルロースの含有量は、芳香カートリッジ用充填
物の総量に対して、１質量％以上１５質量％以下であることが好ましく、３質量％以上１
２質量％以下であることがより好ましく、５質量％以上１０質量％以下であることがさら
に好ましい。
【００５８】
　微結晶セルロースの添加により、芳香カートリッジ用充填物の成形性向上、各成分のロ
ールミルによる混練などの際の作業性改善といった効果が得られ、特に、芳香カートリッ
ジ用充填物の収縮の抑制および体積変化の抑制に有効である。よって、微結晶セルロース
の添加は、芳香カートリッジの品質管理および使用感の均質化という観点からも有効であ
る。
【００５９】
　本発明で用いられる微結晶セルロースの平均粒子径は、３０μｍ以上２００μｍ以下で
あることが好ましく、５０μｍ以上１５０μｍ以下であることがより好ましく、７０μｍ
以上１２０μｍ以下であることがさらに好ましい。微結晶セルロースの平均粒子径が３０
μｍ以上であると、芳香カートリッジ用充填物の収縮を抑制する効果に優れ、２００μｍ
以下であると、芳香カートリッジ用充填物の収縮を抑制する効果に加えて、芳香カートリ
ッジ用充填物の成形性を良好にすることができる。
【００６０】
　微結晶セルロースの平均粒子径は、篩分け法によって求められる。該平均粒子径は、Ｊ
ＩＳ　Ｋ　００６９：１９９２に記載の方法により得ることができる。なお、該平均粒子
径は、複数の篩による試験結果について、例えば、目開きの大きいほうからの質量の積算
を行い、その質量５０％に相当する径をいう。
【００６１】
　さらに微結晶セルロースは、目開き２５０μｍの篩上残留物の量が微結晶セルロースの
総量に対して８質量％以下であることが好ましく、目開き７５μｍの篩上残留物の量が微
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結晶セルロースの総量に対して４５質量％以上であることが好ましい。
【００６２】
　目開き２５０μｍの篩上残留物が８質量％以下の場合、微結晶セルロースが芳香カート
リッジ用充填物の収縮を抑制する効果をより発揮しやすい。目開き７５μｍの篩上残留物
が４５質量％以上の場合、芳香カートリッジ用充填物の成形性を良好にする効果をより発
揮しやすい。
【００６３】
　微結晶セルロースの質量平均分子量（Ｍｗ）は、１０，０００以上２００，０００以下
であることが好ましい。１０，０００以上であると、芳香カートリッジ用充填物の収縮を
抑制する効果に優れ、２００，０００以下であると、前記の収縮を抑制する効果に加えて
成形性を良好にする効果をより向上させうる。該質量平均分子量は、より好ましくは２０
，０００以上６０，０００以下である。
【００６４】
　セルロースの分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ（ＧＰＣ）により測定す
ることができる。例えば、特開平６－１０９７１５号公報にあるような測定方法が採用さ
れ、標準試料としては、ポリエチレングリコール等を適宜用いる。
【００６５】
　本発明における一つの実施形態として、芳香カートリッジ用充填物には、メントールお
よびポリビニルポリピロリドン（非水溶性架橋ポリマー）が含まれる。
【００６６】
　メントールおよびポリビニルポリピロリドンを含有させる場合は、準備工程［手段］（
Ｂ）において、メントール、低級アルコールおよびポリビニルポリピロリドン（非水溶性
架橋ポリマー）を秤量した後、前記秤量したメントール、低級アルコールおよびポリビニ
ルポリピロリドンを混合してメントール溶解物を得るが、ここでは、メントール、低級ア
ルコールおよびポリビニルポリピロリドンを混合溶解する。好ましくは、低級アルコール
にメントールを溶解してから、ポリビニルポリピロリドンを添加して混合するのがよい。
【００６７】
　ここで、メントールとは、天然物から得られたものに限られず、合成物でもよい。また
、薄荷、ミント、ハッカ油その他、メントールを含むものを使用してもよい。低級アルコ
ールは、メントールを溶解する溶媒であり、特にエチルアルコールが好ましく用いられる
。
【００６８】
　本発明において、非水溶性架橋ポリマーとは、非架橋のポリマーが水に可溶であるもの
に架橋を施し、水に不溶となり膨潤するものを意図している。もちろん、当該非水溶性架
橋ポリマーは、低級アルコールに溶解せず膨潤することが好ましく、本発明ではこのよう
なものが選択され使用される。ポリビニルポリピロリドンなどの非水溶性架橋ポリマーは
、親水性部分と疎水性部分とを有しており、親水性部分が膨潤に寄与し、親水性部分がメ
ントールに配向することにより本発明の効果を発揮するものと考えられる。
【００６９】
　本発明の芳香カートリッジ用充填物の一つの実施態様として、非水溶性架橋ポリマーと
して、ポリビニルピロリドンの架橋物であるポリビニルポリピロリドンを用いるのが好ま
しい。ポリビニルポリピロリドンを含んでいれば、本発明の芳香カートリッジ用充填物は
、非水溶性架橋ポリマーとして、ポリビニルポリピロリドン以外の他の非水溶性架橋ポリ
マーを含んでもよい。他の非水溶性架橋ポリマーとしては、水溶性の多糖類に架橋を施し
非水溶性とした架橋多糖類が挙げられる。架橋多糖類としては、多糖類をエポキシ架橋し
たもの、エステル架橋したもの、エーテル架橋したもの等が例として挙げられる。
【００７０】
　また、芳香カートリッジ用充填物の好ましい他の実施態様として、ポリビニルポリピロ
リドンの代わりに、前述した他の非水溶性架橋ポリマーを用いることもできる。前記他の
非水溶性架橋ポリマーの例としては、水溶性の多糖類に架橋を施し非水溶性とした架橋多
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糖類が挙げられる。架橋多糖類としては、多糖類をエポキシ架橋したもの、エステル架橋
したもの、エーテル架橋したもの等が例として挙げられる。
【００７１】
　メントールの含有量は、所望の風味を目標とした量を添加すれば足りる。メントールの
風味付けをするには、芳香カートリッジ用充填物中のメントールの含有量が、芳香カート
リッジ用充填物の総量に対して、０．１質量％以上１０質量％以下であることが目安とな
る。好ましくは０．２質量％以上５質量％以下であることがもう一つの目安となる。
【００７２】
　芳香カートリッジ用充填物において、メントール１００質量部に対するポリビニルポリ
ピロリドンの含有量は、５０質量部以上６００質量部以下である。換言すれば、ポリビニ
ルポリピロリドンの含有量はメントールの含有量に対して、０．５倍以上６倍以下である
。
【００７３】
　本発明の他の形態として、芳香カートリッジ用充填物において、メントール１００質量
部に対するポリビニルポリピロリドン（非水溶性架橋ポリマー）の含有量は、１０質量部
以上２０００質量部以下である。換言すれば、ポリビニルポリピロリドン（非水溶性架橋
ポリマー）の含有量はメントールの含有量に対して、０．１倍以上２０倍以下である。
【００７４】
　本発明の効果を奏するためには、芳香カートリッジ用充填物中のポリビニルポリピロリ
ドンの含有量が芳香カートリッジ用充填物の総量に対して２質量％以上であることが好ま
しく、４質量％以上であることがより好ましい。このような量で含まれることにより、長
期の保存性に関し本発明の効果をより発揮することができる。また、芳香カートリッジ用
充填物中のポリビニルポリピロリドンの含有量は、１０質量％を超えない範囲（１０質量
％以下）である。該含有量が１０質量％以下であると、非タバコ材由来のポリフェノール
等に由来する風味を保つことができるからである。
【００７５】
　使用する低級アルコールの量は、メントール１００質量部に対して、５０質量部以上が
好ましい。さらに、低級アルコールの使用量が１００質量部以上であると、メントールを
溶解しつつも、ポリビニルポリピロリドンの混合を十分に行うことができるという効果が
得られる。また、低級アルコールの使用量が２０００質量部以下であると、後の工程［手
段］において低級アルコールの残留を少なくすることができるため、効率的な製造工程［
手段］とすることができる。
【００７６】
　本発明における一つの実施形態として、芳香カートリッジ用充填物は、多糖類を含んで
いることが好ましい。多糖類としては、特に水溶性であるもの、水を含んで膨潤するもの
や、ゲル化するものを使用することが好ましく、このようなものを用いることで成形性に
寄与できる。
【００７７】
　本発明に係る芳香カートリッジ用充填物に含まれる多糖類としては、コンニャクマンナ
ン（グルコマンナン）、グアーガム、ペクチン、カラギーナン、ローカストビーンガム、
および寒天が例示できる。なお、これらの多糖類は、単独でもまたは２種以上混合しても
用いることができる。特に、成形性を向上させるという観点から、多糖類として、コンニ
ャクマンナン（グルコマンナン）を用いると好ましい。
【００７８】
　本発明における一つの実施形態として、上記多糖類を含む芳香カートリッジ用充填物に
は、さらにセルロース類（第１の結合剤）を添加することが好ましい。本発明に係る芳香
カートリッジ用充填物に含有させるセルロース類とは、セルロース、セルロース誘導体お
よびこれらの金属塩を含む。セルロース類としては、非タバコ材を結着（結合）させるた
め、特に水溶性であるものが好ましく用いられる。
【００７９】
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　本発明に用いられるセルロース類の例としては、メチルセルロース、エチルセルロース
、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロキシプロピルセルロース並びにこれらの
ナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩等の金属塩を用いることができる。なお
、これらのセルロース類は、単独でもまたは２種以上混合しても用いることができる。特
に、セルロース類の金属塩を使用すると好ましく、なかでも、カルボキシメチルセルロー
スのナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩からなる群から選択される少なくと
も一種を使用するとより好ましく、入手の容易なカルボキシメチルセルロースナトリウム
を使用すると特に好ましい。
【００８０】
　芳香カートリッジ用充填物中のセルロース類の含有量は、非タバコ材１００質量部に対
して、１質量部以上３０質量部以下であることが好ましく、２質量部以上２０質量部以下
であるとより好ましく、５質量部以上２０質量部以下であるとさらに好ましく、１０質量
部以上２０質量部以下であると特に好ましい。
【００８１】
　芳香カートリッジ用充填物にセルロース類を含有させる場合は、図８に示す工程［手段
］（Ｅ）として準備される。この工程［手段］（Ｅ）では、セルロース類以外の他の成分
を、他の第１の結合剤としてさらに準備してもよい。セルロース類以外の第１の結合剤と
しては、コンニャクマンナン（グルコマンナン）、グアーガム、ペクチン、カラギーナン
、タマリンシードガム、アラビアゴム、大豆多糖類、ローカストビーンガム、カラヤガム
、キサンタンガム、寒天が例示できる。なお、これらの成分は、単独でもまたは２種以上
混合しても用いることができる。
【００８２】
　次に、原料となる非タバコ材について説明する。本実施形態で使用できる非タバコ材は
、タバコ以外の植物であれば特に制限はない。植物の使用部位としては、例えば、根（鱗
根（鱗茎）、塊根（イモ類）、球根などを含む）、茎、塊茎、皮（茎皮、樹皮などを含む
）、葉、花（花弁、雌蕊、雄蕊などを含む）、樹木の幹や枝など様々な部位を使用できる
。
【００８３】
　鱗茎としては、タマネギ、ヒガンバナ、チューリップ、ヒヤシンス、ニンニク、ラッキ
ョウ、ユリ等、球茎としては、クロッカス、グラジオラス、フリージア、アヤメ、サトイ
モ、コンニャク等、塊茎としては、シクラメン、アネモネ、ベゴニア、チョロギ、ジャガ
イモ、アピオス（ほど芋）等、根茎としては、カンナ、ハス（レンコン）、ショウガ等、
塊根としては、ダリア、サツマイモ、キャッサバ、キクイモ等、担根体としては、ヤマノ
イモ属（ヤマノイモ、自然薯、ナガイモなどのヤムイモ類）等、その他として、カブ・ゴ
ボウ・ニンジン、ダイコン、クズ等が挙げられる。茎としては、コンニャク、アスパラガ
ス、タケノコ、ウド、ダイコン、ヤーコン等が挙げられる。
【００８４】
　上記で示したイモ類または以下に挙げる植物には、炭水化物が含有され、芳香カートリ
ッジ用充填物の少なくとも一部の材料として好ましく用いられる。例えば、澱粉としては
、コーンスターチ（とうもろこし）、ばれいしょ澱粉（じゃがいも）、かんしょ澱粉（サ
ツマイモ）、タピオカ澱粉（タピオカ）等があり、増粘剤、安定剤等として使用の例があ
る。これらの澱粉は、架橋により耐酸性向上、耐熱性向上、耐シェア性向上等、エステル
化、エーテル化により保存安定性向上、糊化促進等、酸化により透明性向上、フィルム成
形性向上、保存安定性向上等を図ることが可能となる。
【００８５】
　植物種子からはタマリンドシードガム、グアーガム、ローカストビーンガム等、樹液か
らはアラビアガム、カラヤガム等、果実からはペクチン等、その他の植物からは、セルロ
ース、アガロースを主成分とするコンニャクマンナン（グルコマンナン）、大豆多糖類等
を得ることができ、非タバコ材として使用できる。さらに、カチオン化グアーガムのよう
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な変性体も使用できる。
【００８６】
　海藻からは、カッパカラギーナン、イオタカラギーナン、ラムダカラギーナンの３タイ
プに分類されるカラギーナン、寒天、アルギン酸等を得ることができ、非タバコ材として
使用できる。また、カラギーナン金属塩、アルギン酸ナトリウムなどの塩も使用できる。
【００８７】
　ハーブやスパイスとして使用されている植物も使用でき、その具体例としては、くちな
しの実、こぶみかんの葉、みょうが、よもぎ、わさび、アジョワンシード、アニス、アル
ファルファ、エキナセア、エシャロット、エストラゴン、エバーラスティングフラワー、
エルダー、オールスパイス、オリスルート、オレガノ、オレンジピール、オレンジフラワ
ー、オレンジリーフ、カイエンチリペッパー（カイエンヌチリペッパー）、カモミールジ
ャーマン、カモミールローマン、カルダモン、カレーリーフ、ガーリック（にんにく）、
キャットニップ、キャラウェイ、キャラウェイシード、キンモクセイ、クミン、クミンシ
ード、クローブ、グリーンカルダモン、グリーンペッパー、コーンフラワー、サフラン、
シダー、シナモン、ジャスミン、ジュニパーベリー、ジョロキア、ジンジャー（しょうが
）、スターアニス、スペアミント、スマック、セイジ、セボリ（セイボリー）、セロリ、
セロリシード、ターメリック（ウコン）、タイム、タマリンド、タラゴン、チャービル（
セルフィーユ）、チャイブ、ディル、ディルシード、トマト（ドライトマト）、トンカ豆
、ドライパクチー、ナツメグ、ハイビスカス、ハバネロ、ハラペーニョ、バーズアイ、バ
ジル、バニラ、パクチー（コリアンダー）、パセリ、パプリカ、ヒソップ、ピメンツデス
ペレット、ピンクペッパー、フェヌグリークシード、フェンネル、ブラウンマスタード、
ブラックカルダモン、ブラッククミン、ブラックペッパー、ベチバー、ペニーロイヤル、
ペパーミント（ハッカ）、ホースラディッシュ、ホワイトペッパー、ホワイトマスタード
、ポピーシード、ポルチーニ、マジョラム、マスタードシード、マニゲット、マリーゴー
ルド、マルバフラワー、メース、ヤローフラワー、ユーカリ、ラベンダー、リコリス、リ
ンデン、レッドクローバー、レッドペッパー、レモングラス、レモンバーベナ、レモンバ
ーム、レモンピール、ローズ（バラ）、ローズバッズ（パープル）、ローズヒップ、ロー
ズペタル、ローズマリー、ローズレッド、ローレル（ローリエ）、ロングペッパー、胡麻
（生胡麻、煎り胡麻）、黄金唐辛子、花椒（ホアジャオ）、三鷹、山椒、唐辛子、柚子等
が挙げられる。また、ミックススパイス（例えば、五香粉、ガラムマサラ、ラスエルハヌ
ート、バリグール、チキンカレーマサラ、タンドリーマサラ、カトルエピス、エルブ・ド
・プロバンス）や、ポプリなどとして使用されている様々な植物の混合物を使用できる。
【００８８】
　また、例えば、モモ、ブルーベリー、レモン、オレンジ、リンゴ、バナナ、パイナップ
ル、マンゴー、葡萄、キンカン、メロン、梅、アーモンド、カカオ、コーヒー豆、ピーナ
ッツ、ひまわり、オリーブ、クルミ、その他ナッツ類などの食用果実（果肉部分）や種子
を使用できる。
【００８９】
　さらに、下記の茶類の原料となる植物も使用することができる。その具体例としては、
チャノキ、アシタバ、アマチャ、アロエ、イチョウ、ウコン、ウラジロガシ、エゾウコギ
、オオバコ、カキオドシ、柿、カミツレ、カモミール、河原決明、カリン、菊、ギムネマ
、グァバ、クコ、桑、黒豆、ゲンノショウコ、玄米、ゴボウ、ヒレハリソウ、昆布、桜、
サフラン、シイタケ、シソ、ジャスミン、ショウガ、スギナ、セキショウ、センブリ、ソ
バ、タラノキ、タンポポ、ドクダミ、杜仲、ナタマメ、ニワトコ、ネズミモチ、ハトムギ
、ケツメイシ、ビワ、松、マテ、麦、メグスリノキ、ヨモギ、ユーカリ、羅漢果、ルイボ
ス、ゴーヤ等が挙げられる。
【００９０】
　また、茶類も使用することができる。茶類は茶になる植物が異なるだけでなく、同じ植
物であっても加工方法によって異なるお茶になる。具体的には、例えば、日本茶、紅茶、
明日葉茶、甘茶、アマチャヅル茶、アロエ茶、イチョウ葉茶、ウーロン茶、ウコン茶、ウ
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ラジロガシ茶、エゾウコギ茶、オオバコ茶、カキオドシ茶、柿の葉茶、カミツレ茶、カモ
ミールティ、河原決明茶、カリン茶、菊花茶、ギムネマ茶、グァバ茶、クコ茶、桑の葉茶
、黒豆茶、ゲンノショウコ茶、玄米茶、ゴボウ茶、コンフリー茶、昆布茶、桜茶、サフラ
ン茶、シイタケ茶、シソ茶、ジャスミン茶、しょうが茶、スギナ茶、セキショウ茶、セン
ブリ茶、ソバ茶、タラノキ茶、タンポポ茶、甜茶、ドクダミ茶、杜仲茶、ナタマメ茶、ニ
ワトコ茶、ネズミモチ茶、ハトムギ茶、ハブ茶、ビワの葉茶、プーアル茶、紅花茶、松葉
茶、マテ茶、麦茶、メグスリノキ茶、ヨモギ茶、ユーカリ茶、羅漢果茶、ルイボスティ、
ゴーヤ茶などが挙げられる。これら茶類については、飲用後の茶殻を使用してもよい。茶
殻などを使用すれば、高価な茶類などを再利用して有効活用できる。
【００９１】
　上記に使用できる植物の具体例として、昆布を挙げたが、アオサ、アオノリ、アカモク
、アサクサノリ、アラメ、イワノリ（岩海苔）、エゴノリ、オゴノリ、ガゴメコンブ、カ
ジメ、ガニアシ、クビレズタ、クロメ、コンブ、スサビノリ、ダルス、チシマクロノリ、
ツルアラメ、テングサ、トロロコンブ、ネコアシコンブ属、ノリ（海苔）、ハバノリ、ヒ
ジキ、ヒトエグサ、ヒロメ、フノリ、ボウアオノリ、マコンブ、メカブ、モズク、ワカメ
等も当然使用することができる。
【００９２】
　上記に使用できる植物の具体例として、玄米を挙げたが、インディカ種（インド型、大
陸型、長粒種）、グラベリマ種（アフリカイネ）、サティバ種（アジアイネ）、ジャバニ
カ種（ジャワ型、熱帯島嶼形、大粒種）、ジャポニカ種（日本型、温帯島嶼型、短粒種）
、ネリカ（アジアイネとアフリカイネの種間雑種）等の米の他の品種も当然使用すること
ができ、粉または糠としても使用することができる。
【００９３】
　上記に使用できる植物の具体例として、麦を挙げたが、アワ、エンバク（カラス麦の栽
培品種、オーツ麦とも）、オオムギ（大麦）、カラスムギ、キビ、コドラ（コードンビエ
）、コムギ（小麦）、シコクビエ、テフ、トウジンビエ、ハダカムギ（オオムギの変種）
、ハトムギ（種子ではなく果実である）、ヒエ、フォニオ、マコモ、モチムギ（オオムギ
のモチ種）、モロコシ（タカキビ、コウリャン、ソルガム）、トウモロコシ、ライムギ（
ライ麦）との他の麦類も当然使用することができる。
【００９４】
　上記に使用できる植物の具体例として、黒豆を挙げたが、アズキ、イナゴマメ、インゲ
ンマメ、エンドウ、キマメ、クラスタマメ、グラスピー（英:Ｌａｔｈｙｒｕｓ　ｓａｔ
ｉｖｕｓ）、ケツルアズキ、ササゲ、シカクマメ、ゼオカルパマメ、ソラマメ、ダイズ、
タケアズキ、タチナタマメ、タマリンド、テパリービーン、ナタマメ、ハッショウマメ（
英：Ｍｕｃｕｎａ　ｐｒｕｒｉｅｎｓ）、バンバラマメ、ヒヨコマメ、フジマメ、ベニバ
ナインゲン、ホースグラム（英：Ｍａｃｒｏｔｙｌｏｍａ　ｕｎｉｆｌｏｒｕｍ）、モス
ビーン、ライマメ、ラッカセイ、リョクトウ、ルピナス、レンズマメ、ヘントウ等の他の
菽穀類（マメ科作物の種子）も当然使用することができる。
【００９５】
　上記に使用できる植物の具体例として、ソバを挙げたが、アマランス（アマランサス、
センニンコク）、キヌア、ダッタンソバ等のその他の植物も当然使用することができる。
【００９６】
　上記に使用できる植物の具体例として、シイタケを挙げたが、マツタケ、シイタケ、ハ
ツタケ、シメジ、ショウロ、マッシュルーム、ハラタケ等の他のキノコ類も当然使用する
ことができる。
【００９７】
　また、さとうきび（糖蜜の搾りかすでもよい）、てんさい（ビート）、ヒノキ、松、杉
、ヒバ、椿、白檀など芳香を有する樹木の幹や枝、これらの樹皮や葉、根なども使用でき
る。シダ類、コケ類等も非タバコ材として使用することが可能である。植物としてまた、
例えば、日本酒、ワインなどの発酵酒を製造する際の副産物や絞りかす（酒粕、葡萄の絞
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りかす（葡萄の皮や種子、果軸などからなる））なども使用できる。さらには、上述した
さまざまな植物を混合して使用してもよい。もちろん、ここに挙げた以外の植物を使用す
ることもできる。
【００９８】
　さらに、漢方薬として知られているものも用いられる。その具体例としては、例えば、
藍草（アイソウ）、茜根（アカネコン）、赤目柏（アカメガシワ）、阿仙薬（アセンヤク
）、安息香（アンソクコウ）、威霊仙（イレイセン）、茵陳蒿（インチンコウ）、茴香（
ウイキョウ）、ウコン（ターメリック）、烏梅（ウバイ）、烏薬（ウヤク）、裏白柏（ウ
ラジロガシ）、ウワウルシ、営実（エイジツ）、延胡索（エンゴサク）、延命草（エンメ
イソウ）、黄耆（オウギ）、黄今（オウゴン）、黄精（オウセイ）、黄柏（オウバク）、
黄連（オウレン）、桜皮（オウヒ）、弟切草（オトギリソウ）、遠志（オンジ）、槐花（
カイカ）、薤白（ガイハク）、夏枯草（カゴソウ）、訶子（カシ）、何首烏（カシュウ）
、莪朮（ガジュツ）、霍香（カッコウ）、葛根（カッコン）、カミツレ、瓜呂根（カロコ
ン）、瓜呂仁（カロニン）、乾姜（カンキョウ）、甘草（カンゾウ）、款冬花（カントウ
カ）、艾葉（ガイヨウ）、桔梗（キキョウ）、枳具子（キグシ）、枳殻（キコク）、枳実
（キジツ）、菊花（キクカ）、橘皮（キッピ）、羌活（キョウカツ）、杏仁（キョウニン
）、金柑（キンカン）、金銀花（キンギンカ）、金銭草（キンセンソウ）、枸杞子（クコ
シ）、枸杞葉（クコヨウ）、苦参（クジン）、胡桃（クルミ）、苦楝皮（クレンピ）、黒
文字（クロモジ）、瞿麦（クバク）、荊芥（ケイガイ）、桂皮（ケイヒ）、決明子（ケツ
メイシ）、牽牛子（ケンゴシ）、玄参（ゲンジン）、膠飴（コウイ）、紅花（コウカ）、
合歓皮（ゴウカンピ）、降香（コウコウ）、香鼓（コウシ）、香需（コウジュ）、紅参（
コウジン）、香附子（コウブシ）、粳米（コウベイ）、厚朴（コウボク）、藁本（コウホ
ン）、五加皮（ゴカヒ）、牛膝（ゴシツ）、呉茱萸（ゴシュユ）、虎杖根（ゴジョウコン
）、牛蒡子（ゴボウシ）、五味子（ゴミシ）、柴胡（サイコ）、細辛（サイシン）、サフ
ラン、山帰来（サンキライ）、山査子（サンザシ）、山梔子（サンシシ）、山茱萸（サン
シュユ）、山豆根（サンズコン）、酸棗仁（サンソウニン）、山椒（サンショウ）、三稜
（サンリョウ）、山薬（サンヤク）、地黄（ジオウ）、紫苑（シオン）、地骨皮（ジコッ
ピ）、紫根（シコン）、紫蘇子（シソシ）、紫蘇葉（シソヨウ）、疾藜子（シツリシ）、
柿蒂（シテイ）、地膚子（ジフシ）、芍薬（シャクヤク）、蛇床子（ジャショウシ）、沙
参（シャジン）、車前子（シャゼンシ）、車前草（シャゼンソウ）、縮砂（シュクシャ）
、十薬（ジュウヤク）、生姜（ショウキョウ）、棕櫚実（シュロジツ）、棕櫚葉（シュロ
ヨウ）、升麻（ショウマ）、小麦（ショウバク）、菖蒲根（ショウブコン）、辛夷（シン
イ）、女貞子（ジョテイシ）、秦皮（シンピ）、神麹（シンキク）、秦ぎょう（ジンギョ
ウ）、充蔚子（ジュウイシ）、椒目（ショクモク）、青皮（セイヒ）、石菖根（セキショ
ウコン）、石榴実皮（セキリュウジツヒ）、石斛（セッコク）、川弓（センキュウ）、前
胡（ゼンコ）、川骨（センコツ）、旋覆花（センプクカ）、接骨木（セッコツボク）、草
果（ソウカ）、ソウ角子（ソウカクシ）、桑寄生（ソウキセイ）、蒼耳子（ソウジシ）、
蒼朮（ソウジュツ）、側柏葉（ソクハクヨウ）、続断（ゾクダン）、桑白皮（ソウハクヒ
）、蘇木（ソボク）、蘇葉（ソヨウ）、ソウ莢（ソウキョウ）、大黄（ダイオウ）、大棗
（タイソウ）、大腹皮（ダイフクヒ）、沢瀉（タクシャ）、丹参（タンジン）、竹如（チ
クジョ）、竹節人参（チクセツニンジン）、竹葉（チクヨウ）、知母（チモ）、地楡（チ
ユ）、丁子（チョウッジ）、釣藤鈎（チョウトウコウ）、陳皮（チンピ）、天南星（テン
ナンショウ）、天麻（テンマ）、天門冬（テンモントウ）、冬瓜子（トウガシ）、当帰（
トウキ）、唐胡麻（トウゴマ）、党参（トウジン）、灯芯草（トウシンソウ）、桃仁（ト
ウニン）、橙皮（トウヒ）、兎絲子（トシシ）、栃実（トチノミ）、杜仲（トチュウ）、
独活（ドッカツ）、土瓜根（ドカコン）、肉従容（ニクジュヨウ）、ニクズク、忍冬（ニ
ンドウ）、人参（ニンジン）、貝母（バイモ）、麦芽（バクガ）、柏子仁（ハクシニン）
、白扁豆（ハクヘンズ）、麦門冬（バクモントウ）、破胡紙（ハコシ）、薄荷（ハッカ）
、蕃果（バンカ）、半夏（ハンゲ）、反鼻（ハンビ）、板藍根（バンランコン）、半枝連
（ハンシレン）、百合根（ユリネ）、白止（ビャクシ）、白花蛇舌草（ビャクカジャゼツ
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ソウ）、百部根（ヒャクブコン）、白朮（ビャクジュツ）、檳榔子（ビンロウジ）、防已
（ボウイ）、茅根（ボウコン）、防風（ボウフウ）、蒲黄（ホウオウ）、蒲公英根（ホウ
エイコン）、牡丹皮（ボンタンピ）、麻黄（マオウ）、麻子仁（マシニン）、蔓荊子（マ
ンケイシ）、松脂（マツヤニ）、木通（モクツウ）、木瓜（モッカ）、木香（モッコウ）
、没薬（モツヤク）、木賊（モクゾク）、射干（ヤカン）、益智（ヤクチ）、夜交藤（ヤ
コウトウ）、羅漢果（ラカンカ）、蘭草（ランソウ）、竜眼肉（リュウガンニク）、竜胆
（リュウタン）、良姜（リョウキョウ）、霊芝（レイシ）、連翹（レンギョウ）、連銭草
（レンセンソウ）、蓮肉（レンニク）、芦根（ロコン）等が挙げられる。
【００９９】
　さらに、上記に例示した非タバコ材の抽出物、所謂エキスも使用することができる、抽
出物の形態としては、液体、水あめ状、粉末、顆粒、溶液等が挙げられる。
【０１００】
　上記の非タバコ材は、単独でもまたは２種以上混合しても用いることができる。また、
しきの非タバコ材のうち、乾燥・粉砕を要しないものは、そのまま混合工程［手段］（Ｍ
）に供することもできる。
【０１０１】
　次に、混合工程［手段］（Ｍ）を説明する。前述のように、混合工程［手段］（Ｍ）は
、第１の混合工程［手段］（Ｍ１）、養生工程［手段］（Ｙ）および第２の混合工程［手
段］（Ｍ２）を含む。
【０１０２】
　原料となる非タバコ材は、乾燥・粉砕工程［手段］（Ａ）および準備工程［手段］（Ｂ
）を経て、または直接混合工程［手段］（Ｍ）に供される。
【０１０３】
　混合工程［手段］（Ｍ）では、非タバコ材、エアロゾルフォーマ、および必要に応じて
前述した微結晶セルロース、メントール、ポリビニルポリピロリドン（非水溶性架橋ポリ
マー）、水等を加えて混合することにより、芳香カートリッジ用充填物を得ることができ
る。
【０１０４】
　芳香カートリッジ用充填物に多糖類、セルロース類を含有させる場合は、まず、図８に
示す工程［手段］（Ｂ１）で、必要に応じて用いられるセルロース類（第１の結合剤）を
準備して、第１の混合工程［手段］（Ｍ１）で混合して第１の混合物を得た後、工程［手
段］（Ｂ２）で、多糖類（第２の結合剤）を準備して、第２の混合工程（Ｍ２）で多糖類
を第２の結合剤として添加することが好ましい。さらに、第１の混合物を得た後、多糖類
を添加する前に、第１の混合物を所定の温度で所定の時間保持する（養生する）養生工程
［手段］（Ｙ）を追加することがさらに好ましい。
【０１０５】
　セルロース類（第１の結合剤）はその溶液粘度が、３００ｍＰａ・ｓ以上であると、非
タバコ材と混合しやすく、好ましい。また、セルロース類（第１の結合剤）は、その溶液
粘度が５，０００ｍＰａ・ｓ以上であると、非タバコ材を結着（結合）するのに適してい
るため、好ましい。他方、セルロース類（第１の結合剤）の溶液粘度は、５０，０００ｍ
Ｐａ・ｓ以下であると、多糖類（第２の結合剤）と共に使用した際に非タバコ材の結着（
結合）の強さの度合いを調整することが容易であるため、好ましい。
【０１０６】
　なお、本明細書中、「溶液粘度」は、ブルックフィールド型粘度計を用いて測定され、
当該成分の１質量％水溶液を準備し、２５℃の環境下で、１０～３０ｒｐｍ（０．１７～
０．５ｓ－１）で、ロータの回転を開始して表示値が安定したところの測定値である。
【０１０７】
　第２の混合工程［手段］（Ｍ２）においては、通常の混合機を使用することができる。
例えば、混合槽中の材料を攪拌羽根にて、剪断力を加えつつ混合するような混合機が好ま
しく用いられる。また、ロールミル、ニーダー、またはエクストルーダー等を用いて混練
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し、混合をさらに強化することも可能である。この場合、混合温度は、４０℃以下、さら
に好ましくは３０℃以下、さらにより好ましくは２５℃程度に保つように制御することが
好ましい。混合時に過度の熱が加わると、香味の散逸の恐れがあるからである。また、混
合槽に冷却水を通し温度調整することも好ましい。
【０１０８】
　養生工程［手段］（Ｙ）を経て製造した芳香カートリッジ用充填物を喫煙具本体に装着
して喫煙をすると、非タバコ材の風味が改善する。特に、非タバコ材として茶類を用いた
場合は効果が顕著であり、好ましい。従って、本発明の好ましい一実施形態によれば、非
タバコ材と、エアロゾルフォーマと、セルロース類（第１の結合剤）とを混合して第１の
混合物を得る第１の混合工程［手段］（Ｍ１）、前記第１の混合物を密閉下、所定の温度
で所定の時間保持する養生工程［手段］（Ｙ）、および、養生工程［手段］（Ｙ）を経た
前記第１の混合物に第２の結合剤として多糖類を添加して混合する第２の混合工程［手段
］（Ｍ２）を有する、芳香カートリッジ用充填物の製造方法［装置］が提供される。
【０１０９】
　養生工程［手段］（Ｙ）の温度は、１５℃以上３０℃以下が好ましい。１５℃以上であ
ると、風味の改善効果が上がり、３０℃以下であると風味の変化が抑えられ、風味の改善
が保持されるからである。さらに好ましくは、１８℃以上２４℃以下である。
【０１１０】
　養生工程［手段］（Ｙ）の時間は、７２～３３６時間であることが好ましい。７２時間
以上であると風味の改善が見られ、３３６時間以下であると風味の変化が抑えられ、風味
の改善が保持されるからである。さらに好ましくは、９６～１９２時間であり、特に好ま
しくは、９６～１６８時間であり、最も好ましくは、１２５～１５０時間である。
【０１１１】
　また、養生工程［手段］（Ｙ）においては、前記第１の混合物を密閉下において養生す
るのがよい。香味の散逸を防ぐためである。
【０１１２】
　多糖類を添加する第２の混合工程［手段］（Ｍ２）では、上記の多糖類以外の他の成分
を他の第２の結合剤としてさらに添加してもよい。このような他の第２の結合剤としては
、セルロース類、タマリンシードガム、アラビアゴム、大豆多糖類、カラヤガム、キサン
タンガム、澱粉、コーンスターチ等が例示できる。なお、これらの成分は、単独でもまた
は２種以上混合しても用いることができる。
【０１１３】
　多糖類（第２の結合剤）は、その溶液粘度が５０，０００ｍＰａ・ｓ超であると、非タ
バコ材同士の結合を強固にするのに適しているため、好ましい。多糖類の溶液粘度は、前
述したブルックフィールド型粘度計を用いて測定され、当該成分の１質量％水溶液を準備
し、２５℃の環境下、１０～３０ｒｐｍ（０．１７～０．５ｓ－１）でロータの回転を開
始して表示値が安定したところの測定値である。なお、多糖類（第２の結合剤）は、ブル
ックフィールド型粘度計の測定上限である、１００,０００ｍＰａ・ｓを超えるものであ
ってもよい。
【０１１４】
　芳香カートリッジ用充填物に多糖類（第２の結合剤）を添加すると、次の充填物成形工
程［手段］（Ｆ）において芳香カートリッジ用充填物所望の形態に成形しやすくなる。す
なわち、得られる芳香カートリッジ用充填物が十分な強度を有し、成形性が向上する。ま
た、多糖類（第２の結合剤）を第２の混合工程［手段］において添加すると好ましい理由
としては、第１の混合工程［手段］で添加するよりも、混合が容易となり、混合物を適度
な硬さに調整することが容易となるからである。しかしながら、多糖類（第２の結合剤）
を混合するタイミングはこれに限定されず、第１の混合工程［手段］において多糖類（第
２の結合剤）の混合を行ってもよい。
【０１１５】
　また、多糖類（第２の結合剤）は、その溶液粘度が、前述した第１の結合剤の溶液粘度
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より大きいことが好ましい。このような多糖類（第２の結合剤）を選択することにより、
充填物成形工程［手段］（Ｆ）において芳香カートリッジ用充填物の加工性（成形性）が
向上する。特に、グルコマンナンは、加工性（成形性）がよく、好ましく用いられる。
【０１１６】
　芳香カートリッジ用充填物中の多糖類（第２の結合剤）の含有量は、前記非タバコ材１
００質量部に対して、０．１～５質量部である。このような含有量とすることにより、芳
香カートリッジ用充填物の成形性が向上し、また、非タバコ材の天然の芳香や味わいを楽
しむことができる芳香カートリッジ用充填物が得られる。さらに、芳香カートリッジ用充
填物中の多糖類（第２の結合剤）の含有量は、前記非タバコ材１００質量部に対して、０
．２～３質量部であると好ましく、０．３～１質量部であるとより好ましい。
【０１１７】
　以上のように得られた混合物を充填物成形工程［手段］（Ｆ）に供し、所望の充填物（
芳香カートリッジ用充填物）の形態とする。
【０１１８】
　充填物成形工程［手段］（Ｆ）で用いられる成形方法としては、非タバコ材組成物を加
圧によりオリフィスを通過させ棒状に成形する方法、非タバコ材組成物を薄いシートに成
形してから切断により成形する方法、または非タバコ材組成物を乾燥させ粉砕等をして粒
状にする方法等が例示できる。
【０１１９】
　以下においては、非タバコ材組成物を薄いシート状に成形してから切断により成形する
方法について詳しく説明する。非タバコ材組成物を薄いシート状にするために、３本ロー
ルミルを用いることができる。３本ロールミルを用いると、狭いロール間に押し込まれる
ことによる圧縮と、ロール速度差によるせん断とによって、混練・分散などを行いながら
、ドクターブレードにより所望の厚さのシートとすることが可能であるため、好ましい。
また、プレスローラまたはプレス機を用いて作製することも好ましい。
【０１２０】
　また、充填物成形工程［手段］（Ｆ）においては、必要に応じて、非タバコ材、エアロ
ゾルフォーマ、結着剤または増粘剤、風味添加剤、保存料等をさらに添加してもよいし、
水などを添加してもよい。
【０１２１】
　本発明において用いられる水としては、殺菌または微生物を除去したものを使用するこ
とが好ましく、逆浸透膜またはイオン交換等により得られた純水を用いることがより好ま
しい。
【０１２２】
　充填物成形工程［手段］（Ｆ）で、得られる非タバコ材組成物のシートの厚みは、０．
１～１．０ｍｍ、好ましくは０．１～０．５ｍｍである。得られたシートは、所望の形状
に切断されるが、切断にはカッター、回転刃方式のロータリーカッター等が用いられる。
【０１２３】
　本発明の他の形態として、得られる非タバコ材組成物のシートの厚みは、０．１～１．
０ｍｍである。
【０１２４】
　充填物成形工程［手段］（Ｆ）の具体的な例として、厚み０．３ｍｍの非タバコ材組成
物のシートを所望の形に切断し、芳香カートリッジ用充填物を作製する一例を説明する。
例えば、非タバコ材組成物のシートを、縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断する。
この切断したシートを、ロータリーカッターに供給し、縦１．５ｍｍ横２４０ｍｍの形状
に切断し、シート切断物を得る。前記シート切断物３１本分を、タバコ紙で巻き、外径５
．５ｍｍの巻物を作製する。前記巻物を、カッターにて、４２．０ｍｍの長さに切断して
、短冊状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得ることができる。
この際、芳香カートリッジ用充填物の質量は、０．６３ｇである。前記エアロゾル形成基
材の容積に対する芳香カートリッジ用充填物の体積の比率を体積充填率とすると、上記の
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場合、体積充填率は０．５９となる。これにより、体積充填率および芳香カートリッジ用
充填物の質量より算出される芳香カートリッジ用充填物の密度は、１．０７ｇ／ｃｍ３と
なる。
【０１２５】
　本発明の別の側面による充填物成形工程［手段］（Ｆ）の具体的な例として、厚み０．
３ｍｍの非タバコ材組成物のシートを所望の形に切断し、芳香カートリッジ用充填物を作
製する一例を説明する。例えば、非タバコ材組成物のシートを、縦１５０ｍｍ横２４０ｍ
ｍの長方形に切断をする。この切断したシートを、ロータリーカッターに供給し、縦１．
５ｍｍ横２４０ｍｍの形状に切断し、シート切断物を得る。前記シート切断物５０本分を
、タバコ紙で巻き、外径６．９ｍｍの巻物を作製する。前記巻物を、カッターにて、１２
．０ｍｍの長さに切断し、短冊状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基
材を得ることができる。この際、芳香カートリッジ用充填物の質量は、０．２９ｇである
。前記エアロゾル形成基材の容積に対する芳香カートリッジ用充填物の体積の比率を体積
充填率とすると、上記の場合、体積充填率は０．６０となる。これにより、体積充填率お
よび芳香カートリッジ用充填物の質量より算出される充填物の密度は、１．０７ｇ／ｃｍ
３となる。
【０１２６】
　上記の充填物成形工程［手段］（Ｆ）で得られるエアロゾル形成基材は、短冊状または
棒状の複数の芳香カートリッジ用充填物が、芳香カートリッジの長手方向に沿って配置さ
れている形態となる。また、前記短冊状または棒状の複数の芳香カートリッジ用充填物（
図３の１１１）は、前記巻物の高さの軸に沿って、タバコ紙等の包装部材（図３の１５１
）によって包摂され、エアロゾル形成基材（図３の１１０）となっている。
【０１２７】
　なお、本明細書において、「棒状の芳香カートリッジ用充填物」とは、長手方向を有す
る形状であり、長手方向の直交方向の断面が真円状または楕円状の芳香カートリッジ用充
填物であることを言う。また、「棒状の芳香カートリッジ用充填物」において、「外径」
とは、断面が真円形状である場合は直径を、楕円形状である場合は長軸の長さを、それぞ
れ意味する。さらに、本明細書においては、前記長手方向の直交方向の断面が多角形であ
る場合でも「棒状の芳香カートリッジ用充填物」であり、前記多角形に外接する１または
２以上の円の内、最大の直径を有する外接円の直径を「外径」とする。
【０１２８】
　従って、「短冊状の芳香カートリッジ用充填物」と「棒状の芳香カートリッジ用充填物
」は峻別されず、「短冊状の芳香カートリッジ用充填物」であって「棒状の芳香カートリ
ッジ用充填物」である場合をも含むことになる。
【０１２９】
　次に、図１も適宜参照しながら芳香カートリッジ製造工程［手段］（Ｇ）について説明
する。上記のようにして得られた、エアロゾル形成基材（１１０）と、以下に詳しく説明
する支持要素（３００）と、マウスピース（１４０）とを、包装部材（１５０）で巻くか
、または予め包装部材（１５０）を円筒形状に形成しておき、マウスピース（１４０）、
支持要素（３００）、および充填物（１１０）を順次挿入することにより、芳香カートリ
ッジを作製することができる。
【０１３０】
　従って、本発明の好適な構成の例として、上流側Ｕから下流側Ｄに向かって、エアロゾ
ル形成基材（１１０）、支持要素（３００）、およびマウスピース（１４０）が順に配置
された芳香カートリッジが挙げられる。
【０１３１】
　本発明によれば、芳香カートリッジ用充填物を有する芳香カートリッジを、エアロゾル
形成基材の周囲から加熱して使用する場合において、以下のような芳香カートリッジ用充
填物の形態であっても、ユーザーのハンドリングの際に、使用前および使用後の芳香カー
トリッジから、芳香カートリッジ用充填物が脱落したり、落下したりすることを防止する
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効果を十分に発揮することができる。このような形態として、例えば形状が、長さ１０～
７０ｍｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍの短冊状、または、長さ１０
～７０ｍｍ、外径０．２～３．０ｍｍの棒状である芳香カートリッジ用充填物を挙げるこ
とができる。
【０１３２】
　微結晶セルロースを含有する芳香カートリッジ用充填物を用いる場合、上記のような形
状であっても、以下のような優れた効果が得られる。すなわち、微結晶セルロースは、芳
香カートリッジ用充填物に含まれる他の成分との馴染みがよいため、機械的強度や構造維
持性が向上し、芳香カートリッジ用充填物の長さ、幅、厚さおよび体積の経時的な変化が
低減される。つまり、芳香カートリッジ用充填物の収縮などによる長さ、幅、厚さおよび
体積の経時的変化を抑制できる点で有効である。これにより、芳香カートリッジ用充填物
の成形性向上や、ロールミル等による混練などの際の作業性改善などの効果を得ることが
できる。
【０１３３】
　また、本発明における所定の粒径の微結晶セルロースを芳香カートリッジ用充填物に添
加することで、上記のような形状の芳香カートリッジ用充填物とした場合においても、長
さ、幅、厚さおよび体積の経時的変化を抑制できるほか、運搬・輸送時に生じうる芳香カ
ートリッジから芳香カートリッジ用充填物が脱落する不具合を抑制することができる。ま
た、前記のような経時的変化を抑制することにより、製造後の期間経過によらず、使用感
を均質化できるなど、品質維持管理の点においても有効である。
【０１３４】
　また、芳香カートリッジ用充填物としての好ましい形態として、長さ１０～７０ｍｍ、
幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍの形状を挙げることができる。このよう
な形状は、比較的表面積が大きいため、喫煙時に非タバコ材の風味が出やすい形状といえ
る。
【０１３５】
　また、本発明の別の側面によれば、喫煙具本体の加熱要素に、芳香カートリッジ用充填
物を有する芳香カートリッジを挿入して使用する場合において、以下のような芳香カート
リッジ用充填物の形態であっても、ユーザーのハンドリングの際に、使用前および使用後
の芳香カートリッジから、芳香カートリッジ用充填物が脱落したり、落下したりすること
を防止する効果を十分に発揮することができる。このような形態として、例えば、長さ１
０～７０ｍｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍの短冊状または棒状であ
る芳香カートリッジ用充填物を挙げることができる。
【０１３６】
　本発明のような微結晶セルロースを含有する芳香カートリッジ用充填物を用いれば、上
記のような長さ１０～７０ｍｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍの短冊
状または棒状であっても以下のような優れた効果が得られる。すなわち、微結晶セルロー
スは、芳香カートリッジ用充填物に含まれる他の成分との馴染みがよいため、芳香カート
リッジ用充填物の機械的強度や構造維持性が向上し、芳香カートリッジ用充填物の長さ、
幅、厚さおよび体積の経時的な変化が低減される。つまり、芳香カートリッジ用充填物の
収縮などによる長さ、幅、厚さおよび体積の経時的変化を抑制できる点で有効である。こ
れにより、芳香カートリッジ用充填物の成形性向上や、ロールミル等による混練などの際
の作業性改善などの効果を得ることができる。
【０１３７】
　また、本発明における所定の粒径の微結晶セルロースを芳香カートリッジ用充填物に添
加することで、上記のような形状の芳香カートリッジ用充填物とした場合においても、長
さ、幅、厚さおよび体積の経時的変化を抑制できるほか、運搬・輸送時に生じうる芳香カ
ートリッジから芳香カートリッジ用充填物が脱落する不具合を抑制することができる。ま
た、前記のような経時的変化を抑制することにより、製造後の期間経過によらず、使用感
を均質化できるなど、品質維持管理の点においても有効である。
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【０１３８】
　また、本発明のさらに別の側面によれば、喫煙具本体の加熱要素に、芳香カートリッジ
用充填物を有する芳香カートリッジを挿入して使用する場合において、以下のような芳香
カートリッジ用充填物の形態であっても、ユーザーのハンドリングの際に、使用前および
使用後の芳香カートリッジから、芳香カートリッジ用充填物が脱落したり、落下したりす
ることを防止する効果を十分に発揮することができる。このような形態として、例えば、
長さ１０～７０ｍｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍの短冊状の芳香カ
ートリッジ用充填物、または長さ１０～２０ｍｍ、外径０．２～３．０ｍｍである棒状の
芳香カートリッジ用充填物を挙げることができる。
【０１３９】
　本発明のような微結晶セルロースを含有する芳香カートリッジ用充填物を用いれば、上
記のような形状であっても以下のような優れた効果が得られる。すなわち、微結晶セルロ
ースは、芳香カートリッジ用充填物に含まれる他の成分との馴染みがよいため、芳香カー
トリッジ用充填物の機械的強度や構造維持性が向上し、芳香カートリッジ用充填物の長さ
、幅、厚さおよび体積の経時的な変化が低減される。つまり、芳香カートリッジ用充填物
の収縮などによる長さ、幅、厚さおよび体積の経時的変化を抑制できる点で有効である。
これにより、芳香カートリッジ用充填物の成形性向上や、ロールミル等による混練などの
際の作業性改善などの効果を得ることができる。
【０１４０】
　また、本発明における所定の粒径の微結晶セルロースを芳香カートリッジ用充填物に添
加することで、上記のような形状の芳香カートリッジ用充填物とした場合においても、長
さ、幅、厚さおよび体積の経時的変化を抑制できるほか、運搬・輸送時に生じ得る芳香カ
ートリッジから芳香カートリッジ用充填物が脱落する不具合を抑制することができる。ま
た、前記のような経時的変化を抑制することにより、製造後の期間経過によらず、使用感
を均質化できるなど、品質維持管理の点においても有効である。
【０１４１】
　なお、本発明の一実施形態において、芳香カートリッジ用充填物は、長さ１０～７０ｍ
ｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０．１～０．５ｍｍの短冊状、または、長さ１０～７０
ｍｍ、外径０．２～３．０ｍｍの棒状であり、好ましくは長さ１０～２０ｍｍである。
【０１４２】
　上記のようにして作製された芳香カートリッジ用充填物の特性は、以下の方法により確
認することができる。すなわち、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充
填物の乾燥前後の長さ、厚さ、および体積の変化を観察する方法である。
【０１４３】
　具体的には、作製した非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物を、
ハロゲン水分計（電子ハロゲン水分測定器）を用いて乾燥し、乾燥前後におけるシートま
たは充填物の長さ、幅、厚さおよび体積を測定し、その変化率を評価する方法である。
【０１４４】
　本発明において、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の乾燥前
の長さ、幅、厚さ、および体積は、前記非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッ
ジ用充填物の水分の含有量が、１５～２０質量％であるときに測定される。この水分量に
調整するには、例えば、２８℃～３０℃の温度で、相対湿度４０％ＲＨ程度の雰囲気で保
管することにより調整することができる。
【０１４５】
　水分量の測定は、ハロゲン水分計（電子ハロゲン水分測定器）、型番ＤＨＳ－５０－５
（Ｂａｎｇｘｉ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ．Ｌｔｄ．社製）
を用いる。自動乾燥モードにて、乾燥温度を１０５℃とし、自動測定終了時の失水率から
水分量（質量％）を求める。なお、自動測定モードにおいては、失水率は、測定前のサン
プル質量から測定終了時のサンプル質量を差し引き、測定前のサンプル質量で除したもの
である。前記質量の変化分を水分の含有量とする。
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【０１４６】
　非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さ、幅、厚さ、および
体積の変化率の値は、乾燥前の長さ、幅、厚さ、および体積の各数値から所定時間乾燥後
の長さ、幅、厚さ、および体積の各数値を差し引き、乾燥前の長さ、幅、厚さ、および体
積の各数値で除したものである。
【０１４７】
　具体的には、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状のサンプルを用いて評
価する。この形状のサンプルを用いて測定した場合の各変化率について、下記で説明する
。
【０１４８】
　乾燥前における非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さをＬ
０とし、１０５℃で乾燥時間１０分経過後における非タバコ材組成物のシートまたは芳香
カートリッジ用充填物の長さをＬ１０としたとき、非タバコ材組成物のシートまたは芳香
カートリッジ用充填物の乾燥時間１０分経過後の長さ変化率Ｌａ（％）は、以下の式で定
義される。
Ｌａ（％）＝（Ｌ０－Ｌ１０）／Ｌ０×１００
　また、１０５℃で乾燥時間１５分経過後における非タバコ材組成物のシートまたは芳香
カートリッジ用充填物の長さをＬ１５としたとき、非タバコ材組成物のシートまたは芳香
カートリッジ用充填物の乾燥時間１５分経過後の長さ変化率Ｌｂ（％）は、以下の式で定
義される。
Ｌｂ（％）＝（Ｌ０－Ｌ１５）／Ｌ０×１００
　以下、乾燥時間１０分経過後の幅変化率Ｗａ（％）、乾燥時間１５分経過後の幅変化率
Ｗｂ（％）、乾燥時間１０分経過後の厚さ変化率Ｔａ（％）、乾燥時間１５分経過後の厚
さ変化率Ｔｂ（％）、乾燥時間１０分経過後の体積変化率Ｖａ（％）、および乾燥時間１
５分経過後の厚さ変化率Ｖｂ（％）についても同様に、下記表２のように定義される。
【０１４９】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さ
変化率Ｌａ（％）が７．２％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより
抑制することができ、好ましい。該Ｌａは、より好ましくは７．０％以下であり、さらに
好ましくは６．５％以下である。
【０１５０】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌｂ（
％）が８．１％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制すること
ができ、好ましい。該Ｌｂは、より好ましくは８．０％以下であり、さらに好ましくは７
．５％以下である。
【０１５１】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の体積
変化率Ｖａ（％）が１３．１％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をよ
り抑制することができ、好ましい。該Ｖａは、より好ましくは１３．０％以下であり、さ
らに好ましくは１２．５％以下である。
【０１５２】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の体積変化率Ｖｂ（
％）が１４．３％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制するこ
とができ、好ましい。該Ｖｂは、より好ましくは１４．０％以下であり、さらに好ましく
は１３．５％以下である。
【０１５３】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の幅変
化率Ｗａ（％）が５．０％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑
制することができ、好ましい。該Ｗａは、より好ましくは４．５％以下であり、さらに好
ましくは４．０％以下である。
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【０１５４】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗｂ（％
）が５．１％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制することが
でき、好ましい。該Ｗｂは、より好ましくは５．０％以下であり、さらに好ましくは４．
５％以下である。
【０１５５】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の厚さ
変化率Ｔａ（％）が１．２％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより
抑制することができ、好ましい。該Ｔａは、より好ましくは１．０％以下であり、さらに
好ましくは０．８％以下である。
【０１５６】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔｂ（
％）が１．５％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制すること
ができ、好ましい。該Ｔｂは、より好ましくは１．４％以下であり、さらに好ましくは１
．１％以下である。
【０１５７】
　なお、Ｌａ、Ｌｂ、Ｗａ、Ｗｂ、Ｔａ、Ｔｂ、ＶａおよびＶｂの下限値は０である。
【０１５８】
　さらに、他の方法として、長さ１２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の
サンプルを用いて評価する方法がある。この形状のサンプルを用いて測定した場合の各変
化率について、下記で説明する。なお、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形
状のサンプルを用いた場合と区別するために、各符号にダッシュを付けている。
【０１５９】
　乾燥前における非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さをＬ
’０とし、１０５℃で乾燥時間１０分経過後における非タバコ材組成物のシートまたは芳
香カートリッジ用充填物の長さをＬ’１０としたとき、非タバコ材組成物のシートまたは
芳香カートリッジ用充填物の乾燥時間１０分経過後の長さ変化率Ｌ’ａ（％）は、以下の
式で定義される：
Ｌ’ａ（％）＝（Ｌ’０－Ｌ’１０）／Ｌ’０×１００。
【０１６０】
　また、１０５℃で乾燥時間１５分経過後における非タバコ材組成物のシートまたは芳香
カートリッジ用充填物の長さをＬ’１５としたとき、非タバコ材組成物のシートまたは芳
香カートリッジ用充填物の乾燥時間１５分経過後の長さ変化率Ｌ’ｂ（％）は、以下の式
で定義される。
Ｌ’ｂ（％）＝（Ｌ’０－Ｌ’１５）／Ｌ’０×１００
　乾燥時間１０分経過後の幅変化率Ｗ’ａ（％）、乾燥時間１５分経過後の幅変化率Ｗ’
ｂ（％）、乾燥時間１０分経過後の厚さ変化率Ｔ’ａ（％）、乾燥時間１５分経過後の厚
さ変化率Ｔ’ｂ（％）、乾燥時間１０分経過後の体積変化率Ｖ’ａ（％）、および乾燥時
間１５分経過後の厚さ変化率Ｖ’ｂ（％）についても同様に、下記表５のように定義され
る。
【０１６１】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さ
変化率Ｌ’ａ（％）が４．８％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をよ
り抑制することができ、好ましい。該Ｌ’ａ（％）は、より好ましくは４．３％以下であ
り、さらに好ましくは３．８％以下である。
【０１６２】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌ’ｂ
（％）が５．８％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制するこ
とができ、好ましい。該Ｌ’ｂは、より好ましくは５．０％以下であり、さらに好ましく
は４．１％以下である。



(24) JP 2020-14455 A 2020.1.30

10

20

30

40

50

【０１６３】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の体積
変化率Ｖ’ａ（％）が１１．９％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落を
より抑制することができ、好ましい。該Ｖ’ａ（％）は、より好ましくは８．９％以下で
あり、さらに好ましくは５．８％以下である。
【０１６４】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の体積変化率Ｖ’ｂ
（％）が１６．９％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制する
ことができ、好ましい。該Ｖ’ｂ（％）は、より好ましくは１２．８％以下であり、さら
に好ましくは８．６％以下である。
【０１６５】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の幅変
化率Ｗ’ａ（％）が６．１％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより
抑制することができ、好ましい。該Ｗ’ａは、より好ましくは３．８％以下であり、さら
に好ましくは１．４％以下である。
【０１６６】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗ’ｂ（
％）が１０．４％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制するこ
とができ、好ましい。該Ｗ’ｂ（％）は、より好ましくは７．１％以下であり、さらに好
ましくは３．７％以下である。
【０１６７】
　本発明においては、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の厚さ
変化率Ｔ’ａ（％）が１．２％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をよ
り抑制することができ、好ましい。該Ｔ’ａは、より好ましくは１．０％以下であり、さ
らに好ましくは０．８％以下である。
【０１６８】
　また、非タバコ材組成物のシートまたは芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔ’ｂ
（％）が１．５％以下であると、芳香カートリッジからの充填物の脱落をより抑制するこ
とができ、好ましい。該Ｔ’ｂは、より好ましくは１．４％以下であり、さらに好ましく
は１．１％以下である。
【０１６９】
　なお、Ｌ’ａ、Ｌ’ｂ、Ｗ’ａ、Ｗ’ｂ、Ｔ’ａ、Ｔ’ｂ、Ｖ’ａおよびＶ’ｂの下限
値は０である。
【０１７０】
　上記したように、微結晶セルロースを含む芳香カートリッジ用充填物を用いた本発明の
芳香カートリッジは、製造後の長さ、幅、厚さおよび体積の減少などの経時的変化を抑制
することができる。これにより、芳香カートリッジからの芳香カートリッジ用充填物の脱
落などの不具合を低減できることに加え、芳香カートリッジの使用感に影響するエアロゾ
ル流動性の変化などを抑制し、製造後の期間経過によらず、好適な使用感を維持し均質化
できるなどの点においても有効である。
【０１７１】
　また、メントールおよびポリビニルポリピロリドン（非水溶性架橋ポリマー）を含有す
る芳香カートリッジ用充填物の特性は、以下の方法により確認することができる。すなわ
ち、非タバコ材組成物または芳香カートリッジ用充填物に含有されるメントールが失われ
る様子を観察する方法である。
【０１７２】
　本発明においては、作製した芳香カートリッジ用充填物を１７℃、相対湿度６５％ＲＨ
の環境下で５ｇ～１０ｇ程度精秤した後、ポリエチレン袋に密封して２４時間または４８
時間、５℃の環境下で保管する。２４時間または４８時間経過後に前記芳香カートリッジ
用充填物の表面を観察し、白色の結晶物の析出状態を観察する。白色の結晶物が観察され
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ることは、メントールが芳香カートリッジ用充填物から昇華しつつ結晶化していることを
意味している。さらに、密封状態のまま、３時間、１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下
に置いてから開封し、直ちに芳香カートリッジ用充填物を精秤し、質量の変化分を求める
。この方法により、メントールの失われ方を定量的に測定することが可能となる。
【０１７３】
　５℃の環境下で保管試験を行う理由は、芳香カートリッジ用充填物の他の成分の散逸を
抑える条件で、且つメントールの散逸の状態を評価するのによい条件だからである。特に
、白色の結晶物を析出しないようにすることは、芳香カートリッジが製造後に包装されて
市場に置かれ、輸送・保管された際に、析出したメントールを見て消費者が違和感を覚え
ることがないようにする効果もある。
【０１７４】
　本発明においては、１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下５ｇ～１０ｇ程度を精秤した
後の芳香カートリッジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）とし、５℃で２４時間
放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（２４）とし、５℃で４８時間放置後の芳
香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）とした際のメントール減少率ｄを、以下の式
で定義する。
ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）
　ここで、上記式でｄ（２４）からｄ（４８）を差引く理由は、メントール以外の散逸成
分を考慮したものであり、２４時間から４８時間までの散逸成分が、上記白色の結晶物の
析出をよりよく反映するからである。
【０１７５】
　本発明においては、ｄが０．６０以下であると、白色の結晶物の析出を抑制することが
できるため好ましい。当該ｄは０．５０以下であるとより好ましく、０．３０以下である
とさらに好ましく、０．２０以下であると特に好ましい。
【０１７６】
　上記した本発明の芳香カートリッジは、比較的表面積が大きいため、喫煙時にメントー
ルの風味が出やすい反面、メントールが昇華しやすい形状といえる。しかしながら、本発
明のようなメントールとポリビニルポリピロリドン（非水溶性架橋ポリマー）とを含有す
る芳香カートリッジ用充填物を用いれば、芳香カートリッジを上記のような形状とした場
合においても、効果的にメントールの昇華を抑制することができる。また、その製造工程
［手段］において、予め低級アルコール、好ましくはエチルアルコールにメントールを溶
解したものを用いることで、さらに優れたメントールの昇華抑制効果を得ることができる
。
【０１７７】
　次に、製造された芳香カートリッジ用充填物の使用例を説明する。
【０１７８】
　図１は、芳香カートリッジの使用の形態の一例を示す図である。芳香カートリッジ（１
００）は、ユーザーの使用時に喫煙具本体（２００）に装着される。喫煙具本体（２００
）には、芳香カートリッジ（１００）を差し込むための差し込み部（２１０）が設けられ
ている。
【０１７９】
　差し込み部（２１０）内の底の中央部には、加熱要素（２１１）が設けられており、加
熱要素（２１１）は、先端が尖っているピン状またはブレード状の部材を有し、エアロゾ
ル形成基材（１１０）内に挿入され、エアロゾル形成基材（１１０）を加熱する。より具
体的には、加熱要素（２１１）は、芳香カートリッジ（１００）が喫煙具本体（２００）
の差し込み部（２１０）に刺し込まれる際に、エアロゾル形成基材（１１０）の中央部に
挿入される。
【０１８０】
　加熱要素（２１１）は、喫煙具本体（２００）内に設けられているバッテリー（不図示
）から供給される電力によって、直接的または間接的に発熱する。この加熱要素（２１１
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）の熱によってエアロゾル形成基材（１１０）が温められることにより、芳香成分を含む
エアロゾルが発生する。そして、発生したエアロゾルは、以下で説明する支持要素（３０
０）およびエアロゾル移送部材（１３０）を経てマウスピース（１４０）へ移送され、ユ
ーザーがマウスピース（１４０）側から吸い込むことで、芳香成分がユーザーの口内へ届
くことになる。以下、本発明の説明のために芳香カートリッジのエアロゾル形成基材（１
１０）側を上流側Ｕと称し、マウスピース（１４０）側を下流側Ｄと称する。また、上流
側Ｕを一端側Ｕといい、下流側Ｄを他端側Ｄということがある。
【０１８１】
　なお、図１は、加熱要素（２１１）がピン状またはブレード状の部材を１本有する場合
を図示しているが、別の形態の例としては、加熱要素（２１１）がピン状またはブレード
状の部材を複数有しているものが例示できる。
【０１８２】
　図２は、芳香カートリッジ（１００）の構造の一例を示す図である。図２に示す芳香カ
ートリッジ（１００）は、加熱要素（２１１）の挿入される側から、すなわち、上流側Ｕ
から下流側Ｄに向かって、エアロゾル形成基材（１１０）、支持要素（３００）、移送部
材（１３０）、およびマウスピース（１４０）が順に配置された構成を有する。
【０１８３】
　支持要素（３００）は、エアロゾル形成基材（１１０）を支持する。支持要素（３００
）は、エアロゾル形成基材（１１０）に隣接して配置され、前記支持要素（３００）の側
部（１６０）は、芳香カートリッジ（１００）の周縁に位置する包装部材（１５０）と接
する。側部（１６０）は、例えば接着剤により包装部材（１５０）の内面に固定されてい
る。
【０１８４】
　また、支持要素（３００）は、好適には、例えばシリコーンを使用して形成されうるが
、シリコーンに限定されず、耐熱性に優れた他の材料を使用してもよい。
【０１８５】
　図３に示すように、エアロゾル形成基材（１１０）を構成する芳香カートリッジ用充填
物（１１１）は、その形状が短冊状または棒状であり、充填の際に充填物（１１１）の形
状の長手方向に沿わせるようにして詰められることが好ましい。ここでは、円筒形状に形
成した包装部材（１５１）に充填した例を示している。包装部材（１５１）としては、タ
バコ紙等の紙を円筒形状に形成したものを用いることができる。また、包装部材（１５０
）が包装部材（１５１）を兼ねていてもよい。これにより、気流が安定し、ユーザーがエ
アロゾル形成基材（１１０）からの芳香成分を吸い込みやすくなる。
【０１８６】
　図４は、芳香カートリッジの作製方法の一例を示す図である。図４は、以上のように形
成されたエアロゾル形成基材（１１０）、移送部材（１３０）、およびマウスピース（１
４０）と、以下に例示される支持要素（３００）とを、エアロゾル形成基材（１１０）、
支持要素（３００）、移送部材（１３０）、およびマウスピース（１４０）の順で配置し
、タバコ紙等の包装部材（１５０）で巻きロッドを形成する様子を示している。この際、
支持要素の側部（１６０）には、少量の接着剤が塗布されている。
【０１８７】
　上記構成を有する芳香カートリッジ（１００）は、例えば、以下の方法によって作製で
きる。例えば、適当な内径を有する紙製筒等の包装部材（１５０）を準備し、その内面（
側部（１６０））に対して接着剤を塗布する。この包装部材（１５０）の一端側Ｕから支
持要素（３００）を挿入した後、エアロゾル形成基材（１１０）を挿入する。また、他端
側Ｄから、マウスピース（１４０）を挿入する。この際、必要に応じて、マウスピース（
１４０）を挿入する前に、移送部材（１３０）を挿入してもよい。
【０１８８】
　次に、本発明の芳香カートリッジの使用例を詳細に説明する。
【０１８９】
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　芳香カートリッジ（１００）は、図２に示すように、例えば棒状または円筒形状の外観
を有している。
【０１９０】
　芳香カートリッジ（１００）の内部は、例えば、図２に示すように、一端にエアロゾル
形成基材（１１０）が設けられ、他端側Ｄのマウスピース（１４０）に向けて、支持要素
（３００）、および移送部材（１３０）が、この順で配置されている。そして、これらを
包装部材（１５０）によって包装されている。
【０１９１】
　エアロゾル形成基材（１１０）は、芳香カートリッジ用充填物を有する。エアロゾル形
成基材（１１０）は、加熱により芳香カートリッジ用充填物の原料となった植物が有する
芳香成分を含むエアロゾルを発生する。
【０１９２】
　エアロゾル形成基材（１１０）に用いられる芳香カートリッジ用充填物は、図３に示す
ように、その形状が、例えば、短辺に対して長辺が２～２０倍程度となる片状や、短冊状
、棒状などの場合、芳香カートリッジ用充填物（１１１）の形状の長手方向を、芳香カー
トリッジの長手方向に沿わせるようにして詰めることが好ましい。これにより、気流の流
れがよく吸い込みやすくなる。なお、図３は、芳香カートリッジに含まれるエアロゾル形
成基材（１１０）のある側の端から見た図であって、カートリッジ内部の充填物（１１１
）が見えるように一部透視図とした。本発明の一実施形態によれば、短冊状または棒状の
芳香カートリッジ用充填物の長さが１０～７０ｍｍである。本発明の別の側面によれば、
短冊状または棒状の芳香カートリッジ用充填物の長さが１０～２０ｍｍである。このよう
な長さであれば、カートリッジへの充填の際に、取り扱いが容易になる。
【０１９３】
　本発明の別の側面によれば、平板状で形状をほぼ一定にした芳香カートリッジ用充填物
であれば、巻いて詰めることができるので、取り扱いが容易である。
【０１９４】
　本発明の別の側面によれば、非タバコ材組成物のシートとして、しわ付け、ひだ付け、
ギャザー付け、または折りたたむことにより形成されたものを使用して、芳香カートリッ
ジ用充填物を作製することができる。
【０１９５】
　本発明の別の側面によれば、本発明に係る芳香カートリッジ用充填物は、繊維状とする
ことができる。繊維状の芳香カートリッジ用充填物は、短冊状または棒状のものと同様に
、繊維の長さ方向をカートリッジの長手方向に沿うように詰めることで、吸引された空気
の流れをよくすることができる。
【０１９６】
　本発明の別の側面によれば、本発明に係る芳香カートリッジ用充填物は、多孔質状とす
ることができる。多孔質状の芳香カートリッジ用充填物は、カートリッジに詰めて吸引さ
れたときに、空気の流れをよくすることができる。芳香カートリッジ用充填物を多孔質状
にする方法としては、例えば、複数の針で乾燥したシートを何度か突き刺すなどの方法が
挙げられるが、他の方法であってもよい。
【０１９７】
　本発明の別の側面によれば、本発明に係る芳香カートリッジ用充填物は、片状、正方形
、長方形、もしくは菱形などの平板状、粉体状、顆粒状、またはペレット状とすることが
できる。このような形状の芳香カートリッジ用充填物は、カートリッジ開口部に落とし込
むようにして容易に詰めることができる。また、カートリッジへ詰める量（充填量）を細
かく調整することが可能となり、詰める量によって吸引されたときの空気の流れを調整し
やすい。さらに、前記カートリッジ開口部に蓋をするなど脱落防止の対応をとることで、
より使用しやすくなる。
【０１９８】
　本発明の別の側面によれば、ブロック状の芳香カートリッジ用充填物は、熱伝導性がよ
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く芳香成分を引き出しやすい。また、ブロックの大きさを大きくして保存しやすいように
してもよい。その場合、充填時に、大きなブロック状である芳香カートリッジ用充填物を
小さなブロック状に再成形したり、棒状、粒状などの形状に再成形したりすることができ
る。
【０１９９】
　図２に示すように、支持要素（３００）は、エアロゾル形成基材（１１０）を支持する
。支持要素（３００）は、エアロゾル形成基材（１１０）に隣接して配置され、中心部ま
たは側部に気流の通し穴や切り欠きなどを有して、エアロゾル形成基材（１１０）から発
生したエアロゾルをマウスピース（１４０）方向へ流すことができる。
【０２００】
　マウスピース（１４０）は、移送部材（１３０）に隣接し、芳香カートリッジ（１００
）の他端側Ｄに配置される。マウスピース（１４０）は、微粒子を取り除くフィルターと
して、例えばセルロースアセテートフィルターを含んでいてもよい。マウスピース（１４
０）のフィルターを通過した香気成分は、ユーザーによって吸引される。
【０２０１】
　移送部材（１３０）の有無を比較すると、移送部材（１３０）がない方が通気性はよく
、発生した芳香成分を吸引しやすい。他方、移送部材（１３０）を設けて、発生したエア
ロゾルを冷やすことができる機能を追加するのも好ましい。移送部材（１３０）を追加す
る代わりに、マウスピースを延長して、支持要素（３００）に隣接または接する構成とす
ることも好ましい。このような構成であれば、マウスピースに使用するフィルターに冷却
の機能を兼ねさせることができ、部品点数を減らすことができるからである。移送部材（
１３０）としては、中空の管状部材を用い、芳香カートリッジの長手方向に、捲縮された
ポリマーシートを巻いたもの等を使用することができる。
【０２０２】
　図５は、芳香カートリッジの変形例を示す図である。
【０２０３】
　図５の（１）は、エアロゾル形成基材（１１０）と支持要素（３００）とが接触する構
成を示しており、安定的にエアロゾル形成基材（１１０）を支持することができるので好
ましい形態である。また、構成が単純であることから製造上の利点も大きい。
【０２０４】
　図５の（２）は、エアロゾル形成基材（１１０）と支持要素（３００）との間に隔壁部
材（１８０）を設け、隔壁部材（１８０）を介して接するような構成とするものである。
隔壁部材（１８０）としては、例えば、通気性のよいフィルター、紙などを用い、加熱要
素（２１１）が挿入された際には破砕するようなものが好ましい。このような隔壁部材（
１８０）を設けると、輸送時等の物流での影響で、エアロゾル形成基材（１１０）が芳香
カートリッジ内で移動してしまうことを防止するという効果が得られる。
【０２０５】
　図５の（３）は、エアロゾル形成基材（１１０）の加熱要素（２１１）が挿入される側
に蓋（１７０）を設ける構成を示している。このような構成であれば、エアロゾル形成基
材（１１０）の芳香の散逸防止に効果があるため好ましい。さらに、輸送時等の物流での
影響で、エアロゾル形成基材（１１０）が芳香カートリッジから外側に脱落することを防
止するという効果も得られる。蓋（１７０）の材質としては、フィルター、紙、スポンジ
などが挙げられる。なお、加熱要素が挿入される場合は、蓋（１７０）に１本またはそれ
以上の切れ目を入れること、または、加熱要素が挿入される場所に、円形または多角形の
誘導穴を設けることも好ましい形態である。
【０２０６】
　本発明の別の側面によれば、エアロゾル形成基材（１１０）に充填される芳香カートリ
ッジ用充填物として、粉体状、顆粒状、フレーク状、ペレット状等の粒状のものを用いた
場合は、隔壁部材（１８０）および蓋（１７０）の少なくとも一方を設けることが好まし
く、その両方を設けることがより好ましい。
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【０２０７】
　本発明の別の側面によれば、芳香カートリッジとして例示される具体的な一つの形態は
、以下の通りである。エアロゾル形成基材（１１０）においては、芳香カートリッジ用充
填物をタバコ紙等で包接した略円筒形状であって、前記略円筒の底面または上面の直径が
、６．５～７．５ｍｍであり、前記略円筒の高さが１１．０～１３．０ｍｍである。さら
に、芳香カートリッジ用充填物が短冊状または棒状であって、前記芳香カートリッジの長
手方向に沿って充填されており、かつ長さが前記略円筒の高さと略等しい、すなわち長さ
が１１．０～１３．０ｍｍである。
【０２０８】
　本発明の別の側面によれば、支持要素（３００）の外径は、前記エアロゾル形成基材（
１１０）の略円筒の底面または上面の直径とほぼ等しい。また、支持要素（３００）の長
さは、９．０～１１．０ｍｍである。
【０２０９】
　本発明の別の側面によれば、マウスピース（１４０）は、長さが２０．０ｍｍを超え、
例えば長さが２１．０～２５．０ｍｍである。
【０２１０】
　本発明の別の側面によれば、エアロゾル形成基材の体積充填率は、０．５５以上０．６
５以下である。
【０２１１】
　図６は、芳香カートリッジの他の使用の形態を示す図である。前述の芳香カートリッジ
（１００）と具体的な構成に異なっている部分があるので、芳香カートリッジ（５００）
として、以下に説明する。使用される喫煙具本体についても、前述の喫煙具本体（２００
）と異なっている部分があるので、喫煙具本体（４００）として以下に説明する。
【０２１２】
　ユーザーの使用時に、芳香カートリッジ（５００）は、喫煙具本体（４００）に装着さ
れる。喫煙具本体（４００）には、芳香カートリッジ（５００）を挿入するための挿入部
（４５０）が設けられている。喫煙具本体（４００）は、外装部（４１０）を有しており
、芳香カートリッジ（５００）の周囲を取り巻く加熱部（４４０）により、芳香カートリ
ッジのエアロゾル形成基材（１１０）が加熱されエアロゾルが発生し、喫煙される。他端
側Ｄからの喫煙時には、通気孔（４３１）から空気が流れ込み、発生したエアロゾルが、
中空の筒部材（５３０）、移送部材（１３０）、およびマウスピース（１４０）を通過し
て喫煙される。制御部（４２０）には、バッテリーまたは加熱部の制御装置等が内蔵され
ている。開閉蓋（４３０）は、喫煙が終了した際に、喫煙具本体内部を清掃する際に開け
るものである。
【０２１３】
　図７は、芳香カートリッジ（５００）の構造の他の一例を示す図である。芳香カートリ
ッジ（５００）は、一端側Ｕから他端側Ｄに向かって、エアロゾル形成基材（１１０）、
中空の筒部材（５３０）、移送部材（１３０）、およびマウスピース（１４０）が順に配
置されており、これらは包装部材（１５０）で包み込まれている。喫煙具本体により、エ
アロゾル形成基材（１１０）部分が加熱されるため、中空の筒部材（５３０）を断熱のた
めに配置している。移送部材（１３０）は、冷却部材の機能も兼ねることができる。
【０２１４】
　図７の芳香カートリッジ（５００）の好ましい外径は４～６ｍｍであり、エアロゾル形
成基材（１１０）の好ましい長さは１０～７０ｍｍであり、中空の筒部材（５３０）の好
ましい長さは２０～３０ｍｍである。また、移送部材（１３０）の好ましい長さは５～１
５ｍｍであり、マウスピース（１４０）の好ましい長さは１０～２５ｍｍである。
【０２１５】
　図９は、エアロゾル形成基材および芳香カートリッジ用充填物の一例を示す図である。
図９（Ａ）に示すエアロゾル形成基材（２０）は、円筒形状にされた包装部材（３０）の
内部に複数の芳香カートリッジ用充填物（１０）を含み、例えば周囲から加熱されること
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によって、芳香カートリッジ用充填物（１０）の材料となった植物が有する芳香成分等を
含んだエアロゾルを発生する。例えば、エアロゾル形成基材（２０）の外径は５．５ｍｍ
であり、長さは４２．０ｍｍである。本発明の一実施形態において、エアロゾル形成基材
（２０）の長さは２０ｍｍ超であり、好ましくは３４ｍｍ以上である。また、エアロゾル
形成基材（２０）の長さは７０ｍｍ以下であり、好ましくは５４ｍｍ以下であり、より好
ましくは５０ｍｍ以下である。本発明の一実施形態において、エアロゾル形成基材（２０
）の長さは１０～７０ｍｍであり、好ましくは３４～５４ｍｍであり、より好ましくは３
４～５０ｍｍである。
【０２１６】
　同様に、本発明の一実施形態において、芳香カートリッジ用充填物（１０）の長さは１
０ｍｍ超であり、好ましくは３４ｍｍ以上である。また、芳香カートリッジ用充填物（１
０）の長さは７０ｍｍ以下であり、好ましくは５４ｍｍ以下であり、より好ましくは５０
ｍｍ以下である。本発明の一実施形態において、芳香カートリッジ用充填物（１０）の長
さは１０～７０ｍｍ以下であり、好ましくは３４～５４ｍｍであり、より好ましくは３４
～５０ｍｍである。
【０２１７】
　図９（Ｂ）に示すエアロゾル形成基材（２０）に充填される芳香カートリッジ用充填物
（１０）の各々は、例えば、長さ４２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの短冊状
に形成され、エアロゾル形成基材（２０）の長手方向の一端から他端まで配置される。な
お、短冊状の芳香カートリッジ用充填物（１０）の長手方向は、図１０に示すように、エ
アロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、マウ
スピース（６０）、および芳香カートリッジ（８０）の長手方向と略平行である。一例を
挙げれば、エアロゾル形成基材（２０）は、長さ４２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．
３ｍｍである短冊状の芳香カートリッジ用充填物（１０）が３１本、包装部材（３０）で
巻かれた円筒形状の部材である。包装部材（３０）の内部に配置される芳香カートリッジ
用充填物（１０）の長手方向は、例えばエアロゾル形成基材（２０）の長手方向と略平行
である。
【０２１８】
　エアロゾル形成基材（２０）の容積に対する芳香カートリッジ用充填物（１０）の体積
充填率は、例えば、０．６０程度である。芳香カートリッジ用充填物（１０）の体積充填
率は、ユーザーに与える芳香の強さやユーザーの吸引しやすさ等を考慮して決定すること
ができる。エアロゾル形成基材（２０）の容積に対する芳香カートリッジ用充填物（１０
）の体積充填率は、例えば０．５５以上０．６５以下であることが好ましい。
【０２１９】
　なお、例えば、長さが４２．０ｍｍ未満である芳香カートリッジ用充填物（１０）を、
エアロゾル形成基材（２０）の長手方向に隣接して配置する、または一部重畳して配置す
るなどにより、エアロゾル形成基材（２０）を構成することもできる。
【０２２０】
　図１０に示す冷却領域確定部材（４０）は、上流側Ｕでエアロゾル形成基材（２０）と
隣接する、例えば外径が５．５ｍｍであり、長さが２５ｍｍである円筒形状に巻かれた厚
紙である。
【０２２１】
　図１０に示すフィルター部材（５０）は、上流側Ｕで冷却領域確定部材（４０）と隣接
する。フィルター部材（５０）は、例えば外径が５．５ｍｍであり、長さが８ｍｍである
円筒形状に成形されたセルロースアセテート繊維である。
【０２２２】
　図１０に示すマウスピース（６０）は、上流側Ｕでフィルター部材（５０）と隣接する
。マウスピース（６０）は、例えば外径が５．５ｍｍであり、長さが８ｍｍである円筒形
状に巻かれた厚紙である。
【０２２３】
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　エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、
およびマウスピース（６０）の外径は、４．７～６．１ｍｍであることが好ましい。この
ような外径を有するエアロゾル形成基材は、エアロゾル形成基材の周囲から加熱するよう
な喫煙具本体に好ましく用いられるものとなる。周囲から得られた熱を、エアロゾル形成
基材全体に効率的に伝わるからである。喫煙用の物品はその断面が、通常は円形であるた
め「外径」と表現をしているが、その断面が、例えば矩形等であることを想定すると、周
囲長で表現することが好ましく、その場合、周囲長が１４.８～１９.２ｍｍである。
【０２２４】
　エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、
および、マウスピース（６０）は、包装部材（７０）によって包装されている。
【０２２５】
　なお、図９および図１０に示された各寸法は一例に過ぎず、これら以外の寸法であって
もよい。
【０２２６】
　図１１は、芳香カートリッジ（８０）の使用形態を示す概略的な断面図である。
【０２２７】
　芳香カートリッジ（８０）は、喫煙具本体（９０）に装着されて使用される。喫煙具本
体（９０）は、喫煙具本体（９０）内に配置されるバッテリー（図示せず）から供給され
る電力を用い、芳香カートリッジ（８０）のエアロゾル形成基材（２０）部分を、その周
囲から加熱する。加熱されたエアロゾル形成基材（２０）からは芳香成分を含むエアロゾ
ルが発生し、発生したエアロゾルは、上流Ｕ側から下流Ｄ側に向かって移動して、マウス
ピース（６０）部分からユーザーに吸引される。
【０２２８】
　エアロゾルは、円筒形状に巻かれた厚紙である冷却領域確定部材（４０）の内部を通過
する際に冷却される。すなわち、冷却領域確定部材（４０）の内部は、エアロゾルを冷却
する冷却領域である。冷却領域は、冷却領域確定部材（４０）によって確定される。フィ
ルター部材（５０）は、例えばユーザーが吸引する気体に含まれる微粒子を除去する。
【０２２９】
　図１２～図１６は、変形例による芳香カートリッジを示す概略的な斜視図である。
【０２３０】
　第１変形例をもって実施態様の一つを説明する。
【０２３１】
　図１２に、第１変形例による芳香カートリッジの概略的な斜視図を示す。
【０２３２】
　第１変形例による芳香カートリッジは、実施例における芳香カートリッジ（８０）にお
いて、包装部材（７０）およびフィルター部材（５０）の対応位置に、フィルター部材（
５０）の周方向に沿って等間隔に複数の孔（換気領域）（５０ａ）が形成されている。孔
（５０ａ）によって、包装部材（７０）は貫通され、フィルター部材（５０）には凹部が
形成される。孔（５０ａ）は、フィルター部材（５０）の一方の端部側から、距離２ｍｍ
の位置に穿孔される。孔（５０ａ）の数は、例えば１２個～３６個、一例として２４個で
ある。
【０２３３】
　フィルター部材（５０）に孔（５０ａ）が形成されているため、ユーザーは芳香成分を
含んだエアロゾルを一層吸引しやすくなると共に、ユーザーがマウスピース（６０）より
吸引をする際、冷却領域確定部材（４０）によって確定される冷却領域中に滞留する非タ
バコ材の天然の芳香を含むエアロゾルは、孔（５０ａ）から流入した外気と共に冷却され
る結果として、より微細なエアロゾル粒子をユーザーが吸い込む吸気中に良好に分散した
状態とすることが期待され、このように発生したエアロゾルは芳香を楽しむために良く適
したものとなることが期待される。また、ユーザーは芳香成分を含んだエアロゾルを一層
吸引しやすくなると共に、ユーザーによって高温のエアロゾルを吸引されることをさらに
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避けることができるようになるから、非タバコ材の天然の芳香をさらに楽しむことができ
るような芳香カートリッジになる。
【０２３４】
　第２変形例をもって実施態様の一つを説明する。
【０２３５】
　図８に、第２変形例による芳香カートリッジの概略的な斜視図を示す。
【０２３６】
　第１変形例においては、包装部材（７０）およびフィルター部材（５０）の対応位置に
、フィルター部材（５０）の周方向に沿って等間隔に複数の孔（５０ａ）が形成されてい
るが、第２変形例においては、包装部材（７０）および冷却領域確定部材（４０）の対応
位置に、冷却領域確定部材（４０）の周方向に沿って等間隔に複数の孔（換気領域）（５
０ｂ）が形成されている。孔（５０ｂ）は、包装部材（７０）および冷却領域確定部材（
４０）を構成する厚紙を貫通する貫通孔である。孔（５０ｂ）は、冷却領域確定部材（４
０）の他方の端部側から、距離２ｍｍの位置に穿孔される。孔（５０ｂ）の数は、例えば
１２個～３６個、一例として２４個である。
【０２３７】
　フィルター部材（５０）に孔（５０ｂ）が形成されているため、ユーザーがマウスピー
スより吸引をする際、冷却領域確定部材（４０）によって確定される冷却領域中に滞留す
る非タバコ材の天然の芳香を含むエアロゾルは、孔（５０ｂ）より流入した外気と共に強
く攪拌・冷却される結果として、より微細なエアロゾルをユーザーが吸い込む吸気中にさ
らに良好に分散した状態とすることが期待され、このように発生したエアロゾルは芳香を
楽しむためにより良く適したものとなることが期待される。また、ユーザーは芳香成分を
含んだエアロゾルを一層吸引しやすくなると共に、ユーザーによって高温のエアロゾルを
吸引されることをさらに避けることができるようになるから、非タバコ材の天然の芳香を
さらに楽しむことができるような芳香カートリッジになる。
【０２３８】
　また、第２変形例の他の実施形態では、第２変形例による芳香カートリッジにおいて円
筒形状に巻かれた厚紙で構成されるマウスピース（６０）を含まない。例えば、図１５を
参照して説明すると、ユーザーが口をつけて吸引するマウスピース領域（５０ｍ）は、フ
ィルター部材（５０）の下流Ｄ側領域に確定される。円筒形状に成形されたセルロースア
セテート繊維で構成されるフィルター部材（５０）の長さは、第２変形例では８ｍｍとし
ているところ、第２変形例の他の実施形態では、１６ｍｍに設定される。
【０２３９】
　また、第２変形例の別の実施形態では、第２変形例による芳香カートリッジにおいて円
筒形状に巻かれた厚紙で構成されるマウスピース（６０）を含まない。例えば、図１５を
参照して説明すると、ユーザーが口をつけて吸引するマウスピース領域（５０ｍ）は、フ
ィルター部材（５０）の下流Ｄ側領域に確定される。第２変形例では、冷却領域確定部材
（４０）を２５ｍｍとしているところ、第２変形例の別の実施形態では、３０～３５ｍｍ
、例えば３１ｍｍとし、フィルター部材（５０）の長さを、例えば１０ｍｍとする実施態
様が挙げられる。冷却領域確定部材（４０）を長くとることができるため、大きく吸い込
んだとしても非タバコ材の天然の芳香や味わいを安定して得られるという利点がある。
【０２４０】
　第３変形例をもって実施態様の一つを説明する。
【０２４１】
　図１４に、第３変形例による芳香カートリッジの概略的な斜視図を示す。
【０２４２】
　第３変形例による芳香カートリッジは、実施例における芳香カートリッジ（８０）にお
いて、包装部材（７０）およびフィルター部材（５０）の対応位置に、フィルター部材（
５０）の周方向に沿って等間隔に複数の孔（５０ａ）が形成され、かつ、包装部材（７０
）および冷却領域確定部材（４０）の対応位置に、冷却領域確定部材（４０）の周方向に
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沿って等間隔に複数の孔（５０ｂ）が形成されている。孔（５０ａ）は、フィルター部材
（５０）の一方の端部側から、距離２ｍｍの位置に穿孔される。孔（５０ｂ）は、冷却領
域確定部材（４０）の他方の端部側から、距離２ｍｍの位置に穿孔される。
【０２４３】
　従って、ユーザーがマウスピースより吸引をする際、冷却領域確定部材（４０）によっ
て確定される冷却領域中に滞留する非タバコ材の天然の芳香を含むエアロゾルは、孔（５
０ｂ）より流入した外気と共に強く攪拌・冷却されることに加え、孔（５０ａ）から流入
した外気と共に冷却される結果として、より微細なエアロゾル粒子をユーザーが吸い込む
吸気中に非常に良好な分散状態とすることの効果が相乗的に期待され、このように発生し
たエアロゾルは芳香を楽しむために非常に適したものとなることが期待される。また、ユ
ーザーは芳香成分を含んだエアロゾルを一層吸引しやすくなると共に、ユーザーによって
高温のエアロゾルを吸引されることをさらに避けることができるようになるから、第１、
第２変形例においてより非タバコ材の天然の芳香をさらに楽しむことができるような芳香
カートリッジになる。
【０２４４】
　第４変形例をもって実施態様の一つを説明する。
【０２４５】
　図１５に、第４変形例による芳香カートリッジの概略的な斜視図を示す。
【０２４６】
　第４変形例による芳香カートリッジは、実施例において円筒形状に巻かれた厚紙で構成
されるマウスピース（６０）を含まない。ユーザーが口をつけて吸引するマウスピース領
域（５０ｍ）は、フィルター部材（５０）の下流Ｄ側領域に確定される。第４変形例にお
いては、円筒形状に成形されたセルロースアセテート繊維で構成されるフィルター部材（
５０）の長さは、例えば１６ｍｍである。
【０２４７】
　第４変形例による芳香カートリッジは、順に隣接配置されたエアロゾル形成基材（２０
）、冷却領域確定部材（４０）およびフィルター部材（５０）を含む。芳香カートリッジ
は、外径５．５ｍｍ、長さ８３ｍｍの円筒形状の外観を呈する。
【０２４８】
　円筒形状に巻かれた厚紙で構成されるマウスピース（６０）を含まないようにし、フィ
ルター部材（５０）で代用すると、芳香カートリッジを作成するうえで、部品点数が減り
、組立の工数を減らすことができる。
【０２４９】
　また、第４変形例の他の実施態様として、冷却領域確定部材（４０）を３１ｍｍとし、
フィルター部材（５０）の長さを、例えば１０ｍｍとする実施態様が挙げられる。冷却領
域確定部材（４０）を長くとることができるため、大きく吸い込んだとしても非タバコ材
の天然の芳香や味わいを安定して得られるという利点がある。
【０２５０】
　また、第４変形例の別の実施態様として、冷却領域確定部材（４０）を１０～１５ｍｍ
未満とする実施態様が挙げられる。例えば、冷却領域確定部材（４０）を１４ｍｍとし、
フィルター部材（５０）の長さを、例えば２７ｍｍとする実施態様が挙げられる。冷却領
域確定部材（４０）を短くすると、第１回目の喫煙動作から非タバコ材の天然の芳香や味
わいが十分得られることに利点がある。
【０２５１】
　第５変形例をもって実施態様の一つを説明する。
【０２５２】
　図１６に、第５変形例による芳香カートリッジの概略的な斜視図を示す。
【０２５３】
　第５変形例による芳香カートリッジは、第４変形例による芳香カートリッジにおいて、
包装部材（７０）およびフィルター部材（５０）の対応位置に、フィルター部材（５０）
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の周方向に沿って等間隔に複数の孔（５０ａ）が形成されている点で第４変形例と異なる
。孔（５０ａ）は、冷却領域確定部材（４０）側端部近傍に形成されている。孔（５０ａ
）によって、包装部材（７０）は貫通され、フィルター部材（５０）には凹部が形成され
る。孔（５０ａ）は、フィルター部材（５０）の一方の端部から、距離２ｍｍの位置に穿
孔される。孔（５０ａ）の数は、例えば１２個～３６個、一例として２４個である。
【０２５４】
　フィルター部材（５０）に孔（５０ａ）が形成されているため、ユーザーは芳香成分を
含んだエアロゾルを一層吸引しやすくなると共に、ユーザーがマウスピースより吸引をす
る際、冷却領域確定部材（４０）によって確定される冷却領域中に滞留する非タバコ材の
天然の芳香を含むエアロゾルは、孔（５０ａ）から流入した外気と共に冷却される結果と
して、より微細なエアロゾル粒子をユーザーが吸い込む吸気中に良好に分散した状態とす
ることが期待され、このように発生したエアロゾルは芳香を楽しむために良く適したもの
となることが期待される。また、ユーザーは芳香成分を含んだエアロゾルを一層吸引しや
すくなると共に、ユーザーによって高温のエアロゾルを吸引されることをさらに避けるこ
とができるようになるから、非タバコ材の天然の芳香をさらに楽しむことができるような
芳香カートリッジになる。
【０２５５】
　円筒形状に巻かれた厚紙で構成されるマウスピース（６０）を含まないようにし、フィ
ルター部材（５０）で代用すると、芳香カートリッジを作成するうえで、部品点数が減り
、組立の工数を減らすことができる。
【０２５６】
　また、第５変形例の他の実施態様として、冷却領域確定部材（４０）を３１ｍｍとし、
フィルター部材（５０）の長さを、例えば１０ｍｍとする実施態様が挙げられる。冷却領
域確定部材（４０）を長くとることができるため、大きく吸い込んだとしても非タバコ材
の天然の芳香や味わいを安定して得られるという利点がある。
【０２５７】
　さらに、第５変形例の別の実施態様として、冷却領域確定部材（４０）を１０～１５ｍ
ｍ未満とする実施態様が挙げられる。例えば、冷却領域確定部材（４０）を１４ｍｍとし
、フィルター部材（５０）の長さを、例えば２７ｍｍとする実施態様が挙げられる。冷却
領域確定部材（４０）を短くすると、第１回目の喫煙動作から非タバコ材の天然の芳香や
味わいが十分得られることに利点がある。
【０２５８】
　図１５、図１６に示すように、第４、第５変形例による芳香カートリッジにおいては、
冷却領域確定部材（４０）の長さを２５ｍｍ、フィルター部材（５０）の長さを１６ｍｍ
としているが、冷却領域確定部材（４０）およびフィルター部材（５０）の長さは適宜変
更可能である。例えば、冷却領域確定部材（４０）の長さとフィルター部材（５０）の長
さの合計を４１ｍｍとする条件で、冷却領域確定部材（４０）の長さを１０～３５ｍｍ、
フィルター部材（５０）の長さを６～３１ｍｍ等とすることができる。また、独立に冷却
領域確定部材（４０）の長さを１０ｍｍ以上と設定することも可能である。冷却領域確定
部材（４０）の長さが１０ｍｍ以上であると、冷却の能力が十分で確保できるからである
。
【０２５９】
　冷却領域確定部材（４０）の長さが１０ｍｍ以上１５ｍｍ未満のときは第１回目の喫煙
動作から非タバコ材の天然の芳香や味わいが十分得られることに利点があり、１５～３０
ｍｍのときは喫煙当初以後の喫煙動作中に非タバコ材の天然の芳香や味わいを安定して得
ることができ、３０ｍｍ超のとき、大きく吸い込んだとしても非タバコ材の天然の芳香や
味わいを安定して得られるという利点がある。ただし、３０ｍｍ超の場合は４５ｍｍ以下
が好ましく、３５ｍｍ以下であるとさらに好ましい。冷却領域確定部材（４０）の長さが
４５ｍｍ以下であると、好ましい冷却状態が得られ、３５ｍｍ以下であるとさらに好まし
い冷却状態が得られるからである。
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【０２６０】
　フィルター部材（５０）に孔（５０ａ）を穿孔する位置については、フィルター部材（
５０）の一方の端部側から４ｍｍ以内の領域に設けると、孔（５０ａ）から流入した外気
と共に冷却される結果として、より微細なエアロゾル粒子をユーザーが吸い込む吸気中に
良好に分散した状態としやすく、２.５ｍｍ以内の領域に設けるとさらに効果的に分散し
た状態を達成することができるので好ましい。
【０２６１】
　冷却領域確定部材（４０）に孔（５０ｂ）を穿孔する位置については、冷却領域確定部
材（４０）の他方の端部側から４ｍｍ以内の領域に設けると、孔（５０ｂ）より流入した
外気と共に強く攪拌・冷却される結果として、より微細なエアロゾルをユーザーが吸い込
む吸気中にさらに良好に分散した状態としやすく、他方の端部から２.５ｍｍ以内に設け
るとさらに効果的に良好に分散した状態を達成することができるので好ましい。
【０２６２】
　以上、実施例および変形例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
【０２６３】
　例えば、実施例および変形例においては、長さ４２ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍ
ｍの短冊状芳香カートリッジ用充填物（１０）を用いたが、一例として、長さ２０～５４
ｍｍ、幅０．５～３．０ｍｍ、厚さ０.１～０.５ｍｍの短冊状芳香カートリッジ用充填物
を使用することができる。また、棒状とする場合は、長さ２０～５４ｍｍ、外径０．２～
３．０ｍｍの芳香カートリッジ用充填物とすることが可能である。
【０２６４】
　また、その他の例として、上記短冊状または棒状の充填物の長さを、３４ｍｍ以上とす
ることも可能であり、５０ｍｍ以下とすることも好ましく、３４～５０ｍｍとするのが好
ましい。
【０２６５】
　上記のような短冊状または棒状である充填物は、喫煙具本体で加熱すると、非タバコ材
の芳香成分を含むエアロゾルを発生させやすいので好ましい。
【０２６６】
　さらに、芳香カートリッジ用充填物は、芳香の元となる非タバコ材とエアロゾルフォー
マを含有し、前記芳香の元となる非タバコ材を３０質量％以上、９０質量％以下含有する
と共に、前記エアロゾルフォーマを５質量％以上４０質量％以下含有し、前記芳香カート
リッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材中に、芳香の元となる非タバコ材を０.１２
ｇ以上含有し、かつ、エアロゾルフォーマを０.０２ｇ以上含有するように構成すると、
特に、非タバコ材の天然の芳香を楽しむことのできる芳香カートリッジとすることができ
る。
【０２６７】
　なお、本明細書において、「棒状の芳香カートリッジ用充填物」とは、長手方向を有す
る形状であり、長手方向の直交方向の断面が真円状または楕円状の芳香カートリッジ用充
填物であることを言う。また、「棒状の芳香カートリッジ用充填物」において、「外径」
とは、断面が真円形状である場合は直径を、楕円形状である場合は長軸の長さを、それぞ
れ意味する。さらに、本明細書においては、前記長手方向の直交方向の断面が多角形であ
る場合でも「棒状の芳香カートリッジ用充填物」であり、前記多角形に外接する１または
２以上の円の内、最大の直径を有する外接円の直径を「外径」とする。
【０２６８】
　また、実施例および変形例においては、芳香カートリッジ用充填物（１０）を包装部材
（３０）で巻いたエアロゾル形成基材（２０）を用いたが、包装部材（７０）が、芳香カ
ートリッジ用充填物（１０）を巻く包装部材（３０）を兼ねる構成としてもよい。エアロ
ゾルの気流が安定するため、ユーザーが芳香成分を吸い込みやすくなる。
【０２６９】
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　さらに、実施例および変形例による芳香カートリッジにおいて、エアロゾル形成基材（
２０）の上流Ｕ側に蓋を配置してもよい。これにより、芳香カートリッジ用充填物（１０
）の芳香の散逸を抑制することができると共に、例えば芳香カートリッジを輸送する際、
芳香カートリッジ用充填物（１０）が芳香カートリッジから脱落することを防止可能であ
る。蓋は、フィルター、紙、スポンジ等で形成することができる。さらに、蓋をエアロゾ
ル形成基材（２０）の下流Ｄ側に配置することも可能である。
【０２７０】
　また、第１、第２結合剤が、芳香の元となる非タバコ材を兼ねる構成としてもよい。
【０２７１】
　さらに、実施例においては、エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）
、フィルター部材（５０）、および、マウスピース（６０）をこの順に隣接配置し、タバ
コ紙等の包装部材（７０）で巻いて芳香カートリッジを製造したが、予め円筒形に形成し
た包装部材（７０）中に、エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フ
ィルター部材（５０）、および、マウスピース（６０）がこの順に配置されるように挿入
して製造することもできる。一部の部材を包装部材（７０）で巻いた後、残部の部材を挿
入して製造することも可能である。一例として、第４変形例による芳香カートリッジ（図
１５参照）は、長さ４２ｍｍのエアロゾル形成基材（２０）と長さ２５ｍｍの冷却領域確
定部材（４０）を、長さ８３ｍｍの包装部材（７０）で巻いた後、長さ１６ｍｍのフィル
ター部材（５０）を挿入して製造することが可能である。
【０２７２】
　また、実施例による芳香カートリッジの製造においては、エアロゾル形成基材（２０）
（長さ４２ｍｍ）、冷却領域確定部材（４０）（長さ２５ｍｍ）、フィルター部材（５０
）（長さ８ｍｍ）、および、マウスピース（６０）（長さ８ｍｍ）を、これらの部材の長
さの和となる長さ８３ｍｍの包装部材（７０）で巻いたが、これらの部材の長さの和より
短い長さの包装部材（７０）で巻いてもよい。例えば図１７に示すように、マウスピース
（６０）（長さ８ｍｍ）、フィルター部材（５０）（長さ８ｍｍ）、および、冷却領域確
定部材（４０）（長さ２５ｍｍ）の全部とエアロゾル形成基材（２０）の一部を覆う長さ
の包装部材（７０）で巻いて芳香カートリッジを製造することができる。
【０２７３】
　なお、複数本の短冊状芳香カートリッジ用充填物がその長手方向を揃えて配置される、
実施例および変形例による芳香カートリッジにおいては、例えば喫煙具本体への装着時に
、エアロゾル形成基材（２０）に含まれる芳香カートリッジ用充填物（１０）が折れ、使
用に支障をきたすという不具合が軽減される。芳香カートリッジ用充填物（１０）を折れ
にくくするためには、芳香カートリッジ用充填物（１０）が短冊状である場合、９本以上
をエアロゾル形成基材（２０）に含め、棒状である場合、１５本以上をエアロゾル形成基
材（２０）に含めることが好ましい。
【０２７４】
　また、このような棒状または短冊状の充填物の長さは、エアロゾル形成基材（２０）の
長さと実質的に等しいとさらに折れにくくなる。
【０２７５】
　その他、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者には自明であろう。
【０２７６】
　以下、本発明を製造例および実施例によってさらに詳細に説明する。ただし、本発明の
技術的範囲が以下の実施例のみに制限されるわけではない。なお、下記実施例において、
特記しない限り、操作は室温（２５℃）で行われた。また、特記しない限り、「％」およ
び「部」は、それぞれ、「質量％」および「質量部」を意味する。
【０２７７】
　（製造例１）
　紅茶の葉を７０℃で乾燥させ、粉砕し、８０メッシュの篩を通過したものを用いた。水
分量は、２質量％であった。
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紅茶葉の乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
微結晶セルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
ポリビニルポリピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
カルボキシメチルセルロースナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４質量部
キシリトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５質量部
グルコマンナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
を混合機に投入し、１５分間混合を行い、非タバコ材組成物を得た。
【０２７８】
　なお、製造例１の微結晶セルロースは、平均粒子径が９０μｍ、質量平均分子量（Ｍｗ
）が３６，０００のものを使用した。さらに、微結晶セルロースの目開き７５μｍの篩上
残留物は、微結晶セルロースの総量に対して５２質量％であり、微結晶セルロースの目開
き２５０μｍにおける篩上残留物は、微結晶セルロースの総量に対して１質量％であった
。
【０２７９】
　得られた非タバコ材組成物を、充填物成形工程［手段］（Ｆ）に供した。非タバコ材組
成物を３本ロールミルにて、混練・分散を兼ねながら所望の厚さのシートとした。本製造
例では、非タバコ材組成物を３本ロールミルに投入し、シートの状態を見ながら純水２０
質量部を加え、ドクターブレードをロールに押し当てシート状物を採取とする工程［手段
］を８回繰り返した。
【０２８０】
　このようにして得られた非タバコ材組成物のシートは、厚さが０．３ｍｍであった。前
記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、
この切断物を、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの長方形の形状に加工した。
加工した前記非タバコ材組成物のシートの質量は約０．３０ｇであった。このサンプルは
、後に述べる評価１に供されるサンプルである。
【０２８１】
　（製造例２)
　製造例１と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。その後の充填物成形工程［手段
］（Ｆ）にて、厚み０．１ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記非タバコ材組成
物のシートを縦１５０ｍｍ、横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、この切断物をロ
ータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの形状に加
工したシート切断物とした。前記シート切断物１５０本を、束ねて長手方向に揃えたうえ
で、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物）とした。
円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状したもの（巻物）を長さ１２．０ｍｍ
に切断しエアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ
０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材を得た。前記エ
アロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、充填
物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２８２】
　（製造例３）
　製造例１と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。その後の充填物成形工程［手段
］（Ｆ）にて、厚み０．３ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記非タバコ材組成
物のシートを、縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、この切断物をロ
ータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状に加
工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、束ねて長手方向に揃えたうえで
、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物）とした。円
柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を長さ１２．０ｍｍ
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に切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚
さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材を得た。前記
エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、充
填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２８３】
　（製造例４）
　製造例１と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。その後の充填物成形工程［手段
］（Ｆ）にて、厚み０．５ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記非タバコ材組成
物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、この切断物をロー
タリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚み０．５ｍｍの形状に加工
したシート切断物とした。前記シート切断物３０本を、束ねて長手方向に揃えたうえで、
坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物）とした。円柱
の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を長さ１２．０ｍｍに
切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ
０．５ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材を得た。前記エ
アロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香
カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２８４】
　（製造例５）
　微結晶セルロースを用いなかったことを除いては、製造例１と同様にして、非タバコ材
組成物を作製した。
【０２８５】
　得られた非タバコ材組成物を、充填物成形工程［手段］（Ｆ）に供した。非タバコ材組
成物を３本ロールミルにて、混練・分散を兼ねながら所望の厚さのシートとした。本製造
例では、非タバコ材組成物を３本ロールミルに投入し、シートの状態を見ながら純水２０
質量部を加え、ドクターブレードをロールに押し当てシート状物を採取とする工程［手段
］を８回繰り返した。
【０２８６】
　このようにして得られた非タバコ材組成物のシートは、厚さが０．３ｍｍであった。前
記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、
この切断物を、さらに、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの長方形の形状に加
工した。加工した前記非タバコ材組成物のシートの質量は約０．３０ｇであった。このサ
ンプルは、後に述べる評価１に供されるサンプルである。
【０２８７】
　（製造例６）
　製造例５と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。
【０２８８】
　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚み０．１ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、この切断物を、ロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０
ｍｍ、厚み０．１ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物１５０本
を、束ねて長手方向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付け
し円柱状のもの（巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたもの（巻
物）を長さ１２．０ｍｍに切断しエアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、
長さ１２．０ｍｍ、厚み０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル
形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基
材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２８９】
　（製造例７）
　製造例５と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。
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【０２９０】
　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚み０．３ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、ロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚み０．
３ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、束ねて長手方
向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で包み込み、のり付けし円柱状のものとした。
円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたものを長さ１２．０ｍｍに切断し、幅１．
５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚み０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエ
アロゾル形成基材とした。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾ
ル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であっ
た。
【０２９１】
　（製造例８）
　製造例５と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。
【０２９２】
　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚み０．５ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、この切断物をロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍ
ｍ、厚み０．５ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物３０本を、
束ねて長手方向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円
柱状のもの（巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたもの（巻物）
を長さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長
さ１２．０ｍｍ、厚み０．５ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形
成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材
の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２９３】
　（製造例９）
　微結晶セルロースの代わりにメチルセルロースを用いたこと以外は、製造例１と同様に
して、非タバコ材組成物を作製した。
【０２９４】
　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚み０．３ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、この切断物をロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍ
ｍ、厚み０．３ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、
束ねて長手方向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円
柱状のもの（巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたもの（巻物）
を長さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長
さ１２．０ｍｍ、厚み０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形
成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材
の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２９５】
　また、別途、本製造例で用いた非タバコ材組成物のシートを、縦１５０ｍｍ横２４０ｍ
ｍの長方形に切断し、さらに、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの長方形の形
状に加工した。加工した前記非タバコ材組成物のシートの質量は約０．３０ｇであった。
このサンプルは、後に述べる評価１に供されるサンプルである。
【０２９６】
　（製造例１０）
　微結晶セルロースの添加量を４質量部としたこと以外は、製造例１と同様にして、非タ
バコ材組成物を作製した。
【０２９７】



(40) JP 2020-14455 A 2020.1.30

10

20

30

40

50

　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚み０．３ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、この切断物をロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍ
ｍ、厚み０．３ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、
束ねて長手方向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円
柱状のもの（巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたもの（巻物）
を長さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長
さ１２．０ｍｍ、厚み０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形
成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材
の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０２９８】
　また、別途、本製造例の非タバコ材組成物のシートを、縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長
方形に切断し、さらに、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの長方形の形状に加
工した。加工した前記非タバコ材組成物のシートの質量は約０．３０ｇであった。このサ
ンプルは、後に述べる評価１に供されるサンプルである。
【０２９９】
　（製造例１１）
　製造例２で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した。次いで、この切断物を、さらに回転刃方式のロータリーカッタ
ーを使用して、縦１．５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得
た。このシート切断物９３本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ
、長さ４２．０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成
基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３００】
　（製造例１２）
　製造例３で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した。次いで、この切断物を、さらに回転刃方式のロータリーカッタ
ーを使用して、縦１．５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得
た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ
、長さ４２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成
基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３０１】
　（製造例１３）
　製造例４で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した。次いで、この切断物を、さらに回転刃方式のロータリーカッタ
ーを使用して、縦１．５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得
た。このシート切断物１９本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ
、長さ４２．０ｍｍ、厚さ０．５ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６４ｇであり、エアロゾル形成
基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３０２】
　（製造例１４）
　製造例１０で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１
０ｍｍの矩形状に切断した。次いで、この切断物を、さらに回転刃方式のロータリーカッ
ターを使用して、縦１．５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を
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得た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻
物を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍ
ｍ、長さ４２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロ
ゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形
成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３０３】
　（製造例１５）
　製造例７で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した。次いで、この切断物を、さらに回転刃方式のロータリーカッタ
ーを使用して、縦１．５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得
た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ
、長さ４２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成
基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３０４】
　（製造例１６）
　製造例９で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した。次いで、この切断物を、さらに回転刃方式のロータリーカッタ
ーを使用して、縦１．５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得
た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ
、長さ４２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成
基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３０５】
　各製造例で得られたエアロゾル形成基材に含まれる芳香カートリッジ用充填物の幅、長
さ、厚さ、および本数を、下記表１に示す。
【０３０６】
【表１】
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　（参考例１）
　製造例２で作製したエアロゾル形成基材と、円筒形状の中空管である支持要素と、マウ
スピースとなるフィルターとを準備した。支持要素の底面および上面の直径、すなわち外
径をφ６．９ｍｍとし、中空部分については、φ４ｍｍの貫通穴とした。マウスピースと
なるフィルターについては、長さ２３ｍｍのものを用いた。また、包装部材として、坪量
３８ｇ／ｍ２の紙を用い、内径６．９ｍｍとなるように２周半の巻きを行い、のり付けを
したものを用いた。このように、坪量が、３２ｇ／ｍ２以上４５ｇ／ｍ２の紙を２周半巻
いて紙製筒を作製し、包装部材とすると、加熱要素を差し込んで使用する喫煙具本体に使
用される芳香カートリッジとして好適なものとなる。
【０３０７】
　前記紙製筒内部に接着剤を塗布し、他端側から、フィルターを挿入してマウスピースと
し、一端側から、支持要素を挿入し、次いでエアロゾル形成基材を挿入した。さらに、マ
ウスピースの部分に、坪量４０ｇ／ｍ２の紙を、マウスピースとほぼ重なるように巻いた
。このようにして、芳香カートリッジを作製した。
【０３０８】
　（参考例２）
　製造例２のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例３で作製したエアロゾル形成基材を
用いたことを除いては、参考例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３０９】
　（参考例３）
　製造例２のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例４で作製したエアロゾル形成基材を
用いたことを除いては、参考例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１０】
　（参考例４）
　製造例２のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１０で作製したエアロゾル形成基材
を用いたことを除いては、参考例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１１】
　（参考比較例１）
　製造例２のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例６で作製したエアロゾル形成基材を
用いたことを除いては、参考例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１２】
　（参考比較例２）
　製造例６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例７で作製したエアロゾル形成基材を
用いたことを除いては、参考比較例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１３】
　（参考比較例３）
　製造例６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例８で作製したエアロゾル形成基材を
用いたことを除いては、参考比較例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１４】
　（実施例１）
　製造例１１で作製したエアロゾル形成基材と、外径が５．５ｍｍであり、長さが２５ｍ
ｍ、厚み０.５ｍｍとなるように厚紙を巻いて円筒形状とした冷却領域確定部材（４０）
と、外径が５．５ｍｍであり、長さが８ｍｍ、厚み０.５ｍｍである円筒形状に成形され
たセルロースアセテート繊維からなるフィルター部材（５０）と、外径が５．５ｍｍであ
り、長さが８ｍｍとなるように厚紙を巻いて円筒形状としたマウスピース（６０）と、縦
２０ｍｍ横８３ｍｍである紙の包装部材（７０）を準備した。
【０３１５】
　上流側Ｕから下流側Ｄに向かって、エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（
４０）、フィルター部材（５０）、およびマウスピース（６０）をこの順に隣接配置した
うえで、接着剤を付した包装部材（７０）で巻上げ、芳香カートリッジ（８０）とした。
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本実施例の芳香カートリッジは、外径略５．５ｍｍ、長さ８３ｍｍの円筒形状の外観を呈
している。
【０３１６】
　エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、
およびマウスピース（６０）は、包装部材（７０）によって包装されている。エアロゾル
形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、マウスピース
（６０）、および芳香カートリッジ（８０）の長手方向は相互に平行である。なお、エア
ロゾル形成基材（２０）の配置位置とマウスピース（６０）の配置位置を結ぶ方向、すな
わちエアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）
、およびマウスピース（６０）の４つの要素が隣接配置される方向が、芳香カートリッジ
（８０）の長手方向である。芳香カートリッジ（８０）の長手方向に沿って、エアロゾル
形成基材（２０）が配置される側を上流側Ｕ、マウスピース（６０）が配置される側を下
流Ｄ側と規定する。
【０３１７】
　（実施例２）
　製造例１１のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１２で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１８】
　（実施例３）
　製造例１１のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１３で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３１９】
　（実施例４）
　製造例１１のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１４で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３２０】
　（比較例１）
　製造例１１のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１５で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３２１】
　（比較例２）
　製造例１１のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１６で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０３２２】
　以上の方法により得られた非タバコ材組成物のシートおよび芳香カートリッジについて
、以下の評価を行った。
【０３２３】
　（評価１）
　製造例１、製造例５、製造例９、および製造例１０において作製した非タバコ材組成物
のシートから得られた、幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの長方形の形状のサ
ンプルについて、それぞれハロゲンランプ照射による乾燥の前後の、長さ、幅、厚さ、お
よび体積を測定し、その変化量を定量的に測定した。
【０３２４】
　変化量の測定には、ハロゲン水分計（電子ハロゲン水分測定器）（Ｂａｎｇｘｉ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ．Ｌｔｄ．社製、型番：ＤＨＳ－５０－
５）を使用した。
【０３２５】
　ハロゲン水分計の試料皿に、前記サンプルを載置し、ヒーターカバー内に設置されたハ
ロゲンランプによって、試料皿上部からサンプルを加熱した。加熱温度を１０５℃とし、
所定の乾燥時間経過後の非タバコ材組成物のシートの長さ、幅、厚さ、および体積を測定
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した。乾燥時間は０分、１０分、１５分に設定し、それぞれの経過時において測定を行っ
た。
【０３２６】
　長さ、幅、厚さ、および体積の変化率の定義式や記号の説明を下記表２に示す。
【０３２７】
【表２】

　評価１の測定結果を、下記表３に示す。なお、微結晶セルロースの代わりに、微結晶構
造を有さないメチルセルロースを用いた製造例９において作製した非タバコ材組成物のシ
ートから得られたサンプルについて測定したところ、各変化率は製造例５と同様だった。
そのため、下記表３では、製造例１、製造例５、および製造例１０の測定結果を示す。
【０３２８】
【表３】

　上記表３から明らかなように、製造例１および製造例１０のサンプルの各変化率は、製
造例５のサンプルの変化率と比べて、低い値であることがわかった。
【０３２９】
　（評価２）
　参考例１～４および参考比較例１～３にて製造した芳香カートリッジについて、以下の
評価を行った。
【０３３０】
　使用する喫煙具本体の概略を説明する。喫煙具本体は、フィリップモーリス社製の加熱
式喫煙具であるアイコス（登録商標）を用いた。前記喫煙具は、図１に示すような構成を
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有している。詳細には、加熱要素（２１１）は、幅４．５ｍｍ、先端までの長さ１２ｍｍ
、厚さは０．４ｍｍである。差し込み部（２１０）の内径は、７ｍｍであり、芳香カート
リッジの外形にほぼ等しい。前記加熱要素（２１１）は、喫煙具本体（２００）内に設け
られているバッテリー（不図示）から供給される電力によって発熱し、およそ３７０℃と
なる。そして、内蔵の制御システムにより、１４回の吸引によって１本の芳香カートリッ
ジの消費が終了する。なお、参考例および参考比較例の芳香カートリッジを差し込んだ際
に、喫煙具本体から外側に現れる芳香カートリッジ部分は、およそ２０ｍｍである。
【０３３１】
　参考例１～４および参考比較例１～３にて製造した芳香カートリッジを、前記喫煙具本
体にて喫煙後、芳香カートリッジ用充填物の落下試験を行った。
【０３３２】
　落下試験は、以下のようにして行い評価した。喫煙後の芳香カートリッジの一端側Ｕを
鉛直下方に向け、上下に振って充填物の飛び出しおよび落下の有無を観察した。なお、評
価基準は以下のとおりであり、ランクＡであれば実用可能である：
　ランクＡ：飛び出しまたは落下が見られず
　ランクＢ：飛び出しまたは落下があり。
【０３３３】
　（評価３）
　４５℃で所定期間保存した後の芳香カートリッジ用充填物の落下試験を、以下のように
行い評価した。
【０３３４】
　参考例１～４および参考比較例１～３にて製造した芳香カートリッジを、長辺７０ｍｍ
、短辺１４ｍｍ、高さ４５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように
充填した。このように、用意された芳香カートリッジ入り箱を、４５℃の環境下で２週間
放置した。その後、箱から芳香カートリッジを取り出し、芳香カートリッジの一端側Ｕを
鉛直下方に向け、芳香カートリッジ用充填物の飛び出しおよび落下の有無を観察した。な
お、評価基準は、以下のとおりであり、ランクＡであれば実用可能である：
　ランクＡ：飛び出しまたは落下が見られず
　ランクＢ：飛び出しまたは落下があり。
【０３３５】
　評価２および評価３の結果を、下記表４に示す。
【０３３６】
【表４】

　上記表４から明らかなように、参考例１～４の芳香カートリッジは、ユーザーのハンド
リング性が良好であることがわかった。
【０３３７】
　（評価４）
　製造例３、製造例７、製造例９、および製造例１０において作製した非タバコ材組成物
のシートから得られた、幅１．５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの長方形の形
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状のサンプルについて、それぞれハロゲンランプ照射による乾燥の前後の、長さ、幅、厚
さ、および体積を測定し、その変化量を定量的に測定した。
【０３３８】
　変化量の測定には、ハロゲン水分計（電子ハロゲン水分測定器）（Ｂａｎｇｘｉ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ．Ｌｔｄ．社製、型番：ＤＨＳ－５０－
５）を使用した。
【０３３９】
　ハロゲン水分計の試料皿に、前記サンプルを載置し、ヒーターカバー内に設置されたハ
ロゲンランプによって、試料皿上部からサンプルを加熱した。加熱温度を１０５℃とし、
所定の乾燥時間経過後の非タバコ材組成物のシートの長さ、幅、厚さ、および体積を測定
した。乾燥時間は０分、１０分、１５分に設定し、それぞれの経過時において測定を行っ
た。
【０３４０】
　長さ、幅、厚さ、および体積の変化率の定義式や記号の説明を下記表５に示す。
【０３４１】
【表５】

　評価４の測定結果を、下記表６に示す。なお、微結晶セルロースの代わりに、微結晶構
造を有さないメチルセルロースを用いた製造例９において作製した非タバコ材組成物のシ
ートから得られたサンプルについて測定したところ、各変化率は製造例７と同様だった。
そのため、下記表６では、製造例３、製造例７、および製造例１０の測定結果を示す。
【０３４２】
【表６】

　上記表６から明らかなように、製造例３および製造例１０のサンプルの各変化率は、製
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【０３４３】
　（評価５）
　実施例１～４および比較例１～２にて製造した芳香カートリッジについて、以下の評価
を行った。
【０３４４】
　使用した喫煙具本体の概略を説明する。喫煙具本体は、ブリティッシュアメリカンタバ
コ社製の加熱式喫煙具であるグロー（登録商標）を用いた。前記喫煙具は、図７に示すよ
うな構成を有している。詳細には、喫煙具本体（４００）には、芳香カートリッジ（５０
０）を挿入するための挿入部（４５０）が設けられている。喫煙具本体（４００）の外装
部（４１０）があり、芳香カートリッジの周囲を取り巻く加熱部（４４０）により、芳香
カートリッジのエアロゾル形成基材（１１０）が加熱されエアロゾルが発生し、喫煙され
る。他端側Ｄからの喫煙時には、通気孔（４３１）から空気が流れ込み、発生したエアロ
ゾルが、中空の筒部材（５３０）、移送部材（１３０）、マウスピース（１４０）を通過
して喫煙される。制御部（４２０）には、バッテリーまたは加熱部の制御装置等が内蔵さ
れている。
【０３４５】
　実施例１～４および比較例１～２にて製造した芳香カートリッジを、前記喫煙具本体に
差し込み、喫煙の試験を行った。
【０３４６】
　喫煙の試験は、以下のようにして行った。作製した芳香カートリッジを長辺５５ｍｍ、
短辺１２ｍｍ、高さ８５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように２
０本充填した。このように、用意された芳香カートリッジを、４５℃の環境で２週間放置
し、喫煙する際の芳香カートリッジのハンドリング性について、以下の評価基準に基づい
て評価を行った。ランクＡであれば実用可能である：
　ランクＡ：差し込み時や抜き取り時に、芳香カートリッジに変形がなく、充填物の飛び
出しもない
　ランクＢ：差し込み時や抜き取り時に、芳香カートリッジに若干の変形があるか、また
は充填物の飛び出しがある。
【０３４７】
　（評価６）
　４５℃で所定期間保存した後の芳香カートリッジ用充填物の落下試験を、以下のように
行い評価した。
【０３４８】
　実施例１～４および比較例１～２にて製造した芳香カートリッジを、長辺５５ｍｍ、短
辺１２ｍｍ、高さ８５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように充填
した。このように、用意された芳香カートリッジ入り箱を、４５℃の環境下で２週間放置
した。その後、箱から芳香カートリッジを取り出し、芳香カートリッジの一端側Ｕを鉛直
下方に向け、芳香カートリッジ用充填物の飛び出しおよび落下の有無を観察した。なお、
評価基準は、以下のとおりであり、ランクＡであれば実用可能である：
　ランクＡ：飛び出しまたは落下が見られず
　ランクＢ：飛び出しまたは落下があり。
【０３４９】
　評価５および評価６の結果を、下記表７に示す。
【０３５０】
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【表７】

　上記表７から明らかなように、実施例１～４の芳香カートリッジは、実用可能であるこ
とがわかった。
【０３５１】
　以上、説明した本発明の実施形態によれば以下の効果を奏する。
【０３５２】
　本発明によれば、タバコの成分を含まない植物の芳香や味わいを楽しむことができる非
タバコ材を用いた喫煙具に用いられる芳香カートリッジ用充填物において、製造時や保管
時の経時的な収縮や体積変化を低減することができる。よって、本発明によれば、ユーザ
ーのハンドリングの際に、使用前および使用後の芳香カートリッジから、芳香カートリッ
ジ用充填物が脱落したり、落下したりすることを防止する手段を提供することができる。
【０３５３】
　また、本発明によれば、芳香カートリッジ用充填物の収縮や体積変化の低減により、製
造後の保管の期間や温度の状況にかかわらず、エアロゾルが通過する芳香カートリッジ用
充填物の空隙を一定の大きさに維持することができ、好適な使用感を保つことができる。
【０３５４】
　（製造例１７）
　メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　エチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００質量部
　ポリビニルポリピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００質量部
　上記を秤量し、メントールをエチルアルコールに溶解させ、メントールのエチルアルコ
ール溶液を得た。前記メントールのエチルアルコール溶液に上記ポリビニルポリピロリド
ンを加え、攪拌混合し、メントール／エチルアルコール／ポリビニルポリピロリドン混合
物（メントール溶解物）を得た。
【０３５５】
　キシリトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００質量部
　以上を攪拌混合し、キシリトール／水溶液を得た。
【０３５６】
　次に、紅茶の葉を７０℃で乾燥させ、粉砕し、８０メッシュの篩を通過したものを用い
た。水分量は、２質量％であった。
紅茶葉の乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
メントール／エチルアルコール／ポリビニルポリピロリドン混合物　　　　　２５質量部
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
カルボキシメチルセルロースナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４質量部
キシリトール／水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８質量部
グルコマンナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
を混合機に投入し、１５分間混合を行い、非タバコ材組成物を得た。
【０３５７】
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　得られた非タバコ材組成物を、充填物成形工程［手段］（Ｆ）に供した。非タバコ材組
成物を３本ロールミルにて、混練・分散を兼ねながら所望の厚さのシートとした。本実施
例では、非タバコ材組成物を３本ロールミルに投入し、シートの状態を見ながら純水２０
質量部を加え、ドクターブレードをロールに押し当てシート状物を採取する工程［手段］
を８回繰り返した。
【０３５８】
　このようにして得られた非タバコ材組成物のシートは、厚さが０．３ｍｍであった。前
記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、
この切断物を、ロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．
３ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、束ねて長手方
向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（
巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を
長さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．５ｍｍ、長さ
２４０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基
材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容
積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３５９】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３６０】
　（製造例１８）
　製造例１７と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。その後の充填物成形工程［手
段］（Ｆ）にて、厚さ０．１ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記非タバコ材組
成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、この切断物をロ
ータリーカッターに供給し、幅１．０ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの形状に加
工したシート切断物とした。前記シート切断物２２５本を、束ねて長手方向に揃えたうえ
で、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物）とした。
円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状したもの（巻物）を長さ１２．０ｍｍ
に切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．０ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚
さ０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材を得た。前記
エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳
香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３６１】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３６２】
　（製造例１９）
　製造例１７と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。その後の充填物成形工程［手
段］（Ｆ）にて、厚さ０．５ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記非タバコ材組
成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、この切断物を、
ロータリーカッターに供給し、幅２．０ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．５ｍｍの形状に
加工したシート切断物とした。前記シート切断物２３本を、束ねて長手方向に揃えたうえ
で、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物）とした。
円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたもの（巻物）を長さ１２．０ｍｍに切断し
、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅２．０ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ０．５
ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾ
ル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カート
リッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
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【０３６３】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３６４】
　（製造例２０）
　ポリビニルポリピロリドンの代わりに、ポリビニルピロリドンを用いたことを除いては
、製造例１８と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。なお、前記ポリビニルピロリ
ドンは水溶性ポリマーである。
【０３６５】
　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚さ０．１ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、この切断物を、ロータリーカッターに供給し、幅１．０ｍｍ、長さ２４０
ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物２２５本
を、束ねて長手方向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付け
し円柱状のもの（巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたもの（巻
物）を長さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、幅１．０ｍｍ
、長さ１２．０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。また、前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾ
ル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であっ
た。
【０３６６】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３６７】
　（製造例２１）
　エチルアルコールにポリビニルポリピロリドンを混合してから、メントールを溶解した
ことを除いては、製造例１７と同様にして、非タバコ材組成物を作製した。
【０３６８】
　その後の充填物成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚さ０．３ｍｍの非タバコ材組成物のシ
ートとした。前記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断
した。次いで、この切断物を、ロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０
ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を
、束ねて長手方向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし
円柱状のもの（巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。円柱状にしたものを長さ
１２．０ｍｍに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カ
ートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材とした。前記エアロゾル形成基材の質量は
０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体
積充填率は、０．６０であった。
【０３６９】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、表８に挙げる。
【０３７０】
　（製造例２２）
メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
エチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００質量部
　上記を秤量し、メントールをエチルアルコールに溶解させ、メントール／エチルアルコ
ール溶液を作製した。
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キシリトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００質量部
　以上を攪拌混合し、キシリトール／水溶液を作製した。
紅茶葉の乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
メントール／エチルアルコール溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５質量部
ポリビニルポリピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
カルボキシメチルセルロースナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４質量部
キシリトール／水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８質量部
グルコマンナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
を混合機に投入し、１５分間混合を行い、非タバコ材組成物を得た。
【０３７１】
　得られた非タバコ材組成物を、充填物成形工程［手段］（Ｆ）に供した。非タバコ材組
成物を３本ロールミルにて、混練・分散を兼ねながら所望の厚さのシートとした。本実施
例では、非タバコ材組成物を３本ロールミルに投入し、シートの状態を見ながら純水を２
０質量部加え、ドクターブレードをロールに押し当てシート状物を採取する工程［手段］
を８回繰り返した。
【０３７２】
　このようにして得られた非タバコ材組成物のシートは、厚さが０．３ｍｍであった。前
記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、
この切断物を、ロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．
３ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、束ねて長手方
向に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（
巻物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を
長さ１２．０ｍｍに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の
芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材とした。前記エアロゾル形成基材の
質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、充填物の体積充填率は、
０．６０であった。
【０３７３】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）およびメントール減少
率ｄを、下記表８に示す。
【０３７４】
　（製造例２３）
　ポリビニルポリピロリドンを用いないことを除いては、製造例２２と同様にして、非タ
バコ材組成物を作製した。
【０３７５】
　その後の充填物成形工程［手段］は、製造例１８と同様に行った。その後の充填物成形
工程［手段］（Ｆ）にて、厚さ０．１ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記非タ
バコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、この切
断物を、ロータリーカッターに供給し、幅１．０ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍ
の形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物２２５本を、束ねて長手方向に
揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物
）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を長さ
１２．０ｍｍに切断し、幅１．０ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの形状の芳香
カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材とした。前記エアロゾル形成基材の質量
は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の
体積充填率は、０．６０であった。
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【０３７６】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３７７】
　（製造例２４）
　メントール／エチルアルコール／ポリビニルポリピロリドン混合物を１０質量部用いる
ことを除いては、製造例１７と同様にして、幅１．５ｍｍ、長さ１２．０ｍｍ、厚さ０．
３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基材を作製した。前記エ
アロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香
カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３７８】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３７９】
　（製造例２５）
　メントール／エチルアルコール／ポリビニルポリピロリドン混合物（メントール溶解物
）を５０質量部用いることを除いては、製造例１７と同様にして、幅１．５ｍｍ、長さ１
２．０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾル形成基
材を作製した。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材
の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３８０】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表８に示す。
【０３８１】
【表８】

　（製造例２６）
　製造例１７で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．
５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に、
この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ、
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厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た。
前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して
、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３８２】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３８３】
　（製造例２７）
　製造例１８で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．
０ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
１４２本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に
、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．０ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ
、厚さ０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た
。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６４ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対し
て、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３８４】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３８５】
　（製造例２８）
　製造例１９で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦２．
０ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
１４本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に、
この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅２．０ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ、
厚さ０．５ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た。
前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して
、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３８６】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３８７】
　（製造例２９）
　製造例２０で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．
０ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
１４２本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に
、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．０ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ
、厚さ０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た
。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６４ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対し
て、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３８８】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３８９】



(54) JP 2020-14455 A 2020.1.30

10

20

30

40

50

　（製造例３０）
　製造例２１で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．
５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に、
この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ、
厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た。
前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して
、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３９０】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３９１】
　（製造例３１）
　製造例２２で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．
５ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に、
この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ、
厚さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た。
前記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して
、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３９２】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３９３】
　（製造例３２）
　製造例２３で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０
ｍｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．
０ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物
１４２本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に
、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．０ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ
、厚さ０．１ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た
。前記エアロゾル形成基材の質量は０．６４ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対し
て、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０であった。
【０３９４】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３９５】
　（製造例３３）
　製造例８で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０ｍ
ｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．５
ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物３
１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に、こ
の巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ、厚
さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た。前
記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、
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【０３９６】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３９７】
　（製造例３４）
　製造例９で得られた非タバコ材組成物のシートをカッターで縦１５０ｍｍ、横２１０ｍ
ｍの矩形状に切断した後、さらに回転刃方式のロータリーカッターを使用して、縦１．０
ｍｍ、横２１０ｍｍとなるように切断を行い、シート切断物を得た。このシート切断物３
１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物を作製した。最後に、こ
の巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、幅１．５ｍｍ、長さ４２．０ｍｍ、厚
さ０．３ｍｍの形状の芳香カートリッジ用充填物を有するエアロゾル形成基材を得た。前
記エアロゾル形成基材の質量は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、
芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．５９であった。
【０３９８】
　なお、前記芳香カートリッジ用充填物のメントールの含有量ｄ（０）、５℃で２４時間
放置後の質量ｄ（２４）、５℃で４８時間放置後の質量ｄ（４８）、およびメントール減
少率ｄを、下記表９に示す。
【０３９９】
【表９】

　各製造例で得られたエアロゾル形成基材に含まれる芳香カートリッジ用充填物の幅、長
さ、厚さ、および本数を、下記表１０に示す。
【０４００】
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【表１０】

　（参考例５）
　製造例１７で作製したエアロゾル形成基材と、円筒形状の中空管である支持要素（図２
中の３００）と、マウスピースとなるフィルター（図２中の１４０）とを準備した。支持
要素（図２中の３００）の底面および上面の直径、すなわち外径をφ６．９ｍｍとし、中
空部分については、φ４ｍｍの貫通穴とした。マウスピースとなるフィルター（図２中の
１４０）については、長さ２３ｍｍのものを用いた。また、包装部材として、坪量３８ｇ
／ｍ２の紙を用い、内径６．９ｍｍとなるように２周半の巻きを行い、のり付けをしたも
のを用いた。このように、坪量が、３２ｇ／ｍ２以上４５ｇ／ｍ２以下の紙を２周半巻い
て紙製筒を作製し、包装部材とすると、加熱要素を差し込んで使用する喫煙具本体に使用
される芳香カートリッジとして好適である。
【０４０１】
　包装部材（図２中の１５０）としての紙製筒内部に接着剤を塗布し、他端側Ｄから、フ
ィルターを挿入してマウスピースとし、一端側Ｕから、支持要素（図２中の３００）を挿
入し、次いでエアロゾル形成基材（図２中の１１０）を挿入した。さらに、マウスピース
の部分に、坪量４０ｇ／ｍ２の紙を、マウスピース（図２中の１４０）とほぼ重なるよう
に巻いた。
【０４０２】
　このようにして、芳香カートリッジを作製した。
【０４０３】
　（参考例６）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１８で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４０４】
　（参考例７）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例１９で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
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【０４０５】
　（参考例８）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２１で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４０６】
　（参考例９）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２２で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４０７】
　（参考例１０）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２４で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４０８】
　（参考例１１）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２５で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４０９】
　（参考比較例４）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２０で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１０】
　（参考比較例５）
　製造例１７のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２３で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、参考例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１１】
　（実施例５）
　製造例１１で作製したエアロゾル形成基材と、外径が５．５ｍｍであり、長さが２５ｍ
ｍ、厚み０.５ｍｍとなるように厚紙を巻いて円筒形状とした冷却領域確定部材（４０）
と、外径が５．５ｍｍであり、長さが８ｍｍである円筒形状に成形されたセルロースアセ
テート繊維からなるフィルター部材（５０）と、外径が５．５ｍｍであり、長さが８ｍｍ
、厚み０.５ｍｍとなるように厚紙を巻いて円筒形状としたマウスピース（６０）と、縦
２０ｍｍ横８３ｍｍである紙の包装部材（７０）を準備した。
【０４１２】
　上流側Ｕから下流側Ｄに向かって、エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（
４０）、フィルター部材（５０）、およびマウスピース（６０）をこの順に隣接配置した
うえで、接着剤を付した包装部材（７０）で巻上げ、芳香カートリッジ（８０）とした。
本実施例の芳香カートリッジは、外径略５．５ｍｍ、長さ８３ｍｍの円筒形状の外観を呈
している。
【０４１３】
　エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、
およびマウスピース（６０）は、包装部材（７０）によって包装されている。エアロゾル
形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）、マウスピース
（６０）、および芳香カートリッジ（８０）の長手方向は相互に平行である。なお、エア
ロゾル形成基材（２０）の配置位置とマウスピース（６０）の配置位置を結ぶ方向、すな
わちエアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィルター部材（５０）
、およびマウスピース（６０）の４つの要素が隣接配置される方向が、芳香カートリッジ
（８０）の長手方向である。芳香カートリッジ（８０）の長手方向に沿って、エアロゾル
形成基材（２０）が配置される側を上流側Ｕ、マウスピース（６０）が配置される側を下
流側Ｄと規定する。
【０４１４】
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　（実施例６）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２７で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１５】
　（実施例７）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２８で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１６】
　（実施例８）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例３０で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１７】
　（実施例９）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例３１で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１８】
　（実施例１０）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例３３で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４１９】
　（実施例１１）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例３４で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４２０】
　（比較例３）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例２９で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４２１】
　（比較例４）
　製造例２６のエアロゾル形成基材の代わりに、製造例３２で作製したエアロゾル形成基
材を用いたことを除いては、実施例５と同様にして、芳香カートリッジを作製した。
【０４２２】
　［評価］
　以上のようにして得られた芳香カートリッジについて、以下の評価を行った。
【０４２３】
　（評価７－１）
　参考例５～１１および参考比較例４～５で作製した芳香カートリッジを、長辺７０ｍｍ
、短辺１４ｍｍ、高さ４５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように
２０本充填した。このように、用意された芳香カートリッジ入り箱を、５℃の環境下、４
８時間ポリエチレン袋に入れて放置した。
【０４２４】
　その後、芳香カートリッジを箱から取り出し、常温常湿環境に１日放置したものについ
て以下の評価を行った。芳香カートリッジのエアロゾル形成基材の表面を一端側から観察
し、メントールの白い結晶が現れているかどうかを５倍の拡大鏡を用いて、目視にて１本
ごとの白い結晶の個数をカウントし、２０本の平均値を求め下記基準に基づき評価した：
　ランクＡ：白い結晶が認められない
　ランクＢ：白い結晶が１～４個
　ランクＣ：白い結晶が５個以上
　ランクＣのものは、長期の保管などにより、メントールが失われて清涼感が損なわれる
可能性の高いものである。ランクＡおよびランクＢであれば実用可能である。
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【０４２５】
　（評価７－２）
　実施例５～１１および比較例４～５で作製した芳香カートリッジを長辺５５ｍｍ、短辺
１２ｍｍ、高さ８５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように２０本
充填した。このように、用意された芳香カートリッジ入り箱を、５℃の環境下、４８時間
ポリエチレン袋に入れて放置した。
【０４２６】
　その後、芳香カートリッジを箱から取り出し、常温常湿環境に１日放置したものについ
て以下の評価を行った。芳香カートリッジのエアロゾル形成基材の表面を一端側から観察
し、メントールの白い結晶が現れているかどうかを５倍の拡大鏡を用いて、目視にて１本
ごとの白い結晶の個数をカウントし、２０本の平均値を求め下記基準に基づき評価した：
　ランクＡ：白い結晶が認められない
　ランクＢ：白い結晶が１～４個
　ランクＣ：白い結晶が５個以上
　ランクＣのものは、長期の保管などにより、メントールが失われて清涼感が損なわれる
可能性の高いものである。ランクＡおよびランクＢであれば実用可能である。
【０４２７】
　（評価８－１）
　使用した喫煙具本体の概略を説明する。喫煙具本体は、フィリップモーリス社製の加熱
式喫煙具であるアイコス（登録商標）を用いた。前記喫煙具は、図１に示すような構成を
有している。詳細には、加熱要素（２１１）は、幅４．５ｍｍ、先端までの長さ１２ｍｍ
、厚さは０．４ｍｍである。差し込み部（２１０）の内径は、７ｍｍであり、芳香カート
リッジの外形にほぼ等しい。前記加熱要素（２１１）は、喫煙具本体（２００）内に設け
られているバッテリー（不図示）から供給される電力によって発熱し、およそ３７０℃と
なる。そして、内蔵の制御システムにより、１４回の吸引によって１本の芳香カートリッ
ジの消費が終了する。なお、参考例および参考比較例の芳香カートリッジを差し込んだ際
に、喫煙具本体から外側に現れる芳香カートリッジ部分は、およそ２０ｍｍである。
【０４２８】
　参考例５～１１および参考比較例４～５にて製造した芳香カートリッジを、前記喫煙具
本体に差し込み、喫煙の試験を行った。
【０４２９】
　喫煙の試験は、以下のようにして行った。作製した芳香カートリッジを長辺７０ｍｍ、
短辺１４ｍｍ、高さ４５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように２
０本充填した。このように用意された芳香カートリッジを、２５℃の環境で２週間放置し
たサンプルと、作製直後のサンプルとを用い、メントールの風味について官能試験を行っ
た。なお官能試験は、喫煙者５人によって行い、評価基準（詳細評価）は以下の通りであ
って、最も多かった評価を総合評価の欄に示した。総合評価のランクがＡであれば実用可
能である：
　ランクＡ：作製直後に比べて、放置後のサンプルはメントールの風味が変わらない
　ランクＢ：作製直後に比べて、放置後のサンプルはややメントールの風味が弱い
　ランクＣ：作製直後に比べて、放置後のサンプルはメントールの風味が明らかに弱い。
【０４３０】
　（評価８－２）
　使用した喫煙具本体の概略を説明する。喫煙具本体は、ブリティッシュアメリカンタバ
コ社製の加熱式喫煙具であるグロー（登録商標）を用いた。前記喫煙具は、図７に示すよ
うな構成を有している。詳細には、喫煙具本体（４００）には、芳香カートリッジ（５０
０）を挿入するための挿入部（４５０）が設けられている。喫煙具本体（４００）の外装
部（４１０）があり、芳香カートリッジの周囲を取り巻く加熱部（４４０）により、芳香
カートリッジのエアロゾル形成基材（１１０）が加熱されエアロゾルが発生し、喫煙され
る。他端側（２０）からの喫煙時には、通気孔（４３１）から空気が流れ込み、発生した
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を通過して喫煙される。制御部（４２０）には、バッテリーまたは加熱部の制御装置等が
内蔵されている。
【０４３１】
　実施例５～１１および比較例３～４にて製造した芳香カートリッジを、前記喫煙具本体
に差し込み、喫煙の試験を行った。
【０４３２】
　喫煙の試験は、以下のようにして行った。作製した芳香カートリッジを長辺５５ｍｍ、
短辺１２ｍｍ、高さ８５ｍｍである紙製の箱に、エアロゾル形成基材が底に向くように２
０本充填した。このように用意された芳香カートリッジを、２５℃の環境で２週間放置し
たサンプルと、作製直後のサンプルを用い、メントールの風味について官能試験を行った
。なお官能試験は、喫煙者５人によって行い、評価基準（詳細評価）は以下の通りであっ
て、最も多かった評価を総合評価の欄に示した。総合評価のランクがＡであれば実用可能
である：
　ランクＡ：作製直後に比べて、放置後のサンプルはメントールの風味が変わらない
　ランクＢ：作製直後に比べて、放置後のサンプルはややメントールの風味が弱い
　ランクＣ：作製直後に比べて、放置後のサンプルはメントールの風味が明らかに弱い。
【０４３３】
　評価７－１および評価８－１の結果を下記表１１に、評価７－２および評価８－２の結
果を下記表１２に、それぞれ示す。
【０４３４】

【表１１】

【０４３５】
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【表１２】

　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
【０４３６】
　本発明によれば、タバコの成分を含まない植物の芳香や味わいに加え、メントールの清
涼感を楽しむことができる非タバコ材を用いた喫煙具において、長期間にわたる保存をし
た後でも、メントールの風味を保つことができる芳香カートリッジ用充填物および芳香カ
ートリッジを提供することができる。
【０４３７】
　本発明の別の側面によれば、タバコの成分を含まない植物の芳香や味わいに加え、メン
トールの清涼感を楽しむことができる非タバコ材を用いた喫煙具において、長期間にわた
る保存をした後でも、メントールの風味を保つことのできる非タバコ材組成物を製造する
ことができる。
【０４３８】
　本発明の別の側面によれば、長期間にわたる保存をした後でも、メントールの風味を保
つことができる非タバコ材組成物を、安価に、簡単に製造することができる。
【０４３９】
　（製造例３５）
　キシリトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００質量部
　以上を攪拌混合し、キシリトール／水溶液を得た。
【０４４０】
　次に、紅茶の葉を７０℃で乾燥させ、粉砕し、８０メッシュの篩を通過したものを用い
た。得られた乾燥粉砕物の水分量は、２質量％であった。同様に、あまちゃづるの乾燥物
を粉砕し、８０メッシュの篩を通過したものを用いた。
【０４４１】
　紅茶葉の乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０質量部
　あまちゃづるの乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
　メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　カルボキシメチルセルロースナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　４質量部
　キシリトール／水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８質量部
を混合機に投入し、１５分間混合を行い、第１の混合物を得た。
【０４４２】
　得られた第１の混合物を第２の混合工程［手段］に供した。前記第１の混合物１００質
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量部を３本ロールミルにて混合しつつ、グルコマンナン０．５質量部および水２０質量部
を添加した。その後、ドクターブレードをロールに押し当てシート状物を採取する工程［
手段］を８回繰り返し、第２の混合物（非タバコ材組成物）を得た。なお、この工程［手
段］は、第２の混合工程［手段］と充填物成形工程［手段］（Ｆ）の一部とを兼ねる工程
［手段］である。
【０４４３】
　第２の混合物（非タバコ材組成物）を３本ロールミルにて、混練・分散を兼ねながら所
望の厚さのシートとした。
【０４４４】
　このようにして得られた非タバコ材組成物のシートは、厚さが０．３ｍｍであった。前
記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、
この切断物をロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．３
ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、束ねて長手方向
に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻
物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を長
さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、長さが１２．０ｍｍ、
幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの芳香カートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材
を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積
に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０である。また、上記芳香
カートリッジ用充填物は、非タバコ材１００質量部に対して、０．９質量部の多糖類（グ
ルコマンナン）を含み、１９質量部のセルロース類を含み、６０質量部のエアロゾルフォ
ーマを含む。
【０４４５】
　なお、前記非タバコ材組成物のシートは、縦方向はロールの回転軸に平行となるように
押し出され、横方向はロールの回転方向に押し出された。
【０４４６】
　本製造例に用いたセルロース類であるカルボキシメチルセルロースナトリウムの溶液粘
度は、６５０ｍＰａ・ｓ（ブルックフィールド型粘度計、１質量％水溶液、２５℃）であ
り、多糖類であるグルコマンナンの溶液粘度は、４４，０００ｍＰａ・ｓ（ブルックフィ
ールド型粘度計、１質量％水溶液、２５℃）であった。
【０４４７】
　（製造例３６）
　第１の混合工程［手段］までは、製造例３５と同様にして第１の混合物を作製した。前
記第１の混合物をポリエチレン袋に入れ密封し、２０℃の温度下、６日間（１４４時間）
保持して養生した（養生工程［手段］）。養生工程［手段］後は、見かけの体積が、およ
そ１．５倍となった。養生工程［手段］後の養生混合物を目視にて観察したところ、養生
前に比べ、茶類の粉砕物の遊離が少なくなっている様子が見られた。
【０４４８】
　次いで、得られた養生混合物を第２の混合工程［手段］に供し、第２の混合物を得た。
なお、当該第２の混合工程［手段］は、製造例３５と同様にして、行った。上記第２の混
合物を用いて、以下製造例３５と同様にして、芳香カートリッジ用充填物を含むエアロゾ
ル形成基材を得た。すなわち、長さが１２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの芳
香カートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の
質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填
物の体積充填率は、０．６０である。
【０４４９】
　（製造例３７）
　キシリトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００質量部
　以上を攪拌混合し、キシリトール／水溶液を得た。
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【０４５０】
　次に、紅茶の葉を７０℃で乾燥させ、粉砕し、８０メッシュの篩を通過したものを用い
た。得られた乾燥粉砕物の水分量は、２質量％であった。同様に、あまちゃづるの乾燥物
を粉砕し、８０メッシュの篩を通過したものを用いた。
【０４５１】
　紅茶葉の乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０質量部
　あまちゃづるの乾燥粉砕物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
　メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　カルボキシメチルセルロースナトリウム　　　　　　　　　　　　　　４質量部
　キシリトール／水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８質量部
　グルコマンナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
を混合機に投入し、１５分間混合を行い、第１の混合物を得た。
【０４５２】
　得られた第１の混合物を３本ロールミルにて混合し、ドクターブレードをロールに押し
当てシート状物を採取する工程［手段］を８回繰り返した。
【０４５３】
　非タバコ材組成物を３本ロールミルにて、混練・分散を兼ねながら所望の厚さのシート
とした。
【０４５４】
　このようにして得られた非タバコ材組成物のシートは、厚さが０．３ｍｍであった。前
記非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、
この切断物をロータリーカッターに供給し、幅１．５ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．３
ｍｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物５０本を、束ねて長手方向
に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻
物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を長
さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、長さが１２．０ｍｍ、
幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの芳香カートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材
を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積
に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０である。また、上記芳香
カートリッジ用充填物は、非タバコ材１００質量部に対して、０．５質量部の多糖類（グ
ルコマンナン）を含み、１９質量部のセルロース類を含み、６０質量部のエアロゾルフォ
ーマを含む。
【０４５５】
　なお、前記非タバコ材組成物のシートは、縦方向はロールの回転軸に平行となるように
押し出され、横方向はロールの回転方向に押し出された。
【０４５６】
　本製造例に用いたセルロース類であるカルボキシメチルセルロースナトリウムの溶液粘
度は、６５０ｍＰａ・ｓ（ブルックフィールド型粘度計、１質量％水溶液、２５℃）であ
り、多糖類であるグルコマンナンの溶液粘度は、４４，０００ｍＰａ・ｓ（ブルックフィ
ールド型粘度計、１質量％水溶液、２５℃）であった。
【０４５７】
　（製造例３８）
　製造例３６と同様にして、第２の混合物（非タバコ材組成物）を得た。その後の充填物
成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚さ０．１ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記
非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、こ
の切断物をロータリーカッターに供給し、幅１．０ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．１ｍ
ｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物２２５本を、束ねて長手方向
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に揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻
物）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。このように円柱状にしたもの（巻物）を長
さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、長さが１２．０ｍｍ、
幅１．０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの芳香カートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材
を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．２９ｇであり、エアロゾル形成基材の容積
に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６０である。
【０４５８】
　（製造例３９）
　製造例３６と同様にして、第２の混合物（非タバコ材組成物）を得た。その後の充填物
成形工程［手段］（Ｆ）にて、厚さ０．５ｍｍの非タバコ材組成物のシートとした。前記
非タバコ材組成物のシートを縦１５０ｍｍ横２４０ｍｍの長方形に切断した。次いで、こ
の切断物をロータリーカッターに供給し、幅２．０ｍｍ、長さ２４０ｍｍ、厚さ０．５ｍ
ｍの形状に加工したシート切断物とした。前記シート切断物２３本を、束ねて長手方向に
揃えたうえで、坪量３４ｇ／ｍ２の紙で巻いて包み込み、のり付けし円柱状のもの（巻物
）とした。円柱の内径は６．９ｍｍとした。前記加工物を円柱状にしたもの（巻物）を長
さ１２．０ｍｍに切断し、エアロゾル形成基材を得た。すなわち、長さが１２．０ｍｍ、
幅２．０ｍｍ、厚さ０．５ｍｍの芳香カートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材
を得た。前記エアロゾル形成基材の質量は０．３０ｇであり、エアロゾル形成基材の容積
に対して、芳香カートリッジ用充填物の体積充填率は、０．６２である。
【０４５９】
　（製造例４０）
　グルコマンナンを添加しなかったことを除いては、製造例３７と同様にして、非タバコ
材組成物のシート、芳香カートリッジ用充填物、およびエアロゾル形成基材を作製した。
しかしながら、製造例４０において作製した非タバコ材組成物は、３本ロールミルを用い
た成形時に、シート形状とすることが難しかった。一応、非タバコ材組成物をシート化し
たものの、以下の評価９による評価ができない非タバコ材組成物シートしか得られなかっ
た。
【０４６０】
　（製造例４１）
　製造例３５で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１
０ｍｍの矩形状に切断した。この切断したシートを、さらに回転刃方式のロータリーカッ
ターを使用して、幅１．５ｍｍ、長さ２１０ｍｍとなるように切断し、シート切断物を得
た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、エアロゾル形
成基材を得た。すなわち、長さが４２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの芳香カ
ートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量
は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の
体積充填率は、０．５９である。
【０４６１】
　（製造例４２）
　製造例３６で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１
０ｍｍの矩形状に切断した。この切断したシートを、さらに回転刃方式のロータリーカッ
ターを使用して、幅１．５ｍｍ、長さ２１０ｍｍとなるように切断し、シート切断物を得
た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、エアロゾル形
成基材を得た。すなわち、長さが４２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの芳香カ
ートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量
は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の
体積充填率は、０．５９である。
【０４６２】
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　（製造例４３）
　製造例３７で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１
０ｍｍの矩形状に切断した。この切断したシートを、さらに回転刃方式のロータリーカッ
ターを使用して、幅１．５ｍｍ、長さ２１０ｍｍとなるように切断し、シート切断物を得
た。このシート切断物３１本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、エアロゾル形
成基材を得た。すなわち、長さが４２．０ｍｍ、幅１．５ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの芳香カ
ートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量
は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の
体積充填率は、０．５９である。
【０４６３】
　（製造例４４）
　製造例３８で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１
０ｍｍの矩形状に切断した。この切断したシートを、さらに回転刃方式のロータリーカッ
ターを使用して、幅１．０ｍｍ、長さ２１０ｍｍとなるように切断し、シート切断物を得
た。このシート切断物１４２本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻
物を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、エアロゾル
形成基材を得た。すなわち、長さが４２．０ｍｍ、幅１．０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの芳香
カートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質
量は０．６４ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物
の体積充填率は、０．６０である。
【０４６４】
　（製造例４５）
　製造例３９で得られた非タバコ材組成物のシートを、カッターで縦１５０ｍｍ、横２１
０ｍｍの矩形状に切断した。この切断したシートを、さらに回転刃方式のロータリーカッ
ターを使用して、幅２．０ｍｍ、長さ２１０ｍｍとなるように切断し、シート切断物を得
た。このシート切断物１４本を、包装部材であるタバコ紙で巻き、外径５．５ｍｍの巻物
を作製した。最後に、この巻物をカッターで４２．０ｍｍの長さに切断し、エアロゾル形
成基材を得た。すなわち、長さが４２．０ｍｍ、幅２．０ｍｍ、厚さ０．５ｍｍの芳香カ
ートリッジ用充填物を含む、エアロゾル形成基材を得た。前記エアロゾル形成基材の質量
は０．６３ｇであり、エアロゾル形成基材の容積に対して、芳香カートリッジ用充填物の
体積充填率は、０．５９である。
【０４６５】
　（製造例４６）
　製造例４０で得られた非タバコ材組成物のシートを用いたことを除いては、製造例４３
と同様にして、芳香カートリッジ用充填物、およびエアロゾル形成基材を作製した。しか
しながら、製造例４６において作製した非タバコ材組成物は、３本ロールミルを用いた成
形時に、シート形状とすることが難しかった。一応、非タバコ材組成物をシート化したも
のの、以下の評価９による評価ができない非タバコ材組成物シートしか得られなかった。
【０４６６】
　以下に、上記製造例３５～４６で得られた芳香カートリッジ用充填物の寸法を示す。ま
た、以下の表１３では、各製造例について、非タバコ材組成物を得る際にグルコマンナン
を添加したタイミング、養生工程［手段］の有無、およびエアロゾル形成基材に含まれる
芳香カートリッジ用充填物の本数についても示す。
【０４６７】
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【表１３】

　（参考例１２）
　製造例３５で作製したエアロゾル形成基材と、円筒形状の中空管である支持要素（図２
中の３００）と、マウスピースとなるフィルター（図２中の１４０）を準備した。支持要
素（図２中の３００）の底面および上面の直径、すなわち外径をφ６．９ｍｍとし、中空
部分について、φ４ｍｍの貫通穴とした。マウスピースとなるフィルター（図２中の１４
０）については、長さ２３ｍｍのものを用いた。また、包装部材（図２中の１５０）とし
て、坪量３８ｇ／ｍ２の紙を用い、内径６．９ｍｍとなるように２周半の巻きを行い、の
り付けをしたものを用いた。このように、坪量が、３２ｇ／ｍ２以上４５ｇ／ｍ２以下の
紙を２周半巻いて紙製筒を作製し、当該紙製筒を包装部材として用いると、加熱要素を差
し込んで使用する喫煙具本体に使用される芳香カートリッジとして好適である。
【０４６８】
　包装部材（図２中の１５０）としての紙製筒内部に接着剤を塗布し、他端側Ｄから、フ
ィルターを挿入してマウスピース（図２中の１４０）とし、一端側Ｕから、支持要素（図
２中の３００）を挿入し、次いでエアロゾル形成基材（図２中の１１０）を挿入した。さ
らに、マウスピースの部分に、坪量４０ｇ／ｍ２の紙を、マウスピース（図２中の１４０
）とほぼ重なるように巻いた。
【０４６９】
　このようにして、芳香カートリッジを作製した。
【０４７０】
　（参考例１３）
　製造例３６で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、参考例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４７１】
　（参考例１４）
　製造例３８で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、参考例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４７２】
　（参考例１５）
　製造例３９で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、参考例１２と同様
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にして芳香カートリッジを作製した。
【０４７３】
　（参考例１６）
　製造例３７で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、参考例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４７４】
　（参考比較例６）
　製造例４０で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、参考例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。しかしながら、上述のように、製造例４０において
作製した非タバコ材組成物は成形性が悪く、芳香カートリッジ用充填物が軟らかすぎ、芳
香カートリッジの作製に難があった。
【０４７５】
　（実施例１２）
　製造例４１で作製したエアロゾル形成基材と、外径が５．５ｍｍであり、長さが２５ｍ
ｍ、厚み０.５ｍｍとなるように厚紙を巻いて円筒形状とした冷却領域確定部材（図１０
中の４０）と、外径が５．５ｍｍであり、長さが８ｍｍである円筒形状に成形されたセル
ロースアセテート繊維からなるフィルター部材（図１０中の５０）と、外径が５．５ｍｍ
であり、長さが８ｍｍ、厚み０.５ｍｍとなるように厚紙を巻いて円筒形状としたマウス
ピース（図１０中の６０）と、縦２０ｍｍ横８３ｍｍである紙の包装部材（図１０中の７
０）を準備した。
【０４７６】
　上流側Ｕから下流側Ｄに向かって、エアロゾル形成基材（図１０中の２０）、冷却領域
確定部材（図１０中の４０）、フィルター部材（図１０中の５０）、およびマウスピース
（図１０中の６０）をこの順に隣接配置したうえで、接着剤を付した包装部材（図１０中
の７０）で巻上げ、芳香カートリッジ（図１０中の８０）とした。本実施例の芳香カート
リッジは、外径略５．５ｍｍ、長さ８３ｍｍの円筒形状の外観を呈している。
【０４７７】
　図１０によって例示されるように、エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（
４０）、フィルター部材（５０）、およびマウスピース（６０）は、包装部材（７０）に
よって包装されている。エアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部材（４０）、フィ
ルター部材（５０）、マウスピース（６０）、および芳香カートリッジ（８０）の長手方
向は相互に平行である。なお、エアロゾル形成基材（２０）の配置位置とマウスピース（
６０）の配置位置とを結ぶ方向、すなわちエアロゾル形成基材（２０）、冷却領域確定部
材（４０）、フィルター部材（５０）、およびマウスピース（６０）の４つの要素が隣接
配置される方向が芳香カートリッジ（８０）の長手方向である。芳香カートリッジ（８０
）の長手方向に沿って、エアロゾル形成基材（２０）が配置される側を上流側Ｕ、マウス
ピース（６０）が配置される側を下流側Ｄと規定する。
【０４７８】
　（実施例１３）
　製造例４２で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、実施例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４７９】
　（実施例１４）
　製造例４４で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、実施例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４８０】
　（実施例１５）
　製造例４５で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、実施例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４８１】
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　（実施例１６）
　製造例４３で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、実施例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。
【０４８２】
　（比較例５）
　製造例４６で作製したエアロゾル形成基材を用いたことを除いては、実施例１２と同様
にして芳香カートリッジを作製した。しかしながら、上述のように、製造例４６において
作製した非タバコ材組成物は成形性が悪く、芳香カートリッジ用充填物が軟らかすぎ、芳
香カートリッジの作製に難があった。
【０４８３】
　［評価］
　以上のようにして得られた非タバコ材組成物のシートおよび芳香カートリッジについて
、以下の評価を行った。
【０４８４】
　（評価９）
　製造例３５～３７（および製造例４１～４３）で得られた非タバコ材組成物のシートに
ついて、強度試験を行った。試験の詳細は、図１８を参照して説明する。上記各製造例で
作製した非タバコ材組成物のシートについて、図１８中の幅Ｘを１０．０ｃｍとしたクラ
ンプ（６００）を一組準備し、クランプ（６００）間の距離Ｙを２０．０ｃｍとした引張
試験を行った。なお、試験に用いた各非タバコ材組成物のシートは、厚さ０．３ｍｍ、横
１０．０ｃｍ、縦２２．０ｃｍであった。試験環境は２０℃５０％ＲＨとした。一方のク
ランプを固定部材（６３０）によって固定し、他方のクランプを、プッシュプルゲージ（
６１０）を介して矢印（６４０）方向に引張り、非タバコ材組成物のシート（６２０）が
破れたときの力を評価した。ここでは、非タバコ材組成物のシートに裂け目等が入り、破
れ始める時点をもって破れたときの力とした。シートが破れたときの力が大きいほど、芳
香カートリッジ用充填物としての強靭性があると言えるため、好ましい。
【０４８５】
　強靭性が十分でないと、喫煙後に、充填物が落下する可能性が高い上記試験を行った際
に、非タバコ材組成物のシートが破れたときの力を、「シート強度」と呼ぶ。前記シート
強度は、３．９Ｎ以上であると好ましく、５．０Ｎ以上であるとより好ましい。
【０４８６】
　なお、製造例６および１２で得られた非タバコ材組成物のシートは、非常に軟らかく、
上記方法によってシート強度を評価することができなかった。
【０４８７】
　（評価１０－１）
　使用した喫煙具本体の概略を説明する。喫煙具本体は、フィリップモーリス社製の加熱
式喫煙具であるアイコス（登録商標）を用いた。前記喫煙具は、図１に示すような構成を
有している。詳細には、加熱要素（２１１）は、幅４．５ｍｍ、先端までの長さ１２ｍｍ
、厚さは０．４ｍｍである。差し込み部（２１０）の内径は、７ｍｍであり、芳香カート
リッジの外形にほぼ等しい。前記加熱要素（２１１）は、喫煙具本体（２００）内に設け
られているバッテリー（不図示）から供給される電力によって発熱し、およそ３５０℃と
なる。そして内蔵の制御システムにより、１４回の吸引によって１本の芳香カートリッジ
の消費が終了する。なお、本参考例の芳香カートリッジを差し込んだ際に、喫煙具本体か
ら外側に現れる芳香カートリッジ部分は、およそ２０ｍｍである。
【０４８８】
　参考例１２～１６および参考比較例６にて製造した芳香カートリッジを、前記喫煙具本
体に差し込み、喫煙することにより試験を行った。当該試験では、以下の評価基準に基づ
いて、官能試験により喫煙時の茶類の香りについて評価した。なお、官能試験は、喫煙者
５人による。
－評価基準－、
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　ランクＡ：喫煙時に、茶類の香りが楽しめるレベルである
　ランクＢ：喫煙時に、茶類の香りが物足りないレベルである。
【０４８９】
　（評価１０－２）
　使用した喫煙具本体の概略を説明する。喫煙具本体は、ブリティッシュアメリカンタバ
コ社製の加熱式喫煙具であるグロー（登録商標）を用いた。前記喫煙具は、図７に示すよ
うな構成を有している。詳細には、喫煙具本体（４００）には、芳香カートリッジ（５０
０）を挿入するための挿入部（４５０）が設けられている。喫煙具本体（４００）の外装
部（４１０）があり、芳香カートリッジの周囲を取り巻く加熱部（４４０）により、芳香
カートリッジのエアロゾル形成基材（１１０）が加熱されエアロゾルが発生し、喫煙され
る。他端側Ｄからの喫煙時には、通気孔（４３１）から空気が流れ込み、発生したエアロ
ゾルが、中空の筒部材（５３０）、移送部材（１３０）、マウスピース（１４０）を通過
して喫煙される。制御部（４２０）には、バッテリーまたは加熱部の制御装置等が内蔵さ
れている。
【０４９０】
　実施例１２～１６および比較例５にて製造した芳香カートリッジを、前記喫煙具本体に
差し込み、喫煙することにより試験を行った。当該試験では、以下の評価基準に基づいて
、官能試験により喫煙時の茶類の香りについて評価した。なお、官能試験は、喫煙者５人
による。
－評価基準－
　ランクＡ：喫煙時に、茶類の香りが楽しめるレベルである
　ランクＢ：喫煙時に、茶類の香りが物足りないレベルである。
【０４９１】
　（評価１１－１）
　参考例１２～１６および参考比較例６について、上記評価１０－１と同様にして喫煙し
た後の充填物の落下を評価した。喫煙後の芳香カートリッジの一端側Ｕを鉛直下方に向け
、芳香カートリッジ用充填物の落下の有無を調べた。喫煙（加熱）後の充填物は、収縮し
て落下しやすくなるという傾向があり、喫煙具本体の内部またはその周囲が汚れる可能性
があるが、本評価で以下のランクＡであれば、かような不都合を抑制することができる。
－評価基準－
　ランクＡ：落下物なし
　ランクＢ：芳香カートリッジ用充填物の一部の落下あり
　（評価１１－２）
　喫煙具本体に差し込む際の芳香カートリッジの状態について評価した。芳香カートリッ
ジの差し込み時に問題があるかどうか、喫煙者５人によって使用感を調べた。
－評価基準－
　ランクＡ：差し込む際に問題なし
　ランクＢ：芳香カートリッジが曲がって差し込みにくい。
【０４９２】
　上記各評価について、以下の表１４および１５に示す。
【０４９３】
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【表１４】

【０４９４】

【表１５】

　上記表１４および１５によって示されるように、比較例５（製造例４６）および参考比
較例６（製造例４０）では、成形性が悪く、十分な強度を有する芳香カートリッジ用充填
物を得ることができなかった（評価９）。他方、参考例１２～１６および実施例１２～１
６では、十分な強度を有する芳香カートリッジ用充填物が得られた（評価１０－１、１０
－２）。さらに、参考例１２～１６および実施例１２～１６の芳香カートリッジ用充填物
によれば、非タバコ材（茶類）の天然の芳香や味わい楽しむことができた。
【０４９５】
　上記説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
【０４９６】
　本発明に係る芳香カートリッジ用充填物は、十分な強度を有するため、芳香カートリッ
ジの使用に際しての、ユーザーハンドリング性が良好となる。また、本発明に係る芳香カ
ートリッジ用充填物によれば、タバコの成分を含まない植物（非タバコ材）の芳香や味わ
いを楽しむことができる。さらに、本発明の別の側面によれば、上記非タバコ材を用いた
芳香カートリッジ用充填物の製造方法［装置］も提供される。
【０４９７】
　以上、本発明を適用した実施形態を説明したが、本発明はこれら実施形態に限定される
ものではない。本発明は、特許請求の範囲に記載された構成に基づき様々な改変が可能で
あり、それらについても本発明の範疇である。
【符号の説明】
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１０、１１１　　芳香カートリッジ用充填物
２０、１１０　　エアロゾル形成基材
３０、１５１　　包装部材
４０　　冷却領域確定部材
５０　　フィルター部材
５０ａ、５０ｂ　　孔
５０ｍ　　マウスピース領域
６０、１４０　　マウスピース（フィルター）
７０、１５０　　包装部材
８０、１００、５００　　芳香カートリッジ
９０、２００、４００　　喫煙具本体
１３０　　移送部材
１６０　　側部
１７０　　蓋
１８０　　隔壁部材
２１０　　差し込み部
２１１　　加熱要素
３００　　支持要素
４１０　　外装部
４２０　　制御部
４３０　　開閉蓋
４３１　　通気孔
４４０　　加熱部
４５０　　挿入部
５３０　　中空の筒部材
６００　クランプ
６１０　プッシュプルゲージ
６２０　非タバコ材組成物のシート（シート）
６３０　固定部材
Ｕ　　上流側（一端側）
Ｄ　　下流側（他端側）
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【図１１】
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【図１５】
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【図１８】

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月27日(2019.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
エアロゾルフォーマと、
平均粒子径が３０以上２００μｍ以下または質量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００以上
２００，０００以下である微結晶セルロースと、
を含有する芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２】
　前記微結晶セルロースの平均粒子径が７０μｍ以上１２０μｍ以下または質量平均分子
量（Ｍｗ）が２０，０００以上６０，０００以下である請求項１に記載の芳香カートリッ
ジ用充填物。
【請求項３】
　前記微結晶セルロースの目開き２５０μｍの篩上残留物の量が、前記微結晶セルロース
の総量に対して８質量％以下であり、前記微結晶セルロースの目開き７５μｍの篩上残留
物の量が、前記微結晶セルロースの総量に対して４５質量％以上である請求項１または２
に記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項４】
　前記微結晶セルロースの含有量が、１～１５質量％である、請求項１～３のいずれかに
記載の芳香カートリッジ用充填物。
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【請求項５】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の長さをＬ０（＝５０ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の長さ
をＬ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌａ（％）＝（
Ｌ０－Ｌ１０）／Ｌ０×１００が０以上７．２％以下である請求項１～４のいずれかに記
載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項６】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の長さをＬ０（＝５０ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の長さ
をＬ１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌｂ（％）＝（
Ｌ０－Ｌ１５）／Ｌ０×１００が０以上８．１％以下である請求項１～４のいずれかに記
載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項７】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の幅をＷ０（＝１５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッジ
用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の幅をＷ
１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗａ（％）＝（Ｗ０－
Ｗ１０）／Ｗ０×１００が０以上５．０％以下である請求項１～４のいずれかに記載の芳
香カートリッジ用充填物。
【請求項８】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の幅をＷ０（＝１５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッジ
用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の幅をＷ
１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗｂ（％）＝（Ｗ０－
Ｗ１５）／Ｗ０×１００が０以上５．１％以下である請求項１～４のいずれかに記載の芳
香カートリッジ用充填物。
【請求項９】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の厚さをＴ０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の厚
さをＴ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔａ（％）＝
（Ｔ０－Ｔ１０）／Ｔ０×１００が０以上１．２％以下である請求項１～４のいずれかに
記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１０】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の厚さをＴ０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の厚
さをＴ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔｂ（％）＝
（Ｔ０－Ｔ１５）／Ｔ０×１００が０以上１．５％以下である請求項１～４のいずれかに
記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１１】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前におけ
る芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体積変化
率Ｖａ（％）＝（Ｖ０－Ｖ１０）／Ｖ０×１００が０以上１３．１％以下である請求項１
～４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１２】
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幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前におけ
る芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体積変化
率Ｖｂ（％）＝（Ｖ０－Ｖ１５）／Ｖ０×１００が０以上１４．３％以下である請求項１
～４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１３】
　幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カート
リッジ用充填物の長さをＬ’０（＝１２ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カー
トリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物
の長さをＬ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌ’ａ
（％）＝（Ｌ’０－Ｌ’１０）／Ｌ’０×１００が０以上４．８％以下である請求項１～
４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１４】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の長さをＬ’０（＝１２ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カート
リッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の
長さをＬ’１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌ’ｂ（
％）＝（Ｌ’０－Ｌ’１５）／Ｌ’０×１００が０以上５．８％以下である請求項１～４
のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１５】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の幅をＷ’０（＝１．５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カート
リッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の
幅をＷ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗ’ａ（％）
＝（Ｗ’０－Ｗ’１０）／Ｗ’０×１００が０以上６．１％以下である請求項１～４のい
ずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１６】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の幅をＷ’０（＝１５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の幅
をＷ’１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗ’ｂ（％）＝
（Ｗ’０－Ｗ１５）／Ｗ’０×１００が０以上１０．４％以下である請求項１～４のいず
れかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１７】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の厚さをＴ’０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カー
トリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物
の厚さをＴ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔ’ａ
（％）＝（Ｔ’０－Ｔ’１０）／Ｔ’０×１００が０以上１．２％以下である請求項１～
４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１８】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の厚さをＴ’０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カー
トリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物
の厚さをＴ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔ’ｂ
（％）＝（Ｔ’０－Ｔ１５）／Ｔ’０×１００が０以上１．５％以下である請求項１～４
のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１９】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
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ッジ用充填物の体積をＶ’０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前に
おける芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カート
リッジ用充填物の体積をＶ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体
積変化率Ｖ’ａ（％）＝（Ｖ’０－Ｖ’１０）／Ｖ’０×１００が０以上１１．９％以下
である請求項１～４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２０】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の体積をＶ’０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前に
おける芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カート
リッジ用充填物の体積をＶ’１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体
積変化率Ｖ’ｂ（％）＝（Ｖ’０－Ｖ’１５）／Ｖ’０×１００が０以上１６．９％以下
である請求項１～４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２１】
メントールの含有量が、０．１～１０質量％であり、
　ポリビニルポリピロリドンの含有量が、２～１０質量％かつ前記メントールの含有量に
対して０．５～６倍である請求項１～２０のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物
。　
【請求項２２】
非タバコ材の含有量が、３０～９０質量％である請求項１～２１のいずれかに記載の芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項２３】
第１の結合剤として、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロー
ス、カルボキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセル
ロース、及び、ヒドロキシプロピルセルロース、並びに、これらのナトリウム塩、カリウ
ム塩、及び、カルシウム塩からなる群から選択される少なくとも一種のセルロース類を、
前記非タバコ材１００質量部に対して１～３０質量部を含有し、
第２の結合剤として、グルコマンナン、グアーガム、ペクチン、カラギーナン、ローカス
トビーンガム、及び、寒天からなる群から選択される少なくとも一種の多糖類を、前記非
タバコ材１００質量部に対して、０．１～５質量部を含有する、請求項１～２２のいずれ
かに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２４】
前記エアロゾルフォーマの含有量が、１０～４０質量％である請求項１～２３のいずれか
に記載の芳香カートリッジ充填物。
【請求項２５】
前記非タバコ材が紅茶または茶類である請求項２２のいずれかに記載の芳香カートリッジ
用充填物。
【請求項２６】
　低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを
混合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
及び、前記微結晶セルロースを混合する混合工程（ＩＩ－１）、及び、
前記混合工程（ＩＩ－１）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項２２～２６に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項２７】
請求項２６に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって、
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
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メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項２８】
低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを混
合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
前記微結晶セルロース、前記第１の結合剤、及び、前記第２の結合剤を混合する混合工程
（ＩＩ－２）、
前記混合工程（ＩＩ－２）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項２５に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項２９】
請求項２８に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって。
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項３０】
低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを混
合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
前記微結晶セルロース、前記第１の結合剤を混合する混合工程（ＩＩ－３）、
前記混合工程（ＩＩ－３）で製造された混合物に、前記第２の結合剤を混合する混合工程
（ＩＩ－４）、
前記混合工程（ＩＩ－４）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項２５に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項３１】
請求項３０に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって。
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項３２】
低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを混
合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
前記微結晶セルロース、前記第１の結合剤を混合する混合工程（ＩＩ－３）、　　　　　
　　　　　
前記混合工程（ＩＩ－３）で製造された混合物を養生する養生工程（ＩＩＩ）、
前記養生工程（ＩＩＩ）で製造された混合物に前記第２の結合剤を混合する混合工程（Ｉ
Ｉ－５）、及び、
前記混合工程（ＩＩ－５）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項２５に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項３３】
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前記養生工程の温度が、１５℃以上３０℃以下であり、前記養生工程の時間が、７２時間
以上３３６時間以下である請求項２８に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項３４】
請求項３２または３３に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって
、
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項３５】
　請求項１～３４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物を有する芳香カートリッ
ジ用エアロゾル形成基材。
【請求項３６】
　一端に請求項３５に記載の芳香カートリッジ用エアロゾル形成基材を有し、他端にマウ
スピースまたはマウスピース領域を有する、芳香カートリッジ。
【請求項３７】
　前記エアロゾル形成基材と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に配置され
、前記エアロゾル形成基材で発生したエアロゾルを冷却する冷却領域を有し、
　前記芳香カートリッジ用充填物の長手方向と、当該芳香カートリッジの長手方向と、が
平行である、請求項３６に記載の芳香カートリッジ。
【請求項３８】
　前記冷却領域と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に、表面に孔を備える
フィルタ部材を有する、請求項３６または３７に記載の芳香カートリッジ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３５】
図１３に、第２変形例による芳香カートリッジの概略的な斜視図を示す。
 
【手続補正書】
【提出日】令和1年11月12日(2019.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
非タバコ材と、
エアロゾルフォーマと、
平均粒子径が３０以上２００μｍ以下または質量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００以上
２００，０００以下である微結晶セルロースと、
第１の結合剤である、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロー
ス、カルボキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセル
ロース、及び、ヒドロキシプロピルセルロース、並びに、これらのナトリウム塩、カリウ
ム塩、及び、カルシウム塩からなる群から選択される少なくとも一種のセルロース類を、
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前記非タバコ材１００質量部に対して１～３０質量部と、
第２の結合剤である、グルコマンナン、グアーガム、ペクチン、カラギーナン、ローカス
トビーンガム、及び、寒天からなる群から選択される少なくとも一種の多糖類を、前記非
タバコ材１００質量部に対して、０．１～５質量部と
を含有する芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２】
前記微結晶セルロースの平均粒子径が７０μｍ以上１２０μｍ以下または質量平均分子量
（Ｍｗ）が２０，０００以上６０，０００以下である請求項１に記載の芳香カートリッジ
用充填物。
【請求項３】
前記微結晶セルロースの目開き２５０μｍの篩上残留物の量が、前記微結晶セルロースの
総量に対して８質量％以下であり、前記微結晶セルロースの目開き７５μｍの篩上残留物
の量が、前記微結晶セルロースの総量に対して４５質量％以上である請求項１または２に
記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項４】
前記微結晶セルロースの含有量が、１～１５質量％である、請求項１～３のいずれかに記
載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項５】
メントールの含有量が、０．１～１０質量％であり、
ポリビニルポリピロリドンの含有量が、２～１０質量％かつ前記メントールの含有量に対
して０．５～６倍である請求項１～４のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項６】
前記非タバコ材の含有量が、３０～９０質量％である請求項１～５のいずれかに記載の芳
香カートリッジ用充填物。
【請求項７】
前記エアロゾルフォーマの含有量が、１０～４０質量％である請求項１～６のいずれかに
記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項８】
前記非タバコ材が紅茶または茶類である請求項１～７のいずれかに記載の芳香カートリッ
ジ用充填物。
【請求項９】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の長さをＬ０（＝５０ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の長さ
をＬ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌａ（％）＝（
Ｌ０－Ｌ１０）／Ｌ０×１００が０以上７．２％以下である請求項１～８のいずれかに記
載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１０】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の長さをＬ０（＝５０ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の長さ
をＬ１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌｂ（％）＝（
Ｌ０－Ｌ１５）／Ｌ０×１００が０以上８．１％以下である請求項１～８のいずれかに記
載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１１】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の幅をＷ０（＝１５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッジ
用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の幅をＷ
１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗａ（％）＝（Ｗ０－
Ｗ１０）／Ｗ０×１００が０以上５．０％以下である請求項１～８のいずれかに記載の芳
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香カートリッジ用充填物。
【請求項１２】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の幅をＷ０（＝１５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリッジ
用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の幅をＷ
１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗｂ（％）＝（Ｗ０－
Ｗ１５）／Ｗ０×１００が０以上５．１％以下である請求項１～８のいずれかに記載の芳
香カートリッジ用充填物。
【請求項１３】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の厚さをＴ０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の厚
さをＴ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔａ（％）＝
（Ｔ０－Ｔ１０）／Ｔ０×１００が０以上１．２％以下である請求項１～８のいずれかに
記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１４】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の厚さをＴ０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の厚
さをＴ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔｂ（％）＝
（Ｔ０－Ｔ１５）／Ｔ０×１００が０以上１．５％以下である請求項１～８のいずれかに
記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１５】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前におけ
る芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体積変化
率Ｖａ（％）＝（Ｖ０－Ｖ１０）／Ｖ０×１００が０以上１３．１％以下である請求項１
～８のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１６】
幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前におけ
る芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッ
ジ用充填物の体積をＶ１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体積変化
率Ｖｂ（％）＝（Ｖ０－Ｖ１５）／Ｖ０×１００が０以上１４．３％以下である請求項１
～８のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１７】
　幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カート
リッジ用充填物の長さをＬ’０（＝１２ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カー
トリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物
の長さをＬ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌ’ａ
（％）＝（Ｌ’０－Ｌ’１０）／Ｌ’０×１００が０以上４．８％以下である請求項１～
８のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項１８】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の長さをＬ’０（＝１２ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カート
リッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の
長さをＬ’１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の長さ変化率Ｌ’ｂ（
％）＝（Ｌ’０－Ｌ’１５）／Ｌ’０×１００が０以上５．８％以下である請求項１～８
のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
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【請求項１９】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の幅をＷ’０（＝１．５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カート
リッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物の
幅をＷ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗ’ａ（％）
＝（Ｗ’０－Ｗ’１０）／Ｗ’０×１００が０以上６．１％以下である請求項１～８のい
ずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２０】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の幅をＷ’０（＝１５ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物の幅
をＷ’１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の幅変化率Ｗ’ｂ（％）＝
（Ｗ’０－Ｗ１５）／Ｗ’０×１００が０以上１０．４％以下である請求項１～８のいず
れかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２１】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の厚さをＴ’０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カー
トリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カートリッジ用充填物
の厚さをＴ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔ’ａ
（％）＝（Ｔ’０－Ｔ’１０）／Ｔ’０×１００が０以上１．２％以下である請求項１～
８のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２２】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の厚さをＴ’０（＝０．３ｍｍ）、前記形状とした乾燥前における芳香カー
トリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カートリッジ用充填物
の厚さをＴ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の厚さ変化率Ｔ’ｂ
（％）＝（Ｔ’０－Ｔ１５）／Ｔ’０×１００が０以上１．５％以下である請求項１～８
のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２３】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の体積をＶ’０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前に
おける芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１０分経過後における芳香カート
リッジ用充填物の体積をＶ’１０として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体
積変化率Ｖ’ａ（％）＝（Ｖ’０－Ｖ’１０）／Ｖ’０×１００が０以上１１．９％以下
である請求項１～８のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２４】
幅１．５ｍｍ、長さ１２ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの形状とした乾燥前における芳香カートリ
ッジ用充填物の体積をＶ’０（＝１５×５０×０．３ｍｍ３）、前記形状とした乾燥前に
おける芳香カートリッジ用充填物を１０５℃で乾燥時間１５分経過後における芳香カート
リッジ用充填物の体積をＶ’１５として定義される、前記芳香カートリッジ用充填物の体
積変化率Ｖ’ｂ（％）＝（Ｖ’０－Ｖ’１５）／Ｖ’０×１００が０以上１６．９％以下
である請求項１～８のいずれかに記載の芳香カートリッジ用充填物。
【請求項２５】
　低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを
混合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
及び、前記微結晶セルロースを混合する混合工程（ＩＩ－１）、及び、
前記混合工程（ＩＩ－１）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項５～８に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
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【請求項２６】
請求項２５に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって、
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項２７】
低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを混
合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
前記微結晶セルロース、前記第１の結合剤、及び、前記第２の結合剤を混合する混合工程
（ＩＩ－２）、
前記混合工程（ＩＩ－２）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項５～８に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項２８】
請求項２７に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって、
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項２９】
低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを混
合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
前記微結晶セルロース、前記第１の結合剤を混合する混合工程（ＩＩ－３）、
前記混合工程（ＩＩ－３）で製造された混合物に、前記第２の結合剤を混合する混合工程
（ＩＩ－４）、
前記混合工程（ＩＩ－４）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項５～８に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項３０】
請求項２９に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって、
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項３１】
低級アルコールに前記メントールを溶解した溶液に、前記ポリビニルポリピロリドンを混
合する混合工程（Ｉ）、
前記混合工程（Ｉ）で製造された混合物に、前記非タバコ材、前記エアロゾルフォーマ、
前記微結晶セルロース、前記第１の結合剤を混合する混合工程（ＩＩ－３）、　　　　　
　　　　　
前記混合工程（ＩＩ－３）で製造された混合物を養生する養生工程（ＩＩＩ）、
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前記養生工程（ＩＩＩ）で製造された混合物に前記第２の結合剤を混合する混合工程（Ｉ
Ｉ－５）、及び、
前記混合工程（ＩＩ－５）で製造された混合物を芳香カートリッジ用充填物に成形する充
填物成形工程、
から製造される請求項５～８に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項３２】
前記養生工程の温度が、１５℃以上３０℃以下であり、前記養生工程の時間が、７２時間
以上３３６時間以下である請求項３１に記載の芳香カートリッジ用充填物の製造方法。
【請求項３３】
請求項３１または３２に記載の製造方法で製造される芳香カートリッジ用充填物であって
、
１７℃、相対湿度６５％ＲＨの環境下で５ｇ～１０ｇ程度を精秤した前記芳香カートリッ
ジ用充填物中のメントールの含有量をｄ（０）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物
を５℃で２４時間放置後の質量をｄ（２４）、前記精秤した芳香カートリッジ用充填物を
５℃で４８時間放置後の芳香カートリッジ用充填物の質量をｄ（４８）として定義される
メントール減少率ｄ＝{（ｄ（２４）－ｄ（４８）}／ｄ（０）が０．２０以下である芳香
カートリッジ用充填物。
【請求項３４】
　請求項１～２４、２６、２８、３０、及び、３３のいずれかに記載の芳香カートリッジ
用充填物を有する芳香カートリッジ用エアロゾル形成基材。
【請求項３５】
　一端に請求項３４に記載の芳香カートリッジ用エアロゾル形成基材を有し、他端にマウ
スピースまたはマウスピース領域を有する、芳香カートリッジ。
【請求項３６】
　前記エアロゾル形成基材と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に配置され
、前記エアロゾル形成基材で発生したエアロゾルを冷却する冷却領域を有し、
　前記芳香カートリッジ用充填物の長手方向と、前記芳香カートリッジの長手方向と、が
平行である、請求項３５に記載の芳香カートリッジ。
【請求項３７】
　前記冷却領域と前記マウスピースまたはマウスピース領域との間に、表面に孔を備える
フィルタ部材を有する、請求項３６に記載の芳香カートリッジ。
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